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(57)【要約】
　ワイヤレス通信ネットワークにおけるモバイルデバイ
スの位置を決定する際に使用する方法が、モバイルデバ
イスによって、第１の周波数で送信された第１の測位信
号と第１の周波数とは異なる第２の周波数で送信された
第２の測位信号とを獲得することを含む。モバイルデバ
イスは、第１の測位信号と第２の測位信号との間の到着
時間差の第１の測定を実行する。いくつかの実装形態で
は、第１の周波数、第２の周波数、または第１の周波数
と第２の周波数の両方に対応する周波数間関連遅延に対
して第１の測定に周波数間バイアス補償を適用しないと
の決定に応答して、モバイルデバイスは、モバイルデバ
イスの位置を決定するために第１の測定と第１の測定記
述とをサーバに送る。第１の測定記述は、周波数間関連
遅延に対して第１の測定が補償されていないことを示す
。
【選択図】　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　モバイルデバイスにおいて使用する方法であって、前記モバイルデバイスにおいて、
　第１の周波数で送信された第１の測位信号と前記第１の周波数とは異なる第２の周波数
で送信された第２の測位信号とを獲得することと、
　前記第１の測位信号と前記第２の測位信号との間の到着時間差の第１の測定を実行する
ことと、
　前記第１の周波数、前記第２の周波数、または前記第１の周波数と前記第２の周波数の
両方に対応する周波数間関連遅延に対して前記第１の測定に周波数間バイアス補償を適用
しないとの前記モバイルデバイスにおける決定に応答して、
　　前記モバイルデバイスの位置を決定するために前記第１の測定と第１の測定記述とを
サーバに送ることと、ここにおいて、前記第１の測定記述が、前記周波数間関連遅延に対
して前記モバイルデバイスにおいて前記第１の測定が補償されていないことを示す、
を備える方法。
【請求項２】
　前記第１の周波数、前記第２の周波数、または前記第１の周波数と前記第２の周波数の
両方に対応する周波数間関連遅延に対して前記第１の測定に前記周波数間バイアス補償を
適用するとの前記モバイルデバイスにおける決定に応答して、
　　補償された測定を生成するために前記第１の測定に前記周波数間バイアス補償を適用
することと、
　　前記モバイルデバイスの前記位置を決定するために前記補償された測定と第２の測定
記述とを前記サーバに送ることと、ここにおいて、前記第２の測定記述が、前記周波数間
関連遅延に対して前記モバイルデバイスにおいて前記補償された測定が補償されているこ
とを示す、
をさらに備える、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記周波数間関連遅延に対して測定を前記サーバにおいて補償する能力を前記サーバが
含むかどうかを示すメッセージを前記サーバから受信することと、
　前記周波数間関連遅延に対して前記サーバにおいて測定を補償する前記能力を前記サー
バが含まないことを示す前記メッセージに応答して、前記モバイルデバイスにおいて前記
第１の測定に前記周波数間バイアス補償を適用することを決定することと、
　前記周波数間関連遅延に対して前記サーバにおいて測定を補償する前記能力を前記サー
バが含むことを示す前記メッセージに応答して、前記モバイルデバイスにおいて前記第１
の測定に前記周波数間バイアス補償を適用しないことを決定することと
をさらに備える、請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　前記メッセージを前記サーバから受信することは、ＬＴＥ測位プロトコル（ＬＰＰ）メ
ッセージを前記サーバから受信することを備える、請求項３に記載の方法。
【請求項５】
　前記周波数間バイアス補償を適用するとの前記決定に応答して、前記第１の測定に関し
て前記モバイルデバイスにおいて前記周波数間バイアス補償を決定すること
をさらに備える、請求項２に記載の方法。
【請求項６】
　前記周波数間バイアス補償を決定することは、前記周波数間バイアス補償を前記モバイ
ルデバイスにおいて動的に計算することを備える、請求項５に記載の方法。
【請求項７】
　前記モバイルデバイスにおいて動的に計算することは、前記モバイルデバイスの前記位
置と前記周波数間バイアス補償とを提供する反復手順を実行することを備える、請求項６
に記載の方法。
【請求項８】
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　前記第２の測定記述は、
　前記モバイルデバイスによって前記第１の測定に適用される前記周波数間バイアス補償
の値、
　前記モバイルデバイスによって適用された前記周波数間バイアス補償のタイプ、
　前記モバイルデバイスによって適用された前記周波数間バイアス補償の信頼性もしくは
正確性を示す、前記モバイルによって決定されたメトリック、
　前記モバイルデバイスによって適用された前記周波数間バイアス補償の経過期間、また
は
　前記到着時間差の前記第１の測定を実行するために前記モバイルデバイスによって使用
されたデータの少なくとも一部分
のうちの少なくとも１つを示す情報をさらに含む、請求項５に記載の方法。
【請求項９】
　前記到着時間差の前記第１の測定を実行するために前記モバイルデバイスによって使用
されたデータの前記一部分は、前記第１の測位信号の到着時間および前記第２の測位信号
の到着時間のうちの少なくとも１つを含む、請求項８に記載の方法。
【請求項１０】
　前記第１の測定を実行することは、前記第１および第２の測位信号の観測到着時間差（
ＯＴＤＯＡ）測定を実行することを備える、請求項１に記載の方法。
【請求項１１】
　前記サーバは、ワイヤレス通信ネットワーク内にロケーションサーバを備える、請求項
１に記載の方法。
【請求項１２】
　前記第１の測定記述を前記サーバに送ることは、
　ＬＴＥ測位プロトコル（ＬＰＰ）メッセージを前記サーバに送ること
をさらに備える、請求項１に記載の方法。
【請求項１３】
　前記ＬＰＰメッセージを前記サーバに送ることは、前記周波数間関連遅延に対して前記
第１の測定が補償されていないことを示すように、前記ＬＰＰメッセージにおけるフラグ
の論理状態を制御することを含む、請求項１２に記載の方法。
【請求項１４】
　コンピューティングプラットフォームを備えるサーバにおいて使用する方法であって、
前記コンピューティングプラットフォームにおいて、
　モバイルデバイスによって決定された第１の測位信号と第２の測位信号との間の到着時
間差の第１の測定を取得することと、前記第１の測位信号が第１の周波数で送信されてお
り、前記第２の測位信号が前記第１の周波数とは異なる第２の周波数で送信されている、
　前記モバイルデバイスから測定記述を取得することと、
　前記第１の周波数、前記第２の周波数、または前記第１の周波数と前記第２の周波数の
両方に対応する周波数間関連遅延に対して前記モバイルデバイスによって前記第１の測定
が補償されていないことを前記測定記述が示すとの決定に応答して、
　　前記第１の測定に対応する前記周波数間関連遅延に対する周波数間バイアス補償を決
定することと、
　　補償された測定を生成するために前記第１の測定に前記周波数間バイアス補償を適用
することと、
　　少なくとも部分的に、前記補償された測定に少なくとも部分的に基づいて前記モバイ
ルデバイスの位置を決定することと
を備える方法。
【請求項１５】
　前記周波数間関連遅延に対して測定を前記サーバにおいて補償する能力を前記サーバが
含むかどうかを示すメッセージを前記モバイルデバイスに送ることをさらに備える、請求
項１４に記載の方法。
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【請求項１６】
　前記メッセージを前記モバイルデバイスに送ることは、ＬＴＥ測位プロトコル（ＬＰＰ
）メッセージを前記モバイルデバイスに送ることを備える、請求項１５に記載の方法。
【請求項１７】
　前記周波数間バイアス補償を決定することは、前記周波数間バイアス補償を前記コンピ
ューティングプラットフォームにおいて動的に計算することを備える、請求項１４に記載
の方法。
【請求項１８】
　前記コンピューティングプラットフォームにおいて動的に計算することは、前記モバイ
ルデバイスの前記位置と前記周波数間バイアス補償とを提供する反復手順を実行すること
を備える、請求項１７に記載の方法。
【請求項１９】
　前記第１の周波数、前記第２の周波数、または前記第１の周波数と前記第２の周波数の
両方に対応する前記周波数間関連遅延に対して前記モバイルデバイスによって前記第１の
測定が補償されていることを前記測定記述が示すとの決定に応答して、
　　少なくとも部分的に、前記第１の測定に少なくとも部分的に基づいて前記モバイルデ
バイスの前記位置を決定すること
をさらに備える、請求項１４に記載の方法。
【請求項２０】
　少なくとも部分的に、前記第１の測定に少なくとも部分的に基づいて前記モバイルデバ
イスの前記位置を決定することは、
　前記第１の測定に対応する前記周波数間関連遅延に対する新しい周波数間バイアス補償
を決定することと、
　補償されていない測定を生成するために、前記モバイルデバイスによって前記第１の測
定に適用された周波数間バイアス補償を無効にすることと、
　前記補償されていない測定に前記新しい周波数間バイアス補償を適用することと
をさらに備える、請求項１９に記載の方法。
【請求項２１】
　前記測定記述は、前記モバイルデバイスによって前記第１の測定に適用された前記周波
数間バイアス補償の値をさらに示し、前記モバイルデバイスによって適用された前記周波
数間バイアス補償を無効にすることが、前記測定記述において示された前記周波数間バイ
アス補償の前記値に基づく、請求項２０に記載の方法。
【請求項２２】
　前記測定記述は、
　前記モバイルデバイスによって適用された前記周波数間バイアス補償のタイプ、
　前記モバイルデバイスによって適用された前記周波数間バイアス補償の信頼性もしくは
正確性を示す、前記モバイルによって決定されたメトリック、または
　前記モバイルデバイスによって適用された前記周波数間バイアス補償の経過期間のうち
の少なくとも１つを示す情報をさらに含み、前記方法が、前記測定記述に含まれる前記情
報に基づいて、前記コンピューティングプラットフォームにおいて前記新しい周波数間バ
イアス補償を決定するか否かを決定することをさらに備える、請求項２０に記載の方法。
【請求項２３】
　前記測定記述は、前記到着時間差の前記第１の測定を実行するために前記モバイルデバ
イスによって使用されたデータの少なくとも一部分をさらに含み、前記周波数間関連遅延
に対する前記周波数間バイアス補償を決定することが、前記測定記述において示される前
記モバイルデバイスによって使用された前記データに基づく、請求項１４に記載の方法。
【請求項２４】
　前記モバイルデバイスから前記測定記述を取得することは、
　前記モバイルデバイスからＬＴＥ測位プロトコル（ＬＰＰ）メッセージを受信すること
をさらに備える、請求項１４に記載の方法。
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【請求項２５】
　前記モバイルデバイスから受信された前記ＬＰＰメッセージは、前記ＬＰＰメッセージ
にフラグを含み、前記フラグの論理状態が、前記周波数間関連遅延に対して前記第１の測
定が補償されているか否かを示す、請求項２４に記載の方法。
【請求項２６】
　前記第１の測位信号と前記第２の測位信号との間の前記到着時間差の前記第１の測定は
、前記第１の測位信号と前記第２の測位信号との間の観測到着時間差（ＯＴＤＯＡ）測定
を備える、請求項１４に記載の方法。
【請求項２７】
　ワイヤレス通信ネットワークにおけるモバイルデバイスの位置の決定を支援するための
モバイルデバイスであって、
　プログラムコードを記憶するように適応されたメモリと、
　　第１の周波数で送信された第１の測位信号と前記第１の周波数とは異なる第２の周波
数で送信された第２の測位信号とを獲得することと、
　　前記第１の測位信号と前記第２の測位信号との間の到着時間差の第１の測定を実行す
ることと、
　　前記第１の周波数、前記第２の周波数、または前記第１の周波数と前記第２の周波数
の両方に対応する周波数間関連遅延に対して前記第１の測定に周波数間バイアス補償を適
用しないとの前記モバイルデバイスにおける決定に応答して、
　　　前記モバイルデバイスの前記位置を決定するために前記第１の測定と第１の測定記
述とをサーバに送ることと、ここにおいて、前記第１の測定記述が、前記周波数間関連遅
延に対して前記モバイルデバイスにおいて前記第１の測定が補償されていないことを示す
、
　を行うよう前記モバイルデバイスに指示するための前記プログラムコードに含まれる命
令にアクセスし、前記命令を実行するために前記メモリに結合された処理ユニットと
を備えるモバイルデバイス。
【請求項２８】
　前記プログラムコードは、
　前記第１の周波数、前記第２の周波数、または前記第１の周波数と前記第２の周波数の
両方に対応する周波数間関連遅延に対して前記第１の測定に前記周波数間バイアス補償を
適用するとの前記モバイルデバイスにおける決定に応答して、
　　補償された測定を生成するために前記第１の測定に前記周波数間バイアス補償を適用
することと、
　　前記モバイルデバイスの前記位置を決定するために前記補償された測定と第２の測定
記述とを前記サーバに送ることと、ここにおいて、前記第２の測定記述が、前記周波数間
関連遅延に対して前記モバイルデバイスにおいて前記補償された測定が補償されているこ
とを示す、
を行うよう前記モバイルデバイスに指示するための命令をさらに備える、請求項２７に記
載のモバイルデバイス。
【請求項２９】
　前記プログラムコードは、
　前記周波数間関連遅延に対して測定を前記サーバにおいて補償する能力を前記サーバが
含むかどうかを示すメッセージを前記サーバから受信することと、
　前記周波数間関連遅延に対して前記サーバにおいて測定を補償する前記能力を前記サー
バが含まないことを示す前記メッセージに応答して、前記モバイルデバイスにおいて前記
第１の測定に前記周波数間バイアス補償を適用することを決定することと、
　前記周波数間関連遅延に対して前記サーバにおいて測定を補償する前記能力を前記サー
バが含むことを示す前記メッセージに応答して、前記モバイルデバイスにおいて前記第１
の測定に前記周波数間バイアス補償を適用しないことを決定することと
を行うための命令をさらに備える、請求項２８に記載のモバイルデバイス。
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【請求項３０】
　前記メッセージを前記サーバから受信するための前記命令は、ＬＴＥ測位プロトコル（
ＬＰＰ）メッセージを前記サーバから受信するための命令を備える、請求項２９に記載の
モバイルデバイス。
【請求項３１】
　前記プログラムコードは、前記周波数間バイアス補償を適用するとの前記決定に応答し
て、前記第１の測定に関して前記モバイルデバイスにおいて前記周波数間バイアス補償を
決定するための命令をさらに備える、請求項２９に記載のモバイルデバイス。
【請求項３２】
　前記周波数間バイアス補償を決定するための前記命令は、前記周波数間バイアス補償を
前記モバイルデバイスにおいて動的に計算するための命令を備える、請求項３１に記載の
モバイルデバイス。
【請求項３３】
　前記モバイルデバイスにおいて動的に計算するための前記命令は、前記モバイルデバイ
スの前記位置と前記周波数間バイアス補償とを提供する反復手順を実行するための命令を
備える、請求項３２に記載のモバイルデバイス。
【請求項３４】
　前記第１の測定記述を前記サーバに送るための前記命令は、ＬＴＥ測位プロトコル（Ｌ
ＰＰ）メッセージを前記サーバに送るための命令をさらに備える、請求項２７に記載のモ
バイルデバイス。
【請求項３５】
　前記ＬＰＰメッセージを前記サーバに送るための前記命令は、前記周波数間関連遅延に
対して前記第１の測定が補償されていないことを示すように、前記ＬＰＰメッセージにお
けるフラグの論理状態を制御するための命令を含む、請求項３４に記載のモバイルデバイ
ス。
【請求項３６】
　ワイヤレス通信ネットワークにおけるモバイルデバイスの位置の決定を支援するための
サーバであって、
　プログラムコードを記憶するように適応されたメモリと、
　　前記モバイルデバイスによって決定された第１の測位信号と第２の測位信号との間の
到着時間差の第１の測定を取得することと、前記第１の測位信号が第１の周波数で送信さ
れており、前記第２の測位信号が前記第１の周波数とは異なる第２の周波数で送信されて
いる、
　　前記モバイルデバイスから測定記述を取得することと、
　　前記第１の周波数、前記第２の周波数、または前記第１の周波数と前記第２の周波数
の両方に対応する周波数間関連遅延に対して前記モバイルデバイスによって前記第１の測
定が補償されていないことを前記測定記述が示すとの決定に応答して、
　　　前記第１の測定に対応する前記周波数間関連遅延に対する周波数間バイアス補償を
決定することと、
　　　補償された測定を生成するために前記第１の測定に前記周波数間バイアス補償を適
用することと、
　　　少なくとも部分的に、前記補償された測定に少なくとも部分的に基づいて前記モバ
イルデバイスの前記位置を決定すること
　を行うよう前記サーバに指示するための前記プログラムコードに含まれる命令にアクセ
スし、前記命令を実行するために前記メモリに結合された処理ユニットと
を備えるサーバ。
【請求項３７】
　前記プログラムコードは、前記周波数間関連遅延に対して測定を前記サーバにおいて補
償する能力を前記サーバが含むかどうかを示すメッセージを前記モバイルデバイスに送る
ための命令をさらに備える、請求項３６に記載のサーバ。
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【請求項３８】
　前記メッセージを前記モバイルデバイスに送るための前記命令は、ＬＴＥ測位プロトコ
ル（ＬＰＰ）メッセージを前記モバイルデバイスに送るための命令を備える、請求項３７
に記載のサーバ。
【請求項３９】
　前記周波数間バイアス補償を決定するための前記命令は、前記周波数間バイアス補償を
前記サーバにおいて動的に計算するための命令を備える、請求項３６に記載のサーバ。
【請求項４０】
　前記サーバにおいて動的に計算するための前記命令は、前記モバイルデバイスの前記位
置と前記周波数間バイアス補償とを提供する反復手順を実行するための命令を備える、請
求項３９に記載のサーバ。
【請求項４１】
　前記プログラムコードは、
　前記第１の周波数、前記第２の周波数、または前記第１の周波数と前記第２の周波数の
両方に対応する前記周波数間関連遅延に対して前記モバイルデバイスによって前記第１の
測定が補償されていることを前記測定記述が示すとの決定に応答して、
　　少なくとも部分的に、前記第１の測定に少なくとも部分的に基づいて前記モバイルデ
バイスの前記位置を決定する
ための命令をさらに備える、請求項３６に記載のサーバ。
【請求項４２】
　少なくとも部分的に、前記第１の測定に少なくとも部分的に基づいて前記モバイルデバ
イスの前記位置を決定するための前記命令は、
　前記第１の測定に対応する前記周波数間関連遅延に対する新しい周波数間バイアス補償
を決定することと、
　補償されていない測定を生成するために、前記モバイルデバイスによって前記第１の測
定に適用された周波数間バイアス補償を無効にすることと、
　前記補償されていない測定に前記新しい周波数間バイアス補償を適用することと
を行うための命令をさらに備える、請求項４１に記載のサーバ。
【請求項４３】
　前記測定記述は、前記モバイルデバイスによって前記第１の測定に適用された前記周波
数間バイアス補償の値をさらに示し、前記モバイルデバイスによって適用された前記周波
数間バイアス補償を無効にするための前記命令が、前記測定記述において示された前記周
波数間バイアス補償の前記値に基づいて前記周波数間バイアス補償を無効にするための命
令を備える、請求項４２に記載のサーバ。
【請求項４４】
　前記測定記述は、
　前記モバイルデバイスによって適用された前記周波数間バイアス補償のタイプ、
　前記モバイルデバイスによって適用された前記周波数間バイアス補償の信頼性もしくは
正確性を示す、前記モバイルによって決定されたメトリック、または
　前記モバイルデバイスによって適用された前記周波数間バイアス補償の経過期間のうち
の少なくとも１つを示す情報をさらに含み、前記プログラムコードが、前記測定記述に含
まれる前記情報に基づいて、前記コンピューティングプラットフォームにおいて前記新し
い周波数間バイアス補償を決定するか否かを決定するための命令をさらに備える、請求項
４２に記載のサーバ。
【請求項４５】
　前記モバイルデバイスから前記測定記述を取得するための前記命令は、前記モバイルデ
バイスからＬＴＥ測位プロトコル（ＬＰＰ）メッセージを受信するための命令を備える、
請求項３６に記載のサーバ。
【請求項４６】
　前記モバイルデバイスから受信された前記ＬＰＰメッセージは、前記ＬＰＰメッセージ
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にフラグを含み、前記フラグの論理状態が、前記周波数間関連遅延に対して前記第１の測
定が補償されているか否かを示す、請求項４５に記載のサーバ。
【請求項４７】
　ワイヤレス通信ネットワークにおけるモバイルデバイスの位置の決定を支援するための
モバイルデバイスであって、
　第１の周波数で送信された第１の測位信号と前記第１の周波数とは異なる第２の周波数
で送信された第２の測位信号とを獲得するための手段と、
　前記第１の測位信号と前記第２の測位信号との間の到着時間差の第１の測定を実行する
ための手段と、
　前記第１の周波数、前記第２の周波数、または前記第１の周波数と前記第２の周波数の
両方に対応する周波数間関連遅延に対して前記第１の測定に周波数間バイアス補償を適用
しないとの前記モバイルデバイスにおける決定に応答して、前記モバイルデバイスの前記
位置を決定するために前記第１の測定と第１の測定記述とをサーバに送るための手段と、
ここにおいて、前記第１の測定記述が、前記周波数間関連遅延に対して前記モバイルデバ
イスにおいて前記第１の測定が補償されていないことを示す、
を備えるモバイルデバイス。
【請求項４８】
　前記第１の周波数、前記第２の周波数、または前記第１の周波数と前記第２の周波数の
両方に対応する周波数間関連遅延に対して前記第１の測定に前記周波数間バイアス補償を
適用するとの前記モバイルデバイスにおける決定に応答して、補償された測定を生成する
ために前記第１の測定に前記周波数間バイアス補償を適用するための手段と、
　前記第１の測定に前記周波数間バイアス補償を適用するとの前記決定に応答して、前記
モバイルデバイスの前記位置を決定するために前記補償された測定と第２の測定記述とを
前記サーバに送るための手段と、ここにおいて、前記第２の測定記述が、前記周波数間関
連遅延に対して前記モバイルデバイスにおいて前記補償された測定が補償されていること
を示す、
をさらに備える、請求項４７に記載のモバイルデバイス。
【請求項４９】
　前記周波数間関連遅延に対して測定を前記サーバにおいて補償する能力を前記サーバが
含むかどうかを示すメッセージを前記サーバから受信するための手段と、
　前記周波数間関連遅延に対して前記サーバにおいて測定を補償する前記能力を前記サー
バが含まないことを示す前記メッセージに応答して、前記モバイルデバイスにおいて前記
第１の測定に前記周波数間バイアス補償を適用することを決定するための手段と、
　前記周波数間関連遅延に対して前記サーバにおいて測定を補償する前記能力を前記サー
バが含むことを示す前記メッセージに応答して、前記モバイルデバイスにおいて前記第１
の測定に前記周波数間バイアス補償を適用しないことを決定するための手段と
をさらに備える、請求項４８に記載のモバイルデバイス。
【請求項５０】
　ワイヤレス通信ネットワークにおけるモバイルデバイスの位置の決定を支援するための
サーバであって、
　前記モバイルデバイスによって決定された第１の測位信号と第２の測位信号との間の到
着時間差の第１の測定を取得するための手段と、前記第１の測位信号が第１の周波数で送
信されており、前記第２の測位信号が前記第１の周波数とは異なる第２の周波数で送信さ
れている、
　前記モバイルデバイスから測定記述を取得するための手段と、
　前記第１の周波数、前記第２の周波数、または前記第１の周波数と前記第２の周波数の
両方に対応する周波数間関連遅延に対する周波数間バイアス補償を、前記周波数間関連遅
延に対して前記モバイルデバイスによって前記第１の測定が補償されていないことを前記
測定記述が示すとの決定に応答して決定するための手段と、
　前記第１の測定が補償されていないことを前記測定記述が示すとの前記決定に応答して
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、補償された測定を生成するために前記第１の測定に前記周波数間バイアス補償を適用す
るための手段と、
　前記第１の測定が補償されていないことを前記測定記述が示すとの前記決定に応答して
、少なくとも部分的に、前記補償された測定に少なくとも部分的に基づいて前記モバイル
デバイスの前記位置を決定するための手段と
を備えるサーバ。
【請求項５１】
　前記周波数間関連遅延に対して測定を前記サーバにおいて補償する能力を前記サーバが
含むかどうかを示すメッセージを前記モバイルデバイスに送るための手段をさらに備える
、請求項５０に記載のサーバ。
【請求項５２】
　前記第１の周波数、前記第２の周波数、または前記第１の周波数と前記第２の周波数の
両方に対応する前記周波数間関連遅延に対して前記モバイルデバイスによって前記第１の
測定が補償されていることを前記測定記述が示すとの決定に応答して、少なくとも部分的
に、前記第１の測定に少なくとも部分的に基づいて前記モバイルデバイスの前記位置を決
定するための手段
をさらに備える、請求項５０に記載のサーバ。
【請求項５３】
　少なくとも部分的に、前記第１の測定に少なくとも部分的に基づいて前記モバイルデバ
イスの前記位置を決定するための前記手段は、
　前記第１の測定に対応する前記周波数間関連遅延に対する新しい周波数間バイアス補償
を決定するための手段と、
　補償されていない測定を生成するために、前記モバイルデバイスによって前記第１の測
定に適用された周波数間バイアス補償を無効にするための手段と、
　前記補償されていない測定に前記新しい周波数間バイアス補償を適用するための手段と
をさらに備える、請求項５２に記載のサーバ。
【請求項５４】
　前記モバイルデバイスから前記測定記述を取得するための前記手段は、
　前記モバイルデバイスからＬＴＥ測位プロトコル（ＬＰＰ）メッセージを受信するため
の手段
をさらに備える、請求項５０に記載のサーバ。
【請求項５５】
　ワイヤレス通信ネットワークにおけるモバイルデバイスの位置を決定する際に使用する
プログラムコードが記憶されている非一時的コンピュータ可読媒体であって、前記プログ
ラムコードは、
　第１の周波数で送信された第１の測位信号と前記第１の周波数とは異なる第２の周波数
で送信された第２の測位信号とを獲得することと、
　前記第１の測位信号と前記第２の測位信号との間の到着時間差の第１の測定を実行する
ことと、
　前記第１の周波数、前記第２の周波数、または前記第１の周波数と前記第２の周波数の
両方に対応する周波数間関連遅延に対して前記第１の測定に周波数間バイアス補償を適用
しないとの前記モバイルデバイスにおける決定に応答して、
　　前記モバイルデバイスの前記位置を決定するために前記第１の測定と第１の測定記述
とをサーバに送ることと、ここにおいて、前記第１の測定記述が、前記周波数間関連遅延
に対して前記モバイルデバイスにおいて前記第１の測定が補償されていないことを示す、
を行うための命令を備える、非一時的コンピュータ可読媒体。
【請求項５６】
　前記プログラムコードは、
　前記第１の周波数、前記第２の周波数、または前記第１の周波数と前記第２の周波数の
両方に対応する前記周波数間関連遅延に対して前記第１の測定に前記周波数間バイアス補
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償を適用するとの前記モバイルデバイスにおける決定に応答して、
　補償された測定を生成するために前記第１の測定に前記周波数間バイアス補償を適用す
ることと、
　前記モバイルデバイスの前記位置を決定するために前記補償された測定と第２の測定記
述とを前記サーバに送ることと、ここにおいて、前記第２の測定記述が、前記周波数間関
連遅延に対して前記モバイルデバイスにおいて前記補償された測定が補償されていること
を示す、
を行うための命令をさらに備える、請求項５５に記載の非一時的コンピュータ可読媒体。
【請求項５７】
　前記プログラムコードは、
　前記周波数間関連遅延に対して測定を前記サーバにおいて補償する能力を前記サーバが
含むかどうかを示すメッセージを前記サーバから受信することと、
　前記周波数間関連遅延に対して前記サーバにおいて測定を補償する前記能力を前記サー
バが含まないことを示す前記メッセージに応答して、前記モバイルデバイスにおいて前記
第１の測定に前記周波数間バイアス補償を適用することを決定することと、
　前記周波数間関連遅延に対して前記サーバにおいて測定を補償する前記能力を前記サー
バが含むことを示す前記メッセージに応答して、前記モバイルデバイスにおいて前記第１
の測定に前記周波数間バイアス補償を適用しないことを決定することと
を行うための命令をさらに備える、請求項５６に記載の非一時的コンピュータ可読媒体。
【請求項５８】
　ワイヤレス通信ネットワークにおけるモバイルデバイスの位置を決定する際に使用する
プログラムコードが記憶されている非一時的コンピュータ可読媒体であって、前記プログ
ラムコードは、
　サーバにおいて、前記モバイルデバイスによって決定された第１の測位信号と第２の測
位信号との間の到着時間差の第１の測定を取得することと、前記第１の測位信号が第１の
周波数で送信されており、前記第２の測位信号が前記第１の周波数とは異なる第２の周波
数で送信されている、
　前記サーバにおいて、前記モバイルデバイスから測定記述を取得することと、
　前記第１の周波数、前記第２の周波数、または前記第１の周波数と前記第２の周波数の
両方に対応する周波数間関連遅延に対して前記モバイルデバイスによって前記第１の測定
が補償されていないことを前記測定記述が示すとの決定に応答して、
　　前記第１の測定に対応する前記周波数間関連遅延に対する周波数間バイアス補償を決
定することと、
　　補償された測定を生成するために前記第１の測定に前記周波数間バイアス補償を適用
することと、
　　少なくとも部分的に、前記第１の測定に少なくとも部分的に基づいて前記モバイルデ
バイスの前記位置を決定することと
を行うための命令を備える、非一時的コンピュータ可読媒体。
【請求項５９】
　前記プログラムコードは、前記周波数間関連遅延に対して測定を前記サーバにおいて補
償する能力を前記サーバが含むかどうかを示すメッセージを前記モバイルデバイスに送る
ための命令をさらに備える、請求項５８に記載の非一時的コンピュータ可読媒体。
【請求項６０】
　前記プログラムコードは、
　前記第１の周波数、前記第２の周波数、または前記第１の周波数と前記第２の周波数の
両方に対応する前記周波数間関連遅延に対して前記モバイルデバイスによって前記第１の
測定が補償されていることを前記測定記述が示すとの決定に応答して、
　少なくとも部分的に、前記第１の測定に少なくとも部分的に基づいて前記モバイルデバ
イスの前記位置を決定する
ための命令をさらに備える、請求項５８に記載の非一時的コンピュータ可読媒体。
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【請求項６１】
　少なくとも部分的に、前記第１の測定に少なくとも部分的に基づいて前記モバイルデバ
イスの前記位置を決定するための前記命令は、
　前記第１の測定に対応する前記周波数間関連遅延に対する新しい周波数間バイアス補償
を決定することと、
　補償されていない測定を生成するために、前記モバイルデバイスによって前記第１の測
定に適用された周波数間バイアス補償を無効にすることと、
　前記補償されていない測定に前記新しい周波数間バイアス補償を適用することと
を行うための命令をさらに備える、請求項６０に記載の非一時的コンピュータ可読媒体。
【請求項６２】
　モバイルデバイスにおいて使用する方法であって、前記モバイルデバイスにおいて、
　第１の周波数で送信された第１の測位信号と前記第１の周波数とは異なる第２の周波数
で送信された第２の測位信号とを獲得することと、
　前記第１の測位信号と前記第２の測位信号との間の到着時間差の測定を実行することと
、
　前記測定と測定記述とをロケーションサーバに送ることと、ここにおいて、前記測定記
述が、前記第１の周波数、前記第２の周波数、または前記第１の周波数と前記第２の周波
数の両方に対応する周波数間関連遅延に対して前記モバイルデバイスにおいて前記測定が
補償されていないことを示す、
を備える方法。
【請求項６３】
　モバイルデバイスにおいて使用する方法であって、前記モバイルデバイスにおいて、
　第１の周波数で送信された第１の測位信号と前記第１の周波数とは異なる第２の周波数
で送信された第２の測位信号とを獲得することと、
　前記第１の測位信号と前記第２の測位信号との間の到着時間差の測定を実行することと
、
　補償された測定を生成するために前記測定に周波数間バイアス補償を適用することと、
前記周波数間バイアス補償が、前記第１の周波数、前記第２の周波数、または前記第１の
周波数と前記第２の周波数の両方に対応する周波数間関連遅延を減らす、
　前記補償された測定と測定記述とをロケーションサーバに送ることと、ここにおいて、
前記測定記述が、前記周波数間関連遅延に対して前記モバイルデバイスにおいて前記補償
された測定が補償されていることを示す、
を備える方法。
【請求項６４】
　モバイルデバイスにおいて使用する装置であって、
　第１の周波数で送信された第１の測位信号と前記第１の周波数とは異なる第２の周波数
で送信された第２の測位信号とを獲得するための手段と、
　前記第１の測位信号と前記第２の測位信号との間の到着時間差の測定を実行するための
手段と、
　前記測定と測定記述とをロケーションサーバに送るための手段と、ここにおいて、前記
測定記述が、前記第１の周波数、前記第２の周波数、または前記第１の周波数と前記第２
の周波数の両方に対応する周波数間関連遅延に対して前記モバイルデバイスにおいて前記
測定が補償されていないことを示す、
を備える装置。
【請求項６５】
　モバイルデバイスにおいて使用する装置であって、
　第１の周波数で送信された第１の測位信号と前記第１の周波数とは異なる第２の周波数
で送信された第２の測位信号とを獲得するための手段と、
　前記第１の測位信号と前記第２の測位信号との間の到着時間差の測定を実行するための
手段と、
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　補償された測定を生成するために前記測定に周波数間バイアス補償を適用するための手
段と、前記周波数間バイアス補償が、前記第１の周波数、前記第２の周波数、または前記
第１の周波数と前記第２の周波数の両方に対応する周波数間関連遅延を減らす、
　前記補償された測定と測定記述とをロケーションサーバに送るための手段と、ここにお
いて、前記測定記述が、前記周波数間関連遅延に対して前記モバイルデバイスにおいて前
記補償された測定が補償されていることを示す、
を備える装置。
【請求項６６】
　モバイルデバイスであって、
　プログラムコードを記憶するように適応されたメモリと、
　　第１の周波数で送信された第１の測位信号と前記第１の周波数とは異なる第２の周波
数で送信された第２の測位信号とを獲得することと、
　　前記第１の測位信号と前記第２の測位信号との間の到着時間差の測定を実行すること
と、
　　前記測定と測定記述とをロケーションサーバに送ることと、ここにおいて、前記測定
記述が、前記第１の周波数、前記第２の周波数、または前記第１の周波数と前記第２の周
波数の両方に対応する周波数間関連遅延に対して前記モバイルデバイスにおいて前記測定
が補償されていないことを示す、
　を行うよう前記モバイルデバイスに指示するための前記プログラムコードに含まれる命
令にアクセスし、前記命令を実行するために前記メモリに結合された処理ユニットと
を備えるモバイルデバイス。
【請求項６７】
　モバイルデバイスにおいて使用する装置であって、
　プログラムコードを記憶するように適応されたメモリと、
　　第１の周波数で送信された第１の測位信号と前記第１の周波数とは異なる第２の周波
数で送信された第２の測位信号とを獲得することと、
　　前記第１の測位信号と前記第２の測位信号との間の到着時間差の測定を実行すること
と、
　　補償された測定を生成するために前記測定に周波数間バイアス補償を適用することと
、前記周波数間バイアス補償が、前記第１の周波数、前記第２の周波数、または前記第１
の周波数と前記第２の周波数の両方に対応する周波数間関連遅延を減らす、
　　前記補償された測定と測定記述とをロケーションサーバに送ることと、ここにおいて
、前記測定記述が、前記周波数間関連遅延に対して前記モバイルデバイスにおいて前記補
償された測定が補償されていることを示す、
　を行うよう前記モバイルデバイスに指示するための前記プログラムコードに含まれる命
令にアクセスし、前記命令を実行するために前記メモリに結合された処理ユニットと
を備える装置。
【請求項６８】
　ワイヤレス通信ネットワークにおけるモバイルデバイスの位置を決定する際に使用する
プログラムコードが記憶されている非一時的コンピュータ可読媒体であって、前記プログ
ラムコードは、
　第１の周波数で送信された第１の測位信号と前記第１の周波数とは異なる第２の周波数
で送信された第２の測位信号とを獲得することと、
　前記第１の測位信号と前記第２の測位信号との間の到着時間差の測定を実行することと
、
　前記測定と測定記述とをロケーションサーバに送ることと、ここにおいて、前記測定記
述が、前記第１の周波数、前記第２の周波数、または前記第１の周波数と前記第２の周波
数の両方に対応する周波数間関連遅延に対して前記モバイルデバイスにおいて前記測定が
補償されていないことを示す、
を行うための命令を備える、非一時的コンピュータ可読媒体。
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【請求項６９】
　ワイヤレス通信ネットワークにおけるモバイルデバイスの位置を決定する際に使用する
プログラムコードが記憶されている非一時的コンピュータ可読媒体であって、前記プログ
ラムコードは、
　第１の周波数で送信された第１の測位信号と前記第１の周波数とは異なる第２の周波数
で送信された第２の測位信号とを獲得することと、
　前記第１の測位信号と前記第２の測位信号との間の到着時間差の測定を実行することと
、
　補償された測定を生成するために前記測定に周波数間バイアス補償を適用することと、
前記周波数間バイアス補償が、前記第１の周波数、前記第２の周波数、または前記第１の
周波数と前記第２の周波数の両方に対応する周波数間関連遅延を減らす、
　前記補償された測定と測定記述とをロケーションサーバに送ることと、ここにおいて、
前記測定記述が、前記周波数間関連遅延に対して前記モバイルデバイスにおいて前記補償
された測定が補償されていることを示す、
を行うための命令を備える、非一時的コンピュータ可読媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
関連出願の相互参照
　[0001]本特許出願は、本出願の譲受人に譲渡され、その全体が参照により本明細書に明
確に組み込まれる、２０１５年２月６日に出願された「ＩＮＴＥＲ－ＦＲＥＱＵＥＮＣＹ
　ＢＩＡＳ　ＣＯＭＰＥＮＳＡＴＩＯＮ　ＦＯＲ　ＴＩＭＥ　ＤＩＦＦＥＲＥＮＣＥ　Ｍ
ＥＡＳＵＲＥＭＥＮＴＳ　ＩＮ　ＰＯＳＩＴＩＯＮ　ＤＥＴＥＲＭＩＮＡＴＩＯＮＳ」と
題する米国仮出願第６２／１１３，０５２号の利益を主張する。
【０００２】
　[0002]本開示は、一般に、モバイル通信に関し、具体的には、限定はしないが、少なく
とも部分的に、ワイヤレスモバイルデバイスの位置を決定することに関する。
【背景技術】
【０００３】
　[0003]たとえば、セルラー電話などのモバイルデバイス（デバイス）の位置は、様々な
システムから収集された情報に基づいて推定され得る。１つのそのようなシステムは全地
球測位システム（ＧＰＳ）を含むことができ、ＧＰＳは衛星測位システム（ＳＰＳ）の一
例である。ＧＰＳなどのＳＰＳシステムは、地球の周りを回っているいくつかの宇宙ビー
クル（ＳＶ）を含み得る。モバイルデバイスの位置を推定するための土台を提供し得るシ
ステムの別の例は、いくつかのモバイルデバイスのために通信をサポートするいくつかの
基地局を含むセルラー通信システムである。
【０００４】
　[0004]モバイルデバイスに関する位置「フィックス（fix）」と呼ばれることもある位
置推定値が、たとえば、モバイルデバイスから１つまたは複数の送信機までの距離または
レンジに少なくとも部分的に基づいて、また１つまたは複数の送信機のロケーションに少
なくとも部分的に基づいて取得され得る。そのような送信機は、たとえば、ＳＰＳの場合
のＳＶおよび／またはセルラー通信システムの場合の地上基地局を備え得る。送信機まで
のレンジは、送信機によって送信されモバイルデバイスによって受信された、および／ま
たはその逆の、１つまたは複数の信号に基づき得る。送信機のロケーションは、少なくと
もいくつかの例示的な実装形態では、送信機から受信された１つまたは複数の信号から確
認され得る送信機の識別情報に基づいて確認され得る。
【０００５】
　[0005]いくつかの符号分割多元接続（ＣＤＭＡ）デジタルセルラーネットワークでは、
位置ロケーション能力がアドバンストフォワードリンクトリラテラレーション（ＡＦＬＴ
）技法を適用することがある。いくつかの例示的な広帯域符号分割多元接続（ＷＣＤＭＡ
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（登録商標））およびロングタームエボリューション（ＬＴＥ（登録商標））ネットワー
クでは、位置ロケーション能力が観測到着時間差（ＯＴＤＯＡ）技法を適用することがあ
る。
【０００６】
　[0006]例として、ＬＴＥ　ＯＴＤＯＡ測位技術は、ＯＴＤＯＡを決定するために近隣セ
ルから受信された測位信号に関する到着時間差（ＴＯＡ）を決定する（たとえば、測定す
る、計算する、推定するなど）ために測位基準信号（ＰＲＳ）を使用し得る。サービング
セルおよびネイバーセルからのＰＲＳ信号を測定することを可能にするために、モバイル
デバイスがＯＴＤＯＡシステムサーバに支援データ要求を送ることがある。そのようなサ
ーバは、次いで、たとえば、一組のセル情報（たとえば、基地局アルマナック（ＢＳＡ）
およびタイミング情報）を示す場合がある特定の支援データをモバイルデバイスに送り得
る。この例では、そのような例示的な支援データによってモバイルデバイスに提供された
情報の少なくとも一部分は、どのＰＲＳ（セル、トランシーバなど）をＴＯＡ測定に使用
しようと試みるべきかをモバイルデバイスが識別するのを助けることができる。留意すべ
きこととして、モバイルデバイス、ユーザ機器（ＵＥ）、および移動局（ＭＳ）という用
語は、本明細書では互換的に使用され、別段に規定されていない限り、本明細書で提供さ
れる例示的な技法および／またはシステムに参加し得る任意のタイプの電子デバイスをカ
バーするものである。
【０００７】
　[0007]いくつかの事例では、ＯＴＤＯＡ測定が基準信号時間差（ＲＳＴＤ）を備え得る
。ＲＳＴＤは、たとえば、２つのセル（たとえば、基準セルおよびネイバーセル）の間の
、２つの異なるセルから受信された２つのサブフレーム境界の間の最小時間差として計算
された相対タイミング差を示し得る。ＰＲＳ信号は、それらのそれぞれのセルによって（
本明細書では周波数内と呼ばれる）同じ搬送波周波数で送信され得る。他の事例では、Ｐ
ＲＳ信号は、（本明細書では周波数間（intra-frequency）と呼ばれる）異なる搬送波周
波数で送信され得る。したがって、「周波数内」ＰＲＳ信号と「周波数間」ＰＲＳ信号の
両方に関してＲＳＴＤ測定が計算され得る。
【０００８】
　[0008]そのようなＴＯＡベースの測定は、モバイルデバイスのアンテナと送信側基地局
のアンテナとの間の幾何学的距離に関係し得る。だが、いくつかの事例では、測位信号の
周波数成分が、たとえば、増幅器などのデバイス中の回路によって処理されている間、電
波などの媒体を通じて伝搬している間などに、（本明細書では群遅延（group delay）と
呼ばれる）時間遅延に遭遇することがある。周波数内測定を実行しているときには、同じ
周波数で送信された各信号の群遅延が同じであることがあり、したがって容易に割り引か
れることがある。だが、周波数間測定を実行しているときには、測位信号の異なる周波数
が遭遇する異なる遅延に対して何らかの方法で補償することなしには、正確な測位は達成
困難なことがある。
【０００９】
　[0009]いくつかのシステムは、特定のモバイルデバイスがサポートする搬送波周波数に
関する様々な周波数間バイアス補償値を含み得る静的なルックアップテーブルをモバイル
デバイスに含めることによって、周波数間補償を実現しようと試みることがある。だが、
いくつかの周波数が遭遇する群遅延は、たとえば、温度などの変化する環境要因に部分的
に起因して、時間とともに変わることがある。したがって、時には不正確なバイアス補償
が適用されることがあり、これは、そのような周波数間測定の正確性と、場合によっては
モバイルデバイスに関する対応する位置フィックスの正確性とを低下させ得る。
【発明の概要】
【００１０】
　[0010]以下で、本明細書で開示される１つまたは複数の態様および／または実施形態に
関する簡略化された概要を提示する。したがって、以下の概要は、すべての企図された態
様および／または実施形態に関する広範な概要と見なされるべきではなく、また、以下の
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概要は、すべての企図された態様および／または実施形態に関する主要または重要な要素
を識別するもの、あるいは特定の態様および／または実施形態に関連する範囲を定めるも
のと見なされるべきではない。したがって、以下の概要の唯一の目的は、以下で提示され
る発明を実施するための形態に先行して、簡略化された形で本明細書で開示される機構に
関する１つまたは複数の態様および／または実施形態に関するいくつかの概念を提示する
ことである。
【００１１】
　[0011]本開示の態様は、周波数間測位信号ＴＯＡ測定に基づいてモバイルデバイスの位
置を支援またはさもなければ決定するための方法と、装置と、モバイルデバイスと、サー
バと、非一時的コンピュータ可読媒体とを含む。
【００１２】
　[0012]たとえば、一態様によれば、ワイヤレス通信ネットワークにおけるモバイルデバ
イスの位置を決定する際に使用する方法が、モバイルデバイスによって、第１の周波数で
送信された第１の測位信号と第１の周波数とは異なる第２の周波数で送信された第２の測
位信号とを獲得することを含む。モバイルデバイスは、第１の測位信号と第２の測位信号
との間の到着時間差の第１の測定を実行する。第１の周波数、第２の周波数、または第１
の周波数と第２の周波数の両方に対応する周波数間関連遅延（inter-frequency related 
delays）に対して第１の測定に周波数間バイアス補償を適用しないとの決定に応答して、
モバイルデバイスは、モバイルデバイスの位置を決定するために第１の測定と第１の測定
記述とをサーバに送る。第１の測定記述は、周波数間関連遅延に対して第１の測定が補償
されていないことを示す。
【００１３】
　[0013]別の態様によれば、コンピューティングプラットフォームを有するサーバにおい
て使用する方法が、モバイルデバイスによって決定された第１の測位信号と第２の測位信
号との間の到着時間差の第１の測定を取得することを含み、第１の測位信号が第１の周波
数で送信されており、第２の測位信号が第１の周波数とは異なる第２の周波数で送信され
ている。本方法はまた、モバイルデバイスから測定記述を取得することを含む。次いで、
第１の周波数、第２の周波数、または第１の周波数と第２の周波数の両方に対応する周波
数間関連遅延に対してモバイルデバイスによって第１の測定が補償されていないことを測
定記述が示すとの決定に応答して、コンピューティングプラットフォームは、第１の測定
に対応する周波数間関連遅延に対する周波数間バイアス補償を決定し、補償された測定を
生成するために第１の測定に周波数間バイアス補償を適用し、少なくとも部分的に、補償
された測定に少なくとも部分的に基づいてモバイルデバイスの位置を決定する。
【００１４】
　[0014]また別の態様によれば、ワイヤレス通信ネットワークにおけるモバイルデバイス
の位置の決定を支援するためのモバイルデバイスが、プログラムコードを記憶するように
適応されたメモリと、プログラムコードに含まれる命令にアクセスし、命令を実行するた
めにメモリに結合された処理ユニットとを含む。命令は、第１の周波数で送信された第１
の測位信号と第１の周波数とは異なる第２の周波数で送信された第２の測位信号とを獲得
することと、第１の測位信号と第２の測位信号との間の到着時間差の第１の測定を実行す
ることとを行うように構成される。命令は、第１の周波数、第２の周波数、または第１の
周波数と第２の周波数の両方に対応する周波数間関連遅延に対して第１の測定に周波数間
バイアス補償を適用しないとのモバイルデバイスにおける決定に応答して、モバイルデバ
イスの位置を決定するために第１の測定と第１の測定記述とをサーバに送るようにさらに
構成される。第１の測定記述は、周波数間関連遅延に対してモバイルデバイスにおいて第
１の測定が補償されていないことを示す。
【００１５】
　[0015]別の態様では、ワイヤレス通信ネットワークにおけるモバイルデバイスの位置の
決定を支援するためのサーバが、プログラムコードを記憶するように適応されたメモリと
、プログラムコードに含まれる命令にアクセスし、命令を実行するためにメモリに結合さ
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れた処理ユニットとを含む。命令は、測定記述と、モバイルデバイスによって決定された
第１の測位信号と第２の測位信号との間の到着時間差の第１の測定とを取得するようロケ
ーションサーバに指示するように構成され、第１の測位信号が第１の周波数で送信されて
おり、第２の測位信号が第１の周波数とは異なる第２の周波数で送信されている。命令は
、第１の周波数、第２の周波数、または第１の周波数と第２の周波数の両方に対応する周
波数間関連遅延に対してモバイルデバイスによって第１の測定が補償されていないことを
測定記述が示すとの決定に応答して、（ｉ）第１の測定に対応する周波数間関連遅延に対
する周波数間バイアス補償を決定することと、（ｉｉ）補償された測定を生成するために
第１の測定に周波数間バイアス補償を適用することと、（ｉｉｉ）少なくとも部分的に、
補償された測定に少なくとも部分的に基づいてモバイルデバイスの位置を決定することと
を行うようロケーションサーバに指示するようにさらに構成される。
【００１６】
　[0016]また別の態様では、ワイヤレス通信ネットワークにおけるモバイルデバイスの位
置の決定を支援するためのモバイルデバイスが、第１の周波数で送信された第１の測位信
号と第１の周波数とは異なる第２の周波数で送信された第２の測位信号とを獲得するため
の手段と、第１の測位信号と第２の測位信号との間の到着時間差の第１の測定を実行する
ための手段と、第１の周波数、第２の周波数、または第１の周波数と第２の周波数の両方
に対応する周波数間関連遅延に対して第１の測定に周波数間バイアス補償を適用しないと
のモバイルデバイスにおける決定に応答して、モバイルデバイスの位置を決定するために
第１の測定と第１の測定記述とをサーバに送るための手段とを含む。第１の測定記述は、
周波数間関連遅延に対してモバイルデバイスにおいて第１の測定が補償されていないこと
を示す。
【００１７】
　[0017]別の態様では、ワイヤレス通信ネットワークにおけるモバイルデバイスの位置の
決定を支援するためのサーバが、モバイルデバイスによって決定された第１の測位信号と
第２の測位信号との間の到着時間差の第１の測定を取得するための手段と、第１の測位信
号が第１の周波数で送信されており、第２の測位信号が第１の周波数とは異なる第２の周
波数で送信されている、モバイルデバイスから測定記述を取得するための手段と、第１の
周波数、第２の周波数、または第１の周波数と第２の周波数の両方に対応する周波数間関
連遅延に対する周波数間バイアス補償を、周波数間関連遅延に対してモバイルデバイスに
よって第１の測定が補償されていないことを測定記述が示すとの決定に応答して決定する
ための手段と、第１の測定が補償されていないことを測定記述が示すとの決定に応答して
、補償された測定を生成するために第１の測定に周波数間バイアス補償を適用するための
手段と、第１の測定が補償されていないことを測定記述が示すとの決定に応答して、少な
くとも部分的に、補償された測定に少なくとも部分的に基づいてモバイルデバイスの位置
を決定するための手段とを含む。
【００１８】
　[0018]別の態様は、ワイヤレス通信ネットワークにおけるモバイルデバイスの位置を決
定する際に使用するプログラムコードが記憶されている非一時的コンピュータ可読媒体を
含む。プログラムコードは、第１の周波数で送信された第１の測位信号と第１の周波数と
は異なる第２の周波数で送信された第２の測位信号とを獲得することと、第１の測位信号
と第２の測位信号との間の到着時間差の第１の測定を実行することとを行うための命令を
含む。プログラムコードは、第１の周波数、第２の周波数、または第１の周波数と第２の
周波数の両方に対応する周波数間関連遅延に対して第１の測定に周波数間バイアス補償を
適用しないとのモバイルデバイスにおける決定に応答して、モバイルデバイスの位置を決
定するために第１の測定と第１の測定記述とをサーバに送るための命令をさらに含み、第
１の測定記述が、周波数間関連遅延に対してモバイルデバイスにおいて第１の測定が補償
されていないことを示す。
【００１９】
　[0019]また別の態様では、非一時的コンピュータ可読媒体が、ワイヤレス通信ネットワ
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ークにおけるモバイルデバイスの位置を決定する際に使用するプログラムコードが記憶さ
れている。プログラムコードは、サーバにおいて、モバイルデバイスによって決定された
第１の測位信号と第２の測位信号との間の到着時間差の第１の測定を取得するための命令
を含み、第１の測位信号が第１の周波数で送信されており、第２の測位信号が第１の周波
数とは異なる第２の周波数で送信されている。プログラムコードは、サーバにおいて、モ
バイルデバイスから測定記述を取得することと、第１の周波数、第２の周波数、または第
１の周波数と第２の周波数の両方に対応する周波数間関連遅延に対してモバイルデバイス
によって第１の測定が補償されていないことを測定記述が示すとの決定に応答して、（ｉ
）第１の測定に対応する周波数間関連遅延に対する周波数間バイアス補償を決定すること
と、（ｉｉ）補償された測定を生成するために第１の測定に周波数間バイアス補償を適す
ることと、（ｉｉｉ）少なくとも部分的に、補償された測定に少なくとも部分的に基づい
てモバイルデバイスの位置を決定することとを行うための命令をさらに含む。
【００２０】
　[0020]さらに別の態様では、モバイルデバイスにおいて、第１の周波数で送信された第
１の測位信号と第１の周波数とは異なる第２の周波数で送信された第２の測位信号とを獲
得することと、第１の測位信号と第２の測位信号との間の到着時間差の測定を実行するこ
とと、測定と測定記述とをロケーションサーバに送ることと、ここにおいて、測定記述が
、第１の周波数、第２の周波数、または第１の周波数と第２の周波数の両方に対応する周
波数間関連遅延に対してモバイルデバイスにおいて測定が補償されていないことを示す、
を備える、モバイルデバイスにおいて使用する方法が提供され得る。
【００２１】
　[0021]また別の態様では、モバイルデバイスにおいて、第１の周波数で送信された第１
の測位信号と第１の周波数とは異なる第２の周波数で送信された第２の測位信号とを獲得
することと、第１の測位信号と第２の測位信号との間の到着時間差の測定を実行すること
と、補償された測定を生成するために測定に周波数間バイアス補償を適用することと、周
波数間バイアス補償が、第１の周波数、第２の周波数、または第１の周波数と第２の周波
数の両方に対応する周波数間関連遅延を減らす、補償された測定と測定記述とをロケーシ
ョンサーバに送ることと、ここにおいて、測定記述が、周波数間関連遅延に対してモバイ
ルデバイスにおいて補償された測定が補償されていることを示す、を備える、モバイルデ
バイスにおいて使用する方法が提供され得る。
【００２２】
　[0022]いくつかのさらなる態様では、第１の周波数で送信された第１の測位信号と第１
の周波数とは異なる第２の周波数で送信された第２の測位信号とを獲得するための手段と
、第１の測位信号と第２の測位信号との間の到着時間差の測定を実行するための手段と、
測定と測定記述とをロケーションサーバに送るための手段と、ここにおいて、測定記述が
、第１の周波数、第２の周波数、または第１の周波数と第２の周波数の両方に対応する周
波数間関連遅延に対してモバイルデバイスにおいて測定が補償されていないことを示す、
を備える、モバイルデバイスにおいて使用する装置が提供され得る。
【００２３】
　[0023]いくつかのさらなる態様では、第１の周波数で送信された第１の測位信号と第１
の周波数とは異なる第２の周波数で送信された第２の測位信号とを獲得するための手段と
、第１の測位信号と第２の測位信号との間の到着時間差の測定を実行するための手段と、
補償された測定を生成するために測定に周波数間バイアス補償を適用するための手段と、
周波数間バイアス補償が、第１の周波数、第２の周波数、または第１の周波数と第２の周
波数の両方に対応する周波数間関連遅延を減らす、補償された測定と測定記述とをロケー
ションサーバに送るための手段と、ここにおいて、測定記述が、周波数間関連遅延に対し
てモバイルデバイスにおいて補償された測定が補償されていることを示す、を備える、モ
バイルデバイスにおいて使用する装置が提供され得る。
【００２４】
　[0024]いくつかの他の態様では、プログラムコードを記憶するように適応されたメモリ



(18) JP 2018-510331 A 2018.4.12

10

20

30

40

50

と、第１の周波数で送信された第１の測位信号と第１の周波数とは異なる第２の周波数で
送信された第２の測位信号とを獲得することと、第１の測位信号と第２の測位信号との間
の到着時間差の測定を実行することと、測定と測定記述とをロケーションサーバに送るこ
とと、ここにおいて、測定記述が、第１の周波数、第２の周波数、または第１の周波数と
第２の周波数の両方に対応する周波数間関連遅延に対してモバイルデバイスにおいて測定
が補償されていないことを示す、を行うようモバイルデバイスに指示するためにプログラ
ムコードに含まれる命令にアクセスし、命令を実行するためにメモリに結合された処理ユ
ニットとを備えるモバイルデバイスが提供され得る。
【００２５】
　[0025]いくつかの他の態様では、プログラムコードを記憶するように適応されたメモリ
と、第１の周波数で送信された第１の測位信号と第１の周波数とは異なる第２の周波数で
送信された第２の測位信号とを獲得することと、第１の測位信号と第２の測位信号との間
の到着時間差の測定を実行することと、補償された測定を生成するために測定に周波数間
バイアス補償を適用することと、周波数間バイアス補償が、第１の周波数、第２の周波数
、または第１の周波数と第２の周波数の両方に対応する周波数間関連遅延を減らす、補償
された測定と測定記述とをロケーションサーバに送ることと、ここにおいて、測定記述が
、周波数間関連遅延に対してモバイルデバイスにおいて補償された測定が補償されている
ことを示す、を行うようモバイルデバイスに指示するためにプログラムコードに含まれる
命令にアクセスし、命令を実行するためにメモリに結合された処理ユニットとを備えるモ
バイルデバイスが提供され得る。
【００２６】
　[0026]さらに他の態様では、ワイヤレス通信ネットワークにおけるモバイルデバイスの
位置を決定する際に使用するプログラムコードが記憶されている非一時的コンピュータ可
読媒体が提供されてよく、プログラムコードは、第１の周波数で送信された第１の測位信
号と第１の周波数とは異なる第２の周波数で送信された第２の測位信号とを獲得すること
と、第１の測位信号と第２の測位信号との間の到着時間差の測定を実行することと、測定
と測定記述とをロケーションサーバに送ることと、ここにおいて、測定記述が、第１の周
波数、第２の周波数、または第１の周波数と第２の周波数の両方に対応する周波数間関連
遅延に対してモバイルデバイスにおいて測定が補償されていないことを示す、を行うため
の命令を備える。
【００２７】
　[0027]いくつかの他の態様では、ワイヤレス通信ネットワークにおけるモバイルデバイ
スの位置を決定する際に使用するプログラムコードが記憶されている非一時的コンピュー
タ可読媒体が提供されてよく、プログラムコードは、第１の周波数で送信された第１の測
位信号と第１の周波数とは異なる第２の周波数で送信された第２の測位信号とを獲得する
ことと、第１の測位信号と第２の測位信号との間の到着時間差の測定を実行することと、
補償された測定を生成するために測定に周波数間バイアス補償を適用することと、周波数
間バイアス補償が、第１の周波数、第２の周波数、または第１の周波数と第２の周波数の
両方に対応する周波数間関連遅延を減らす、補償された測定と測定記述とをロケーション
サーバに送ることと、ここにおいて、測定記述が、周波数間関連遅延に対してモバイルデ
バイスにおいて補償された測定が補償されていることを示す、を行うための命令を備える
。
【００２８】
　[0028]本明細書で開示される態様および実施形態に関連する他の目的および利点は、添
付の図面および発明を実施するための形態に基づいて当業者には明らかであろう。
【００２９】
　[0029]添付の図面は、様々な例示的な実施形態の説明を助けるために提示され、実施形
態の限定ではなく、それの例示のみのために与えられるものである。
【図面の簡単な説明】
【００３０】
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【図１】[0030]例示的な実装形態による、例示的なワイヤレス通信ネットワークの機能ブ
ロック図。
【図２】[0031]例示的な実装形態による、周波数間測位信号の到着時間差の測定を実行す
る例示的なモバイルデバイスの機能ブロック図。
【図３】[0032]例示的な実装形態による、モバイルデバイスの位置を決定する、モバイル
デバイスによる例示的なプロセスを示すフローチャート。
【図４】[0033]例示的な実装形態による、モバイルデバイスにおいて周波数間バイアス補
償を適用するかどうかを決定する例示的なプロセスを示すフローチャート。
【図５】[0034]例示的な実装形態による、モバイルデバイスの位置を決定する、サーバに
よる例示的なプロセスを示すフローチャート。
【図６】[0035]例示的な実装形態による、サーバによって新しい周波数間バイアス補償を
決定することを含むモバイルデバイスの位置を決定する、サーバによる例示的なプロセス
を示すフローチャート。
【図７】[0036]例示的な実装形態による、モバイルデバイスの位置を決定する際に使用す
る例示的なメッセージフローを示す図。
【図８】[0037]例示的な実装形態による、例示的なモバイルデバイスのいくつかの特徴を
示す機能ブロック図。
【図９】[0038]例示的な実装形態による、例示的なサーバまたは他の同様のコンピューテ
ィングプラットフォーム／デバイスのいくつかの特徴を示す機能ブロック図。
【図１０】[0039]例示的な実装形態による、モバイルデバイスの位置を決定するモバイル
デバイスにおいて使用する例示的なプロセスを示すフローチャート。
【図１１】[0040]例示的な実装形態による、モバイルデバイスの位置を決定するモバイル
デバイスにおいて使用する別の例示的なプロセスを示すフローチャート。
【発明を実施するための形態】
【００３１】
　[0041]様々な態様は、いくつかの例示的な実施形態を対象とする以下の説明および関連
する図面に開示される。本開示の範囲から逸脱することなく、代替実施形態が考案され得
る。さらに、周知の要素は、本明細書で提示される例示的な技法の関連する詳細を不明瞭
にしないように、詳細には説明されないことがあるか、または省略される。
【００３２】
　[0042]「例示的」という単語は、本明細書では「例、事例、または例示の働きをするこ
と」を意味するために使用される。本明細書で「例示的」と記載されたいかなる実施形態
も、必ずしも他の実施形態よりも好ましいまたは有利であると解釈されるべきではない。
さらに、「実施形態」および「実装形態」という互換性のある用語は、すべての実施形態
／実装形態が述べられた特徴、利点、動作モードなどを含むことを必要としない。
【００３３】
　[0043]本明細書で使用される用語は、特定の実施形態について説明するためのものにす
ぎず、実施形態を限定するものではない。本明細書で使用される単数形「ａ」、「ａｎ」
および「ｔｈｅ」は、文脈が別段に明確に示さない限り、複数形をも含むものとする。本
明細書で使用される場合、「備える（comprises）」、「備えている（comprising）」、
「含む（includes）」、および／または「含んでいる（including）」という用語は、述
べられた特徴、整数、ステップ、動作、要素、および／または構成要素の存在を明示する
が、１つまたは複数の他の特徴、整数、ステップ、動作、要素、構成要素、および／また
はそれらのグループの存在または追加を排除しないことがさらに理解されよう。
【００３４】
　[0044]さらに、多くの実施形態が、たとえば、コンピューティングデバイスの要素によ
って実行されるべき一連のアクションに関して説明される。本明細書で説明される様々な
アクションは、特定の回路（たとえば、特定用途向け集積回路（ＡＳＩＣ））によって、
１つもしくは複数のプロセッサによって実行されるプログラム命令によって、または両方
の組合せによって実行され得ることが認識されよう。加えて、本明細書で説明されるこれ
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らの一連のアクションは、実行時に、関連付けられるプロセッサに本明細書で説明される
機能を実行させる、コンピュータ命令の対応するセットを記憶した任意の形態のコンピュ
ータ可読記憶媒体内で全体として具現化されると考えられ得る。したがって、本明細書で
提示される様々な態様は、すべてが特許請求される主題の範囲内に入ることが企図されて
いるいくつかの異なる形態で具現化され得る。
【００３５】
　[0045]本明細書での説明の多くは、ワイヤレス通信システムがセルラー通信システムを
備える例に向けられているが、本明細書で提示される技法は、１つまたは複数の他のワイ
ヤレス通信システム内において様々な方法で適用され得ることを理解されたい。したがっ
て、たとえば、本明細書で提示される技法は、既知のロケーションまたは発見可能なロケ
ーションからいくつかの適用可能なタイプの位置信号を送信するデバイス（たとえば、ア
クセスポイントデバイス、専用ビーコン送信機など）を有するワイヤレスネットワークに
適用またはさもなければ適応され得る。「ネットワーク」および「システム」という用語
も、たとえば、ワイヤレス通信システムおよびワイヤレス通信ネットワークの場合のよう
に、同じ態様を表すために本明細書では互換的に使用され得る。
【００３６】
　[0046]図１は、１つまたは複数の例示的な実施形態による、例示的なワイヤレス通信ネ
ットワーク１３０を示す。図示のように、ワイヤレス通信ネットワーク１３０は、セル（
たとえば、セル１４２－１から１４２－１０）のネットワークと、ネットワーク１３４と
、（たとえば、１つまたは複数のコンピューティングプラットフォームの全部または一部
を表す）サーバ１４６と、１つまたは複数のモバイルデバイス１３６とを含む。セル（た
とえば、セル１４２－１から１４２－１０）は、たとえば、この例示のために、ネットワ
ーク１３４の雲のイメージによって全体的または部分的に表され得る、ワイヤレス通信ネ
ットワーク１３０に関連するサービスおよびデバイス、場合によっては１つもしくは複数
の外部ネットワーク、たとえば、公衆交換電話網（ＰＳＴＮ）、インターネット、イント
ラネットなど、特定のコンピューティングプラットフォームもしくは他の同様のデバイス
、またはそれらの何らかの組合せにモバイルデバイス１３６がアクセスできるように構成
され得る。
【００３７】
　[0047]各セル（たとえば、セル１４２－１から１４２－１０）は、少なくとも１つの基
地局（たとえば、基地局１４０－１から１４０－１０）または他の同様のトランシーバ構
成のアクセスデバイスを含み得る。基地局（たとえば、基地局１４０－１から１４０－１
０）は、ワイヤレス通信ネットワーク１３０によってサービスされる広い地理的エリアに
わたって地理的に分散されていることがある。基地局（たとえば、基地局１４０－１から
１４０－１０）は、セル（たとえば、セル１４２－１から１４２－１０）と呼ばれる、そ
の地理的エリアの１つまたは複数のそれぞれの部分にワイヤレスカバレージを提供し得る
。このため、モバイルデバイス１３６は、セル（たとえば、セル１４２－１から１４２－
１０）内またはセル間で移動することができ、所与の位置において１つまたは複数の基地
局（たとえば、基地局１４０－１から１４０－１０）と通信し得る。
【００３８】
　[0048]異なるセル（たとえば、セル１４２－１から１４２－１０）は、たとえば、それ
らのセルにサービスする基地局（たとえば、基地局１４０－１から１４０－１０）によっ
て利用される最大送信電力に応じて、異なる名目サイズ／形状を有し得る。たとえば、基
地局１４０－１は、比較的大きい最大送信電力を有することができ、相応して、比較的大
きいセル１４２－１内でモバイルデバイス１３６にサービスする一方、基地局１４０－８
は、比較的小さい最大送信電力を有することができ、相応して、比較的小さいセル１４２
－８内でモバイルデバイス１３６にサービスする。一般に、異なる既定の最大送信電力を
有する（また、それによって異なる名目サイズのセルにサービスする）異なる基地局は、
異なる基地局クラス（たとえば、マクロ基地局クラス、マイクロ基地局クラス、ピコ基地
局クラス、フェムト基地局クラスなど）に属する。
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【００３９】
　[0049]異なる基地局は、異なる搬送波周波数で動作し得る。たとえば、比較的大きいセ
ルにサービスする基地局は、一定の搬送波周波数Ｆ１で（たとえば、２ＧＨｚで）動作す
ることができ、比較的小さいセルにサービスする基地局は、搬送波周波数Ｆ１とは異なる
搬送波周波数Ｆ２で（たとえば、３．５ＧＨｚで）動作することができる。大きいセル（
たとえば、マクロセル）および小さいセル（たとえば、マイクロセル、ピコセルなどのセ
ル）を有するそのような展開は、しばしば異種ネットワーク（ＨｅｔＮｅｔ）と呼ばれる
。マクロセル層および小さいセル層に異なる搬送波周波数を使用することは、ネットワー
ク計画を簡素化し、セル間干渉を減らす。たとえば、それは、小さいセル層がマクロセル
層に干渉するのを回避し得る。
【００４０】
　[0050]図１に示されているように、モバイルデバイス１３６は、その現在の図示の位置
で、モバイルデバイス１３６が（たとえば、電話をする、様々なサービス／ネットワーク
にアクセスするなどのために）基地局１４０－４とデータを交換するように現在構成され
得るという意味で、基地局１４０－４によってサービスされ得る。したがって、基地局１
４０－４は、（サービングセル周波数と呼ばれる）特定の周波数で、（サービングセル帯
域幅として知られている）特定の帯域幅でモバイルデバイス１３６にデータを送信し得る
。したがって、この例では、モバイルデバイス１３６の観点からすると、基地局１４０－
４はサービング基地局と呼ばれることがあり、セル１４２－４はサービングセルである。
サービングセル１４２－４に地理的に隣接すること、またはサービングセル１４２－４と
部分的に一致することがある他のセルは、近隣セルと呼ばれ得る。この例では、図１に示
されるすべてのセルは、場合によってはセル１４２－１および１４２－５を除いて、セル
１４２－４の近隣セルであり得る。
【００４１】
　[0051]セル（たとえば、セル１４２－１から１４２－１０）の各々は（それぞれの基地
局を介して）、測位信号（たとえば、測位信号１４４－２、１４４－３、１４４－４、１
４４－６、および１４４－７）を周期的に送信し得る。測位信号は、たとえば、その信号
を送信しているセルと、場合によってはサーバ１４６によって提供された支援データの助
けをかりて、その信号を受信しているモバイルデバイス１３６によっての両方に知られて
いることのある所定の信号を備え得る。例示的な測位信号１４４－２、１４４－３、１４
４－４、１４４－６、および１４４－７は、互いに同じまたは異なる周波数で送信され得
る。たとえば、測位信号１４４－２はセル１４２－２によって、セル１４２－３によって
送信される測位信号１４４－３と同じ搬送波周波数で送信され得る一方、測位信号１４４
－４は、１４４－６を送信するために使用される搬送波周波数とは異なる搬送波周波数で
送信され得る。同じ周波数の測位信号に対するＴＯＡ測定は、本明細書では周波数内ＴＯ
Ａ測定と呼ばれる一方、異なる周波数の測位信号に対するＴＯＡ測定は、本明細書では周
波数間ＴＯＡ測定と呼ばれる。
【００４２】
　[0052]いくつかの実装形態では、「搬送波」は、３ＧＰＰ（登録商標）ＴＳ　３６．１
０４に従って「Ｅ－ＵＴＲＡまたはＵＴＲＡ物理チャネルを伝達する変調された波形」と
して定義され得る。搬送波周波数は、送信された測位信号の中心周波数であり得る。各動
作帯域には、（特定の規格、および世界の地域に応じて）考えられる複数の搬送波周波数
があり、変調された測位信号は一定の帯域幅を有する。動作中、モバイルデバイスは、そ
の無線を所望の搬送波周波数にチューニングし、測位信号を復調する。搬送波周波数は通
常、帯域が重複しないように構成される。たとえば、搬送波周波数ｆ１がＢ１の片側帯域
幅を使用する場合、この信号を送信するために必要とされるスペクトルは、ｆ１を中心と
する＋／－Ｂ１である。その場合、別個の搬送波周波数ｆ２は、ｆ１＋／－Ｂ１によって
カバーされるスペクトルの外になければならず、そうでない場合、ｆ１およびｆ２での２
つの送信された信号は、重複し、互いに干渉することになる。許容される搬送波周波数は
、特定の規格において定義される。規格は、許容される搬送波周波数が「理にかなってい
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る」（たとえば、重複するスペクトル、または任意の他の制限をもたらさない）ことを確
実にする。
【００４３】
　[0053]この例示的な方法でセルによって送信された測位信号（たとえば、測位信号１４
４－２、１４４－３、１４４－４、１４４－６、および１４４－７）は、モバイルデバイ
ス１３６によって獲得され、少なくとも部分的に、モバイルデバイス１３６の位置を決定
するために使用され得る測位信号測定を決定するために使用され得る。たとえば、いくつ
かの測位信号測定が使用されること、たとえば、モバイルデバイス１３６の相対または他
の同様の座標ベースの位置ロケーション（たとえば、地理的位置など）を決定するために
既知のマルチラテレーション（multilateration）技法などにおいて適用されることがあ
る。
【００４４】
　[0054]一実施形態では、モバイルデバイス１３６は、少なくとも部分的にそのような目
的を達成するために、ネットワーク１３４上でサーバ１４６（たとえば、場合によっては
ロケーションサーバ）と通信し得る。モバイルデバイス１３６とサーバ１４６との間の通
信は、たとえば、モバイルデバイス１３６とサーバ１４６との間の１つまたは複数のトラ
ンザクションを含み得る。トランザクションは、ほんの数例を挙げると、能力の交換、サ
ーバ１４６への測定１０４（たとえば、基準信号時間差（ＲＳＴＤ））の転送、場合によ
ってはモバイルデバイス１３６が一定の測位信号測定を実行するのを支援するためのサー
バ１４６からモバイルデバイス１３６への支援データ（ＡＤ）１０２の転送、またはそれ
らの測定に関係する随意の測定記述１０４（たとえば、モバイルデバイス１３６の決定さ
れた位置の全部もしくは一部）の転送など、特定の動作に関し得る。
【００４５】
　[0055]支援データ１０２は、たとえば、サーバ１４６によって生成され、またはさもな
ければ取得／記憶され、モバイルデバイス１３６に転送され得る。モバイルデバイス１３
６は、いくつかの例示的な実装形態では、異なるセル（たとえば、セル１４２－１から１
４２－１０）からの測位信号（たとえば、測位信号１４４－２、１４４－３、１４４－４
、１４４－６、および１４４－７）の１つまたは複数のペアに関する１つまたは複数のＯ
ＴＤＯＡ測定を決定しようと試み得る。
【００４６】
　[0056]図２は、それぞれの基地局２０６および２０８によって送信された測位信号２０
２および２０４の周波数間タイミング測定を実行するように構成された例示的なモバイル
デバイス２００の機能ブロック図である。モバイルデバイス２００は、たとえば、図１の
モバイルデバイス１３６など、モバイルデバイスの例示的な実装形態において提供され得
る特徴のサブセットを表す一方、基地局２０６および２０８は、ワイヤレス通信ネットワ
ーク１３０に含まれ得る基地局および／または他の同様のトランシーバデバイスのいずれ
かを表す図示の例である。より具体的には、この説明において、モバイルデバイス２００
の図示の例は、（たとえば、受信機２１２によって表される）ＲＦフロントエンドとベー
スバンドプロセッサ２１４とを含む。図２に示されているように、基地局２０６は、搬送
波周波数Ｆ１で測位信号２０２を送信するように構成され得る一方、基地局２０８は、周
波数Ｆ１とは別個の区別可能な周波数である搬送波周波数Ｆ２で測位信号２０４を送信す
るように構成され得る。各測位信号の測定されたＴＯＡ（τ）は、それぞれの測位信号が
送信側基地局のアンテナと受信側モバイルデバイスのアンテナとの間の距離を伝搬するの
にかかったそれぞれの時間を示す。例として、測位信号２０２に関するＴＯＡτ１がτ１
＝ｄ１／Ｃとして表されてよく、式中、ｄ１が基地局２０６とアンテナ２１０との間の距
離であり、Ｃが（真空内での）光速である。同様に、測位信号２０４に関するＴＯＡτ２
がτ２＝ｄ２／Ｃとして表されてよく、式中、ｄ２が基地局２０８とアンテナ２１０との
間の距離である。
【００４７】
　[0057]上述のように、周波数内測位信号に関する基準信号時間差（ＲＳＴＤ）を計算す
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るときには、測位信号が遭遇する群遅延が同じであり得、したがって、モバイルデバイス
２００は、測位信号２０２および２０４に関するＲＳＴＤ測定がＲＳＴＤ2,1＝（ｄ２－
ｄ１）／Ｃとして表されるように、測定されたＴＯＡを差し引くことができる。一方、周
波数間測位信号に関する基準信号時間差（ＲＳＴＤ）を計算するときには、異なる群遅延
に直面する可能性がある信号に起因するＴＯＡ測定の影響を考慮することが有用であり得
る。したがって、周波数間の場合、測位信号２０２および２０４に関する例示的なＲＳＴ
Ｄ測定がＲＳＴＤ2,1＝（ｄ２－ｄ１）／Ｃ＋Δ（Ｆ1，Ｆ2）として表されてよく、式中
、Δ（Ｆ1，Ｆ2）が、測位信号２０４が遭遇する群遅延とは異なり得る測位信号２０２が
遭遇する群遅延によって引き起こされる周波数間バイアスを表す。周波数間測定に関する
測定されたＲＳＴＤ（たとえば、測定２１６）は、たとえば、伝搬距離差により正確に対
応するように補償され得る。すなわち、（異なる搬送波周波数に対する）異なる受信機チ
ェーンは通常、異なる群遅延を有し、これはＲＳＴＤ測定のパフォーマンスに影響を与え
得る。このため、いくつかのシステムにおける周波数間ＲＳＴＤ測定に関する所望の（場
合によっては最小の）パフォーマンス要件は、周波数内測定と比較して緩和され得る（た
とえば、周波数内ＲＳＴＤ測定の場合の＋／－５Ｔｓと比較して、周波数間の場合は＋／
－９Ｔｓであり［３ＧＰＰ　ＴＳ　３６．１３３］、式中、Ｔｓが、ＬＴＥにおける基本
時間単位であり、（約９．８メートルに対応する）３２ｎｓを少し上回る１／（１５００
０×２０４８）秒に等しい。したがって、いくつかのシステムにおける周波数間ＲＳＴＤ
測定誤差は、周波数内ＲＳＴＤ測定誤差の約２倍の大きさであり得る。
【００４８】
　[0058]いくつかのシステムは、特定のモバイルデバイスがサポートし得る搬送波周波数
に関する様々な周波数間バイアス補償を含む静的なルックアップテーブルをモバイルデバ
イスに（たとえば、メモリに）含めることによって、周波数間補償を実現しようと試みる
ことがある。実際には、これは、異なる群遅延に対してＲＳＴＤ測定を補償するために、
異なる搬送波周波数ペアに関する較正テーブルをモバイルデバイスが維持する必要があり
得ることを意味する。複数の周波数帯域をサポートするモバイルデバイスの場合、サポー
トされる搬送波周波数ごとに群遅延が異なり得るので、そのようなテーブルは非常に大き
くなり得る。さらに、群遅延は、たとえば、温度、帯域幅および様々な実装制限（たとえ
ば、大容量フィルタ部分の特性の相違）により変わり得るので、そのような静的較正テー
ブルは、決して理想的ではないことがある。したがって、いくつかのシステムにおける周
波数間ＲＳＴＤ測定によるＯＴＤＯＡ測位は、周波数内ＲＳＴＤ測定のみが使用される場
合と比較して、正確性が低いことがある。だが、実際の展開では、ＲＳＴＤ測定は通常、
図１に関して上記で説明されたように、異なる搬送波周波数で動作する基地局から必要と
される。
【００４９】
　[0059]したがって、本開示のいくつかの態様によれば、モバイルデバイスの位置決定を
サポートするために、または他の目的のために使用され得、周波数間ＯＴＤＯＡ測定を利
用する、たとえば、最初の（補償されていない可能性が高い）決定されたＯＴＤＯＡ測定
に応答して周波数間バイアス補償が（動的に）計算され得る、いくつかの例示的な技法が
提供される。一事例では、たとえば、サーバ（たとえば、ロケーションサーバなど）が、
（モバイルデバイスにおいて周波数バイアス補償を実行しようと試みる代わりに）最初の
決定されたＯＴＤＯＡ測定に応答して周波数バイアス補償を解くように構成され得る。す
なわち、モバイルデバイス周波数間群遅延バイアスが、（同じ搬送波周波数ペアに対して
実行される周波数間ＲＳＴＤ測定に共通の）共通バイアスであり得る。この未知のバイア
スは、コスト関数に追加の未知数として追加され得る。（たとえば、テイラー級数推定を
介した）そのようなコスト関数の最小化は、モバイルデバイスの推定位置ならびにモバイ
ルデバイス周波数バイアス（それによりＲＳＴＤ測定が補正／補償される）をもたらし得
る。この手法により、周波数間ＯＴＤＯＡパフォーマンスは、周波数内ＲＳＴＤと同じで
あること、または周波数内ＲＳＴＤのパフォーマンスに近づくことがある。
【００５０】
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　[0060]一態様では、モバイルデバイス（たとえば、モバイルデバイス１３６）がサーバ
１４６（たとえば、ロケーションサーバなど）に、測定記述１０４によって、サーバが周
波数間バイアス補償を解くことを期待されているか否か、モバイルデバイスが何らかの形
式周波数間バイアス補償を１つもしくは複数の対応する決定された測定にすでに適用して
いることがあるか否か、または両方についてシグナリングし得る。たとえば、測定記述は
、提供された周波数間ＲＳＴＤ測定（たとえば、ＯＴＤＯＡ測定）が、たとえば、決定さ
れたＯＴＤＯＡ測定において使用された測位信号の周波数の間の差に起因して発生してい
ることがある群遅延バイアスに対して補償されている、または補償されていないことをサ
ーバに示すフラグ（たとえば、１つまたは複数のビット）を、ＬＴＥ測位プロトコル（Ｌ
ＰＰ）ロケーション情報提供メッセージなどのＬＰＰメッセージに備え得る。
【００５１】
　[0061]別の態様では、（全体的にまたは部分的に）サーバに提供され得る特定の同様の
（動的な）周波数間バイアス決定能力が、代わりに、またはさらに、モバイルデバイスベ
ースのＯＴＤＯＡのためにモバイルデバイスにおいて（全体的にまたは部分的に）実装さ
れ得る。実際、いくつかの実装形態では、位置計算の全部または一部は、そのようなモバ
イルデバイスによって実行され得る。
【００５２】
　[0062]いくつかの実施形態では、周波数間バイアスが位置計算関数における追加の未知
の変数として扱われ得る。たとえば、上述のように、モバイルデバイスによって測定され
た到着時間（ＴＯＡ）値は、モバイルデバイスと基地局との間の幾何学的距離に関係し得
る。モバイルデバイスにおいて測定されたＮ個のＴＯＡ値は、次のように記述され得る。
【００５３】
【数１】

【００５４】
【数２】

【００５５】
【数３】

【００５６】
【数４】

【００５７】
【数５】

【００５８】
式中、
【００５９】
【数６】
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【００６０】
は、基地局ｉに関してモバイルにおいて測定されたＴＯＡである。
Ｔiは、基地局ｉがダウンリンクサブフレームを送信する送信時間である。
ｄiは、モバイルデバイスのアンテナと基地局ｉのアンテナとの間の距離である。
ｃは、電波の速さ（光速）である。
Δｆiは、搬送波周波数ｆiでの信号に関するフロントエンドの群遅延である。
εiは、雑音、干渉などに起因する測定誤差である。
【００６１】
　[0063]上記の式（１）において、ＴＯＡ測定１～ｉが、搬送波周波数ｆ1での１つまた
は複数の基地局送信測位信号に対して実行され、ＴＯＡ測定（ｉ＋１）～Ｎが、搬送波周
波数ｆ2での１つまたは複数の基地局送信測位信号に対して実行されると仮定される。
【００６２】
　[0064]ＯＴＤＯＡロケーションにおいて、ネイバー基地局から測定されたＴＯＡが、基
準基地局から測定されたＴＯＡから差し引かれ得る。これらのＴＯＡ差は、ＯＴＤＯＡと
して、または、たとえば測位基準信号などの基準信号からＴＯＡが測定されるので、基準
信号時間差（ＲＳＴＤ）として定義され得る。
【００６３】
　[0065]基準基地局からのＴＯＡ測定を
【００６４】
【数７】

【００６５】
として定義すると、ＯＴＤＯＡは以下によって与えられ得る。
【００６６】
【数８】

【００６７】
【数９】

【００６８】
【数１０】

【００６９】
【数１１】

【００７０】
　[0066]式（２）は、ネイバーセル搬送波周波数が基準セルの搬送波周波数とは異なる場
合（式（２ｃ）～（２ｄ））に周波数間バイアス（Δf2－Δf1）を含む。周波数内測定の
場合（式（２ａ）～（２ｂ））、群遅延バイアスは基本的に、時間差を実行するときに消
える。
【００７１】
　[0067]式（２）は、基地局送信の時間差（Ｔi－Ｔ1）を含む。これらの基地局同期差は



(26) JP 2018-510331 A 2018.4.12

10

20

30

40

、ＯＴＤＯＡロケーションにおける「Ｒｅａｌ　Ｔｉｍｅ　Ｄｉｆｆｅｒｅｎｃｅ（ＲＴ
Ｄ）」と呼ばれることが多い。したがって、式（２）を再構成すると、次のようになる。
【００７２】
【数１２】

【００７３】
【数１３】

【００７４】
【数１４】

【００７５】
【数１５】

【００７６】
　[0068]一般性を失わずに、たとえば、ｘ－ｙ平面において２次元直交座標系を採用し、
モバイルロケーション座標を（ｘ，ｙ）として、基地局ｉ座標を（ｘi，ｙi）として示す
ことができる。その場合、距離ｄiは
【００７７】
【数１６】

【００７８】
と記述され得、式（３）は以下に展開され得る。
【００７９】
【数１７】

【００８０】
【数１８】

【００８１】
【数１９】

【００８２】
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【数２０】

【００８３】
　[0069]いくつかの実装形態におけるＯＴＤＯＡロケーションの場合、ネットワークが同
期化され得る、すなわち、結果的にＲＴＤがゼロまたは何らかの他の既知の値になり得る
。ＲＴＤi,1＝０と仮定すると、式（５）は次のように簡素になる。
【００８４】

【数２１】

【００８５】

【数２２】

【００８６】
【数２３】

【００８７】
【数２４】

【００８８】
　[0070]測定誤差がない（εi＝０）場合、式（６）のセットは３つの未知数、すなわち
、モバイルロケーション座標（ｘ，ｙ）と周波数間バイアス（Δf2－Δf1）とを含む。し
たがって、いくつかの事例では、ＯＴＤＯＡi,1がモバイルデバイスによって決定され得
、基地局座標（ｘi，ｙi）は既知であるか、またはさもなければ、たとえば、ネットワー
ク内の様々なリソースを介して決定可能であり得る。
【００８９】
　[0071]式（６）のセットは、行列表記法を使用して簡潔な記述され得る。
【００９０】
【数２５】

【００９１】
式中、
ｒは、ＯＴＤＯＡ測定のＮ－１次元列ベクトルである。
ｆは、レンジ差と周波数間バイアスとを含むＮ－１次元列ベクトルである。
【００９２】

【数２６】
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【００９３】
ｘは、（未知の）モバイルロケーション［ｘ，ｙ］Tである。
ｂは、周波数間測定バイアスｂi＝（Δf2－Δf1）＝Δ（ｆ1，ｆ2）を含むＮ－１次元列
ベクトルである。
ＯＴＤＯＡ測定（ｉ，１）が周波数内測定である場合、ｂi＝０である。
ｎは、ＯＴＤＯＡ測定誤差を含むＮ－１次元列ベクトルである。
【００９４】
　[0072]ｘおよびｂが未知であるがランダムではないベクトルと見なされ、ｎがゼロ平均
とガウス分布とを有すると仮定される場合、ｘとｂとを与えられたｒの条件付き確率密度
関数は、
【００９５】
【数２７】

【００９６】
となり、式中、Ｎが、測定誤差の共分散行列である。
【００９７】
【数２８】

【００９８】
　[0073]したがって、最尤推定量は、以下のコスト関数を最小化する値ｘ、ｂである。
【００９９】
【数２９】

【０１００】
　[0074]したがって、
【０１０１】

【数３０】

【０１０２】
　[0075]例示的な実施形態では、ナビゲーション解法がテイラー級数推定によって提供さ
れ得る。たとえば、式（７）における関数ｆ（ｘ，ｂ）は、非線形ベクトル関数である。
したがって、コスト関数（１１）を最小化するための１つの手法は、ｆ（ｘ，ｂ）を線形
化することである。たとえば、ｆ（ｘ，ｂ）は基準点（ｘ0，ｂ0）を中心としてテイラー
級数推定において展開され得、第２項以上は無視され得る。未知数のベクトルｚ＝［ｘ，
ｂ］＝（ｘ，ｙ，Δ（ｆ1，ｆ2））＝（ｘ，ｙ，ｂ）を定義すると、関数ｆ（ｚ）は以下
のように表され得る。
【０１０３】
　[0076]以下の通り：
【０１０４】

【数３１】

【０１０５】
式中、
【０１０６】
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【数３２】

【０１０７】
となる。
【０１０８】
　[0077]したがって、いくつかの実装形態では、ｚ0がｚに十分に近いので、（１３）の
線形化は正確な概算であると仮定することができる。（１１）と（１３）とを組み合わせ
ると、
【０１０９】
【数３３】

【０１１０】
となり、ここでは、
【０１１１】

【数３４】

【０１１２】
である。
【０１１３】
　[0078]Ｑを最小化するために、
【０１１４】

【数３５】

【０１１５】
を計算し、∇zＱ（ｚ）＝０となるようなｚを解くことができる。したがって、
【０１１６】

【数３６】

【０１１７】
　[0079]ここで、以下を設定することができる。
【０１１８】

【数３７】

【０１１９】
　[0080]ＧTＮ-1Ｇが正則であると仮定すると、以下を得ることができる。
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【０１２０】
【数３８】

【０１２１】
　[0081]（１６）を（２０）に代入すると、以下のようになる。
【０１２２】

【数３９】

【０１２３】
　[0082]式（２１）は、周波数間バイアス補償とともにモバイルロケーションの所望の推
定値を与える。行列Ｇは、式（１４）によって与えられ、（８）により、偏導関数は以下
のようになる。
【０１２４】

【数４０】

【０１２５】
　[0083]Ｇにおける最後の列は、ゼロまたは１のいずれかの値を含む。それは、測定ＯＴ
ＤＯＡi1が周波数内測定である場合は０であり、測定ＯＴＤＯＡi1が周波数間測定である
場合は１である。
【０１２６】
　[0084]式（２１）は、周波数間バイアス補償とともにモバイルデバイスロケーションを
推定するための反復手順を記述している。開始点ｚ0＝（ｘ0，ｙ0，ｂ0）は、モバイルデ
バイスのセルＩＤロケーションなどの助けをかりて選択され得、ｂ0は、０に設定され得
る。この初期推測により、モバイルデバイス位置および周波数間バイアス補償
【０１２７】
【数４１】

【０１２８】
は、（２１）に従って計算され得る。次のステップにおいて、この推定位置および周波数
間バイアス補償
【０１２９】

【数４２】

【０１３０】
は、新しい初期推測として使用され得る。反復は、推定位置の変化が本質的にゼロである
ときには収束している。
【０１３１】
　[0085]上記の例示的な手順は、２つの搬送波周波数でのＴＯＡ測定を仮定している。し
かしながら、説明された手順は、２つの搬送波周波数に限定されない。当業者は、（たと
えば）式２２のＧ行列に第４の列を追加し、周波数の別のペア間の周波数間バイアス補償
を記述することによって、手順を（たとえば）３つの搬送波周波数に拡張することができ
る。
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【０１３２】
　[0086]図３は、少なくとも部分的に、モバイルデバイス（たとえば、図１のモバイルデ
バイス１３６および／または図２のモバイルデバイス２００）の位置を決定するためにモ
バイルデバイスにおいて使用する例示的なプロセス３００Ａを示すフローチャートである
。プロセスブロック３０２において、モバイルデバイスは、第１の測位信号（たとえば、
測位信号２０２）と第２の測位信号（たとえば、測位信号２０４）とを獲得し得る。一態
様では、モバイルデバイスは、サーバ１４６によって提供された支援データ１０２に応答
して、第１および第２の測位信号を獲得する。支援データ１０２は、１つまたは複数のＯ
ＴＤＯＡ測定を決定するためにモバイルデバイスによって使用されるべき測位信号の関連
情報（たとえば、搬送波周波数）を含み得る。したがって、一例では、支援データは、（
第１の）基地局２０６によって送信された（第１の）測位信号２０２に、また（第２の）
基地局２０８よって送信された（第２の）測位信号２０４に対応し、ここで、第１の測位
信号が第１の周波数（たとえば、Ｆ１）で送信され、第２の測位信号が第１の周波数とは
別個で区別可能である第２の周波数（たとえば、Ｆ２）（たとえば、Ｆ１≠Ｆ２）で送信
される。
【０１３３】
　[0087]プロセスブロック３０４において、モバイルデバイスは、第１および第２の測位
信号のペアの到着時間差の第１の測定を実行し得る。一例では、第１の測定を実行するこ
とは、第１および第２の測位信号の観測到着時間差（ＯＴＤＯＡ）測定を実行することを
含む。プロセスブロック３０４において、第１の周波数（たとえば、Ｆ１）、第２の周波
数（たとえば、Ｆ２）、または第１の周波数と第２の周波数の両方（たとえば、Ｆ１およ
びＦ２）に対応するいかなる周波数間関連遅延（たとえば、群遅延）に対しても第１の測
定が補償されていない。したがって、プロセスブロック３０４においてモバイルデバイス
によって行われたいかなる最初のＲＳＴＤ決定も、第１の測位信号の第１の周波数と第２
の測位信号の第２の周波数との間の差に対する周波数間バイアス補償を含まず、したがっ
て、第１および／または第２の測位信号が遭遇し得る異なる群遅延に対して補償されてい
ない。
【０１３４】
　[0088]プロセスブロック３０６において、モバイルデバイスにおいて第１の測定に周波
数間バイアス補償を適用するか否かについて決定が行われ得る。いくつかの実装形態では
、モバイルデバイスは、ほんの数例を挙げると、第１もしくは第２の測位信号のうちの１
つもしくは複数、モバイルデバイスおよび／もしくはサーバの能力、リソースのうちの１
つもしくは複数、またはモバイルデバイス、サーバ、ネットワークに関して入手可能な他
の関連情報、あるいはそれらの何らかの組合せなど、１つまたは複数の要因に基づいて、
何らかの形式の周波数間バイアス補償を適用するか否かを選択的に決定し得る。例として
、モバイルデバイスにおいて第１の測定に周波数間バイアス補償を適用するか否かの決定
は、サーバ（たとえば、ロケーションサーバ１４６）の、サーバにおいて周波数間関連遅
延に対して補償する既知の、または動的に決定された能力に基づき得る。図４は、そのよ
うな例示的な実装形態による、モバイルデバイスにおいて周波数間バイアス補償を適用す
るかどうかを決定する例示的なプロセス４００を示すフローチャートである。図示の例で
は、プロセスブロック４０２は、モバイルデバイスがサーバ（たとえば、サーバ１４６）
からメッセージを受信することを含む。一実施形態では、モバイルデバイスにおいて受信
されたメッセージは、周波数間関連遅延に対してサーバにおいて測定を補償する能力をサ
ーバが含むかどうかを示すＬＴＥ測位プロトコル（ＬＰＰ）メッセージである。サーバか
らメッセージを受信すると、モバイルデバイスは、次いでプロセスブロック４０４におい
て、周波数間関連遅延に対して測定を補償する能力をサーバが実際に有することをメッセ
ージが示すかどうかを決定し得る。サーバから受信されたメッセージが、周波数間関連遅
延に対して測定を補償する能力をサーバが有することを示す場合に、プロセスブロック４
０８は、第１の測定に周波数間バイアス補償を適用しないことを決定することを含み、プ
ロセス３００（図３参照）は、プロセスブロック３０８に進み、モバイルデバイスは、第
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１の（すなわち、補償されていない）測定をサーバに送る。一態様では、プロセスブロッ
ク３０８に示されているように、モバイルデバイスは、第１の測定に加えて第１の測定記
述をサーバに送り得る。第１の測定記述は、とりわけ、周波数間関連遅延に対してモバイ
ルデバイスにおいて第１の測定が補償されていない（たとえば、モバイルデバイスが第１
の測定に周波数間バイアス補償を適用していない）ことを示し得る。一実施形態では、第
１の測定記述をサーバに送ることは、ＬＴＥ測位プロトコル（ＬＰＰ）メッセージを送る
ことを含む。ＬＰＰメッセージはフラグを含むことができ、フラグの論理状態が、周波数
間関連遅延に対して対応する第１の測定が補償されているかどうかを示す。以下でより詳
細に説明されるように、サーバ（たとえば、サーバ１４６）は次いで、サーバにおいて第
１の測定の周波数間バイアス補償を決定し、少なくとも、モバイルデバイスの位置を決定
することができる。
【０１３５】
　[0089]ここで図４に戻ると、プロセスブロック４０２においてサーバから受信されたメ
ッセージが、周波数間関連遅延に対して測定を補償する能力をサーバが有しないことを示
す場合に、プロセスブロック４０６は、モバイルデバイス自体において第１の測定に周波
数間バイアス補償を適用することを決定することを含む。したがって、そうである場合、
プロセス３００（図３参照）はプロセスブロック３１０に進み、モバイルデバイスは、補
償された測定を生成するために第１の測定に周波数間バイアス補償を適用する。一例では
、モバイルデバイスにおいて第１の測定に周波数間バイアス補償を適用することは、周波
数間バイアス補償の値を決定することを含む。いくつかの実装形態では、モバイルデバイ
スが、プロセスブロック３１０においてモバイルデバイスによって行われたＲＳＴＤ決定
に対して適用され得る第１および第２の周波数に関する周波数間バイアス補償に対応する
較正テーブルまたは他の機構を含み得る。別の実装形態では、モバイルデバイスは、プロ
セスブロック３１０において周波数間バイアス補償を（動的に）計算し得る。すなわち、
モバイルデバイスは、モバイルデバイスの推定位置と周波数間バイアス補償とを提供する
ために上記で説明された式２１などの反復手順を実行することによって、計算された周波
数間バイアス補償に基づいて周波数間関連遅延に対して第１の測定を補正またはさもなけ
れば調整することができる。いくつかの例示的な実装形態では、モバイルデバイスは、た
とえば、場合によっては、モバイルデバイスがより正確な較正テーブルまたは他の同様の
能力を経時的に更新および維持できるようにするために、将来のＲＳＴＤ測定において使
用する１つまたは複数の決定された周波数間バイアス補償をローカルに（すなわち、モバ
イルデバイスにおいて）記憶するように随意に構成され得る。
【０１３６】
　[0090]プロセスブロック３１２において、モバイルデバイスは次いで、補償された測定
をサーバに送り、サーバは、補償された測定に基づいてモバイルデバイスの位置を決定し
得る。上記のプロセスブロック３０８と同様に、モバイルデバイスは、補償された測定に
加えて第２の測定記述をサーバに送り得る。第２の測定記述は、とりわけ、周波数間関連
遅延に対してモバイルデバイスにおいて補償された測定が補償されている（たとえば、モ
バイルデバイスが第１の測定に周波数間バイアス補償を適用している）ことを示し得る。
一実施形態では、第２の測定記述をサーバに送ることは、ＬＴＥ測位プロトコル（ＬＰＰ
）メッセージを送ることを含む。ＬＰＰメッセージはフラグを含むことができ、フラグの
論理状態が、周波数間関連遅延に対して対応する第１の測定が補償されているかどうかを
示す。以下でより詳細に説明するように、サーバ（たとえば、サーバ１４６）は次いで、
補償された測定に基づいてモバイルデバイスの位置を決定し得る。
【０１３７】
　[0091]いくつかの態様では、第２の測定記述は、モバイルデバイスの位置を決定するの
を助けるか、またはさもなければモバイルデバイスの位置を決定する際にサーバによって
利用されるさらなる情報を含み得る。たとえば、第２の測定記述は、プロセスブロック３
１０においてモバイルデバイスによって第１の測定に適用された周波数間バイアス補償の
値を示す情報をさらに含み得る。別の実装形態では、第２の測定記述は、プロセスブロッ
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ク３１０においてモバイルデバイスによって第１の測定に適用された周波数間バイアス補
償のタイプをさらに含み得る。例として、第２の測定記述は、モバイルデバイスによって
適用された周波数間バイアス補償が、（上記で説明された）較正テーブルから取り出され
たタイプであったか、または（たとえば、式２１によって）動的に計算されたタイプのも
のであったことを示し得る。別の実装形態では、第２の測定記述は、プロセスブロック３
１０において第１の測定に適用された周波数間バイアス補償の信頼性または正確性を示す
、モバイルデバイスによって決定されたメトリックをさらに含み得る。また別の実装形態
では、第２の測定記述は、プロセスブロック３１０においてモバイルデバイスによって適
用された周波数間バイアス補償の経過期間を示す。すなわち、経過期間は、周波数間バイ
アス補償が較正テーブルに入れられた時および／または周波数間バイアス補償がモバイル
デバイスによって動的に計算された時を示し得る。さらなる実装形態では、第２の測定記
述は、到着時間差の第１の測定を実行するためにモバイルデバイスによって使用されたデ
ータの少なくとも一部分を含み得る。たとえば、第１の測定を実行するためにモバイルデ
バイスによって使用されたデータの一部分は、プロセスブロック３０２において獲得され
た第１の測位信号の到着時間（たとえば、タイムスタンプ）、および／または第２の測位
信号の到着時間（たとえば、タイムスタンプ）を含み得る。
【０１３８】
　[0092]図５は、例示的な実装形態による、モバイルデバイスの位置を決定する、サーバ
（たとえば、サーバ１４６）によって使用される例示的なプロセス５００を示すフローチ
ャートである。プロセスブロック５０２において、サーバが、モバイルデバイス（たとえ
ば、モバイルデバイス１３６および／または２００）によって決定された第１の測位信号
と第２の測位信号との間の到着時間差の第１の測定を取得し得る。上記で説明されたよう
に、第１の測位信号は、第１の周波数（たとえば、Ｆ１）で送信された測位信号２０２に
対応し、第２の測位信号は、第１の周波数とは別個で区別可能である第２の周波数（たと
えば、Ｆ２）（たとえば、Ｆ１≠Ｆ２）で送信された測位信号２０４に対応する。
【０１３９】
　[0093]プロセスブロック５０４において、サーバは次いで、プロセスブロック５０２に
おいて取得された第１の測定に対応する測定記述を取得する。測定記述は、とりわけ、周
波数間関連遅延に対してモバイルデバイスにおいて第１の測定が補償されているか否か（
たとえば、モバイルデバイスが第１の測定に周波数間バイアス補償を適用しているかどう
か）ことを示し得る。一実施形態では、サーバにおいて測定記述を取得することは、ＬＴ
Ｅ測位プロトコル（ＬＰＰ）メッセージを受信することを含む。上記で説明されたように
、ＬＰＰメッセージはフラグを含むことができ、フラグの論理状態が、周波数間関連遅延
に対して対応する第１の測定が補償されているかどうかを示す。したがって、プロセスブ
ロック５０６は、サーバにおいて受信された測定記述が、第１の周波数（たとえば、Ｆ１
）、第２の周波数（たとえば、Ｆ２）、または第１の周波数と第２の周波数の両方に対応
する周波数間関連遅延に対してモバイルデバイスによって第１の測定が補償されているこ
とを示すかどうかを決定することを含む。
【０１４０】
　[0094]プロセスブロック５０４においてサーバによって取得された測定記述が、周波数
間関連遅延に対してモバイルデバイスによって第１の測定が補償されていないことを示す
場合、プロセス５００はプロセスブロック５１０に進み、サーバは、サーバ自体において
第１の測定に適用されるべき周波数間バイアス補償の値を決定する。いくつかの実装形態
では、サーバが、モバイルデバイスによって行われたＲＳＴＤ決定（たとえば、第１の測
定）に対して適用され得る第１および第２の周波数に関する周波数間バイアス補償に対応
する較正テーブルまたは他の機構を含み得る。たとえば、サーバは特定のモバイルデバイ
スを、測定記述に含まれるか、またはモバイルデバイスによってサーバに別途提供され得
る、モバイルデバイスのハードウェアを一意に識別する国際移動局機器識別情報（ＩＭＥ
Ｉ：International Mobile Station Equipment Identity）または任意の他の識別情報を
介して認識し得る。ロケーションサーバは、この特定のモバイルデバイスに関する周波数
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間バイアス補償値を以前決定していることがあり、サーバにおいて較正テーブルにこの値
を記憶していることがある。別の実装形態では、サーバは、プロセスブロック５１０にお
いて周波数間バイアス補償を（動的に）計算し得る。すなわち、サーバは、計算された周
波数間バイアス補償に基づいて、周波数間関連遅延に対して第１の測定を補正またはさも
なければ調整し得る。プロセス５００は次いでプロセスブロック５１２に進み、サーバは
、補償された測定を生成するために第１の測定に周波数間バイアス補償を適用し、次いで
、補償された測定に基づいてモバイルデバイスの位置を決定する（すなわち、プロセスブ
ロック５１４）。一実施形態では、プロセスブロック５１０、５１２、および５１４は組
み合わせられて、周波数間バイアス補償ならびに第１の（補償されていない）測定に基づ
くモバイルデバイスの位置を提供する式２１を参照しながら上記で説明された反復手順に
よって具現化される。
【０１４１】
　[0095]ここでプロセスブロック５０６に戻ると、プロセスブロック５０４においてサー
バによって取得された測定記述が、周波数間関連遅延に対してモバイルデバイスによって
第１の測定が補償されていることを示す場合、プロセス５００はプロセスブロック５０８
に進み、サーバは、第１の（補償された）測定に基づいてモバイルデバイスの位置を決定
する。したがって、一例では、サーバは、サーバにおいて周波数間バイアス補償を決定す
ることなく、第１の（補償された）測定に基づいてモバイルデバイスの位置を決定し得る
。
【０１４２】
　[0096]一方、いくつかの実装形態では、サーバは、モバイルデバイスによって第１の測
定がすでに補償されていることを測定記述が示す場合でも、サーバにおいて新しい周波数
間バイアス補償を決定することを決定し得る。たとえば、上述のように、サーバによって
受信された測定記述は、周波数間関連遅延に対して第１の測定が補償されているかどうか
を示すことにとどまらない、追加情報を含み得る。いくつかの実装形態では、測定記述は
、モバイルデバイスによって第１の測定に適用された周波数間バイアス補償のタイプをさ
らに含み得る。例として、測定記述は、モバイルデバイスによって適用された周波数間バ
イアス補償が、（上記で説明された）較正テーブルから取り出されたタイプのものであっ
たか、または（たとえば、式２１によって）動的に計算されたタイプのものであったこと
を示し得る。この例では、サーバは、モバイルデバイスによって適用された周波数間バイ
アス補償が較正テーブルから取り出されたタイプのものであったことを測定記述が示す場
合には、新しい周波数間バイアス補償を決定することを決定し得るが、モバイルデバイス
適用済み周波数間バイアス補償がモバイルデバイスによって動的に計算されたタイプのも
のであった場合には、新しい周波数間バイアス補償を決定しないことを決定し得る。
【０１４３】
　[0097]別の実装形態では、測定記述は、モバイルデバイスによって第１の測定に適用さ
れた周波数間バイアス補償の信頼性または正確性を示す、モバイルデバイスによって決定
されたメトリックをさらに含み得る。この例では、サーバは新しい周波数間バイアス補償
を、モバイルデバイスによって適用された周波数間バイアス補償の信頼性または正確性が
信頼性／正確性しきい値未満であることをメトリックが示す場合には決定することを決定
し得るが、メトリックが信頼性／正確性しきい値以上である場合には決定しないことを決
定し得る。
【０１４４】
　[0098]また別の実装形態では、測定記述は、モバイルデバイスによって適用された周波
数間バイアス補償の経過期間を示す。すなわち、経過期間は、周波数間バイアス補償がモ
バイルデバイスにおいて較正テーブルに入れられた時および／または周波数間バイアス補
償がモバイルデバイスによって動的に計算された時を示し得る。この例では、サーバは新
しい周波数間バイアス補償を、モバイルデバイスによって適用された周波数間バイアス補
償の経過期間が経過期間しきい値を上回る（周波数間バイアス補償が古いかもしれないこ
とを示す）場合には決定することを決定し得るが、経過期間が経過期間しきい値を下回る
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（周波数間バイアス補償が新しい可能性が高いことを示す）場合には決定しないことを決
定し得る。別の例では、サーバは、モバイルデバイスによって適用された周波数間バイア
ス補償の経過期間を、サーバによって以前決定された周波数間バイアス補償の経過期間と
比較することができ、その場合にサーバは、２つの周波数間バイアス補償のうち新しい方
を適用し得る。
【０１４５】
　[0099]さらなる実装形態では、測定記述は、到着時間差の第１の測定を実行するために
モバイルデバイスによって使用されたデータの少なくとも一部分を含み得る。たとえば、
第１の測定を実行するためにモバイルデバイスによって使用されたデータの一部分は、モ
バイルデバイスによって獲得された第１の測位信号の到着時間（たとえば、タイムスタン
プ）および／または第２の測位信号の到着時間（たとえば、タイムスタンプ）を含み得る
。したがって、モバイルデバイスの位置を決定するプロセスブロック５０８および／また
は５１４は、測定記述に含まれるデータに基づいて、サーバにおいてＲＳＴＤ計算を決定
することを含み得る。
【０１４６】
　[00100]図６は、例示的な実装形態による、サーバによって新しい周波数間バイアス補
償を決定することを含むモバイルデバイスの位置を決定する、サーバによって使用される
例示的なプロセス６００を示すフローチャートである。言い換えれば、サーバが、本明細
書の教示によれば、モバイルデバイスによって適用された周波数間バイアス補償を取り消
すか、またはさもなければ無効にすることができる。上記で説明されたように、いくつか
の実装形態では、新しい周波数間バイアス補償を決定するとの決定は、受信された測定記
述に含まれる情報に基づき得る。さらに、新しい周波数間バイアス補償の値の決定は、測
定記述に含まれる情報に少なくとも部分的に基づき得る。したがって、プロセス６００は
、図５のプロセスブロック５０８の１つの可能な実装形態である。
【０１４７】
　[00101]プロセスブロック６０２において、サーバは、モバイルデバイスによって使用
された測位信号の第１の周波数、第２の周波数、または第１の周波数と第２の周波数の両
方に対応する周波数間関連遅延に対して補償するための新しい周波数間バイアス補償がＯ
ＴＤＯＡ測定を実行していることを決定し得る。いくつかの実装形態では、新しい周波数
間バイアス補償は、サーバによってルックアップテーブルによって決定されること、およ
び／またはサーバにおいて式２１を参照しながら上述された反復手順などのアルゴリズム
／式によって動的に計算されることがある。次に、プロセスブロック６０４において、サ
ーバは、補償されていない測定を生成するために、モバイルデバイスによって第１の測定
に適用された周波数間バイアス補償を無効にする。たとえば、モバイルデバイスが、決定
されたＯＴＤＯＡ測定を補償するために使用された適用済み周波数間バイアス補償の値を
提供した場合、サーバは、補償されていないＯＴＤＯＡ測定を取得するために、この補償
を取り消し、次いで、モバイルデバイスが補償されていないＯＴＤＯＡ測定を提供したか
のように手順を適用することができる。例として、プロセスブロック５０４でサーバにお
いて受信された測定記述は、モバイルデバイスによって第１の測定に適用された周波数間
バイアス補償の値を示す情報をさらに含み得る。したがって、サーバは、補償されていな
い測定を生成するために、モバイルデバイスによって適用された周波数間バイアス補償を
除去するために、測定記述において提供されたこの値を利用し得る。次に、プロセスブロ
ック６０６において、サーバは、サーバがモバイルデバイスの位置を決定できるように、
補償されていない測定に新しい周波数間バイアス補償を適用する。
【０１４８】
　[00102]一態様では、プロセスブロック６０２、６０４、および６０６は組み合わせら
れて、周波数間バイアス補償ならびに補償された第１の測定に基づくモバイルデバイスの
位置を提供する式２１を参照しながら上記で説明された反復手順によって具現化され得る
。したがって、一例では、サーバは、モバイルデバイスによって作られたいかなる周波数
間バイアス補償も取り消す必要がない。式２１の反復手順を利用して、サーバの計算は、
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第１の測位信号と第２の測位信号との間の新しい周波数間バイアス補償を、このバイアス
が何であれ、提供する（たとえば、モバイルデバイス適用済み周波数間バイアス補償と実
際の周波数間バイアスの両方に対して補償するために、新しい周波数間バイアス補償が計
算される）。
【０１４９】
　[00103]図７は、（たとえば、図１のモバイルデバイス１３６などの）モバイルデバイ
スの位置を決定する際に少なくとも部分的に使用するメッセージフローを示す図である。
図７に示される例示的なメッセージフローは、それぞれ図３、図４、図５、および図６の
プロセス３００、プロセス４００、プロセス５００、およびプロセス６００に対応する。
図示のように、図７に示されるメッセージフローは、周波数間関連遅延の測定をロケーシ
ョンサーバ７０４において補償する能力をロケーションサーバ７０４が有するかどうかを
モバイルデバイス７０２に示すロケーションサーバ７０４の例示的な特徴を含む。たとえ
ば、ロケーションサーバ７０４が、周波数間バイアス補償を決定するプロセスを実行する
ように構成されている場合、ロケーションサーバ７０４は、ＬＰＰｅ能力提供メッセージ
７０６などのメッセージを介して、モバイルデバイス７０２にそのことを示すことができ
る。ただし、いくつかの他の実装形態では、ロケーションサーバ７０４は、モバイルデバ
イス７０２にそのような能力を示す必要がないことがある。すなわち、モバイルデバイス
７０２は、たとえば、場合によっては、ロケーションサーバ７０４のいくつかの示された
、または既知の能力に基づいて、補償されたＲＳＴＤ測定または補償されていないＲＳＴ
Ｄ測定のいずれかを実行し得る。すなわち、周波数間バイアス補償を決定する能力をロケ
ーションサーバ７０４が有する場合、モバイルデバイス７０２は、適用可能なＯＴＤＯＡ
測定を決定し、場合によってはそれを、ロケーションサーバ７０４に送られる生じた測定
記述７１２において示すことができる。たとえば、ロケーションサーバ７０４がＯＴＤＯ
Ａ測位、ＧＮＳＳ、支援データなどをサポートするかどうかなど、他のすでに利用可能な
能力も、ＬＰＰｅ能力提供メッセージ７０６において示され得る。たとえば、一実装形態
では、ロケーションサーバ７０４がＧＮＳＳをサポートしない場合、モバイルデバイス７
０２はＧＮＳＳ支援データを要求する必要がない。
【０１５０】
　[00104]一例では、ロケーションサーバ７０４がロケーションセッションを開始すると
き、ロケーションサーバ７０４はＬＰＰｅ能力提供メッセージ７０６を提供する。いくつ
かの動作では、ロケーションサーバ７０４は、モバイルデバイス位置（すなわち、ロケー
ション）を求める要求を別のエンティティから（たとえば、緊急センター（ＰＳＡＰ）か
ら）受信し、それに応答して、モバイルデバイス７０２にＬＰＰｅ能力提供メッセージ７
０６を送ることによってロケーションセッションを開始することができる。
【０１５１】
　[00105]図７には、ロケーションサーバ７０４がモバイルデバイス７０２にＬＰＰ支援
データ提供メッセージ７０８を送ることも示されている。ＬＰＰ支援データ提供メッセー
ジ７０８は、１つまたは複数のＯＴＤＯＡ測定を決定するためにモバイルデバイスによっ
て使用されるべき測位信号の関連情報（たとえば、搬送波周波数）を含み得る。したがっ
て、一例では、ＬＰＰ支援データ提供メッセージ７０８は、（第１のセル）基地局２０６
によって送信された（第１の）測位信号２０２に、また（第２のセル）基地局２０８よっ
て送信された（第２の）測位信号２０４に対応し、ここで、第１の測位信号が第１の周波
数（たとえば、Ｆ１）で送信され、第２の測位信号が第１の周波数とは別個で区別可能で
ある第２の周波数（たとえば、Ｆ２）（たとえば、Ｆ１≠Ｆ２）で送信される。
【０１５２】
　[00106]いくつかの実装形態では、ＬＰＰ支援データ提供メッセージ７０８は、モバイ
ルデバイス７０２がＲＳＴＤ測定に使用すべきネイバーセルリスト、ならびにモバイルデ
バイス７０２が測定を行えるようにするために必要な情報（たとえば、搬送波周波数、帯
域幅、セルＩＤ、ＰＲＳ構成情報、および／もしくは（どの時間間隔にモバイルデバイス
７０２がＲＳＴＤを測定することを期待されるかをモバイルデバイス７０２に知らせる）
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探索ウィンドウ）のうちの１つまたは複数を含み得る。
【０１５３】
　[00107]図７には、ロケーションサーバ７０４がモバイルデバイス７０２にＬＰＰロケ
ーション情報要求メッセージ７１０を送ることも示されている。ＬＰＰロケーション情報
要求メッセージ７１０は、モバイルデバイス７０２にＲＳＴＤ測定を要求し、また、応答
時間（すなわち、いつモバイルデバイス７０２が測定を報告すべきか、言い換えれば、ど
のくらいの期間モバイルデバイス７０２が測定を行わなければならないか）を指定するこ
とができる。
【０１５４】
　[00108]図８は、本明細書で説明される例示的な適用可能な技法のいずれかを実行また
はさもなければサポートするように構成されたモバイルデバイス８００の一例を示すブロ
ック図である。さらに、モバイルデバイス８００は、図１のモバイルデバイス１３６、図
２のモバイルデバイス２００、または図７のモバイルデバイス７０２の１つの可能な実装
形態である。
【０１５５】
　[00109]１つまたは複数のトランシーバ８７０は、ＲＦキャリア信号を音声またはデー
タなどのベースバンド情報とともにＲＦキャリアへと変調し、そのようなベースバンド情
報を取得するために被変調ＲＦキャリアを復調するように構成され得る。アンテナ８７２
は、被変調ＲＦキャリアをワイヤレス通信リンクを介して送信し、被変調ＲＦキャリアを
ワイヤレス通信リンクを介して受信するように構成され得る。一実施形態では、アンテナ
８７２は、セルラータイミング情報および／または支援データ要求を基地局（たとえば、
図１の基地局１４０－４）に送信し、支援データを基地局から受信するように構成され得
る。
【０１５６】
　[00110]ベースバンドプロセッサ８６０は、中央処理装置（ＣＰＵ）８２０からのベー
スバンド情報を、ワイヤレス通信リンクを介して送信するためにトランシーバ８７０に提
供するように構成され得る。ここで、ＣＰＵ８２０はそのようなベースバンド情報を、ユ
ーザインターフェース８１０内の入力デバイスから取得し得る。ベースバンドプロセッサ
８６０はまた、トランシーバ８７０からのベースバンド情報を、ユーザインターフェース
８１０内の出力デバイスを通じて送信するためにＣＰＵ８２０に提供するように構成され
得る。
【０１５７】
　[00111]ユーザインターフェース８１０は、音声またはデータのようなユーザ情報を入
力または出力するための１つまたは複数のデバイスを備え得る。そのようなデバイスは、
非限定的な例として、キーボード、ディスプレイ画面、マイクロフォン、およびスピーカ
ーを含み得る。
【０１５８】
　[00112]受信機８８０は、１つまたは複数のアンテナ８８２および８８４を介したＳＰ
Ｓからの送信を受信および復調し、復調された情報を相関器８４０に提供するように構成
され得る。相関器８４０は、受信機８８０によって提供された情報から相関関数を導出す
るように構成され得る。相関器８４０は、トランシーバ８７０によって提供されたパイロ
ット信号に関係する情報からパイロット関連相関関数を導出するように構成され得る。こ
の情報は、ワイヤレス通信サービスを獲得するためにモバイルデバイスによって使用され
得る。チャネルデコーダ８５０は、ベースバンドプロセッサ８６０から受信されたチャネ
ルシンボルを、基礎をなすソースビットに復号するように構成され得る。一例では、チャ
ネルシンボルが畳み込み符号化されたシンボルを備える場合、チャネルデコーダ８５０は
ビタビデコーダを備え得る。第２の例では、チャネルシンボルが畳み込み符号の直列また
は並列連結を備える場合、チャネルデコーダ８５０はターボデコーダを備え得る。
【０１５９】
　[00113]メモリ８３０は、本明細書で説明または示唆されるプロセス、実装、またはそ
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の例のうちの１つまたは複数を実行するように実行可能である機械可読命令を記憶するよ
うに構成され得る。ＣＰＵ８２０および／またはベースバンドプロセッサ８６０は、その
ような機械可読命令にアクセスし、そのような機械可読命令を実行するように構成され得
る。
【０１６０】
　[00114]モバイルデバイス８００は、測位信号測定および／または支援データ処理を実
行するように構成され得る位置決定ユニット８２５を含み得る。一例では、位置決定ユニ
ット８２５は、支援データ要求を生成するように、またトランシーバ８７０を介した基地
局へのそのような要求の送信を開始するように構成され得る。別の例では、位置決定ユニ
ット８２５は、トランシーバ８７０を介して受信された支援データを処理し得る。また別
の例では、位置決定ユニット８２５は、周波数間バイアス補償を伴うまたは伴わない測位
信号の測定を実行し得る。位置決定ユニット８２５およびベースバンドプロセッサ８６０
は、明快にするために別個に示されているが、単一のユニットであってもよい。実際には
、いくつかの実装形態では、図８に示される例示的な特徴のうちの１つまたは複数の全部
または一部が組み合わせられること、またはさもなければ共通の構成要素を共有すること
などは明らかである。
【０１６１】
　[00115]ＣＰＵ８２０、ならびに位置決定ユニット８２５、相関器８４０、チャネルデ
コーダ８５０およびベースバンドプロセッサ８６０のうちの１つまたは複数は、１つまた
は複数のマイクロプロセッサ、組込みプロセッサ、コントローラ、特定用途向け集積回路
（ＡＳＩＣ）、アドバンストデジタル信号プロセッサ（ＡＤＳＰ：advanced digital sig
nal processor）などを含むことができるが、必ずしも含む必要はない。プロセッサとい
う用語は、特定のハードウェアではなくシステムによって実装された機能を表す。その上
、本明細書で使用される「メモリ」という用語は、モバイルデバイス８００に関連する長
期メモリ、短期メモリ、または他のメモリを含む任意のタイプのコンピュータ記憶媒体を
指し、メモリの特定のタイプもしくはメモリの数、またはメモリが記憶される媒体のタイ
プに限定されない。
【０１６２】
　[00116]様々な実施形態では、モバイルデバイス８００は、モバイルデバイス８００の
位置の決定を支援するための手段を含み得る。たとえば、モバイルデバイス８００は、第
１の周波数で送信された第１の測位信号と第２の周波数で送信された第２の測位信号とを
獲得するための手段（たとえば、トランシーバ８７０）と、第１の測位信号と第２の測位
信号との間の到着時間差の第１の測定を実行するための手段（たとえば、位置決定ユニッ
ト８２５など）と、第１の測定と第１の測定記述とをサーバに送るための手段（たとえば
、トランシーバ８７０、ＣＰＵ８２０、位置決定ユニット８２５、および／またはメモリ
８３０）とを含み得る。
【０１６３】
　[00117]図９は、適用可能な様々な例示的な技法を実装もしくはさもなければサポート
するように構成可能な（ロケーション）サーバ９００の機能ブロック図であり、および／
またはプロセスは、本明細書で説明される。たとえば、サーバ９００は、図５のプロセス
５００または図６のプロセス６００に関して説明されたプロセスのいずれかを実行するよ
うに構成され得る。サーバ９００は、図１のサーバ１４６および／または図７のロケーシ
ョンサーバ７０４の可能な実装形態において提供され得るいくつかの例示的な特徴を表す
。
【０１６４】
　[00118]図９の図示の例では、（ロケーション）サーバ９００は位置決定ユニット９２
４を含み得る。位置決定ユニット９２４は、モバイルデバイスに位置決定サービスを提供
し得る。たとえば、モバイルデバイス（たとえば、モバイルデバイス１３６、８００）に
よって測定された、受信されたセルタイミング情報（たとえば、第１の測定）に基づいて
、位置決定ユニット９２４は、少なくとも部分的に、たとえば、何らかの座標系を参照す
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るなどして、モバイルデバイスの推定位置を決定し得る。一例では、位置決定ユニット９
２４は、周波数間バイアス補償および／または位置を計算するために、モバイルデバイス
から受信された１つまたは複数の決定されたＯＴＤＯＡ測定を使用することができ、かか
るＯＴＤＯＡ測定は、基準信号周波数間の差に対する周波数間バイアス補償を含まないこ
とがある。様々な例によって本明細書で説明されたように、位置決定ユニット９２４は、
モバイルデバイスの位置を決定する際に使用するために周波数間測定バイアスに対してそ
のような決定されたＯＴＤＯＡ測定を補正またはさもなければ調整し得る。
【０１６５】
　[00119]サーバ９００は、たとえば、デスクトップコンピュータ、ラップトップコンピ
ュータ、ワークステーション、サーバデバイスなど、１つまたは複数のコンピューティン
グデバイスおよび／またはプラットフォーム、たとえば、携帯情報端末、モバイル通信デ
バイスなど、１つまたは複数のパーソナルコンピューティングまたは通信デバイスまたは
アプライアンス、たとえば、データベースまたはデータ記憶サービスプロバイダ／システ
ム、ネットワークサービスプロバイダ／システム、インターネットまたはイントラネット
サービスプロバイダ／システム、ポータルおよび／または検索エンジンサービスプロバイ
ダ／システム、ワイヤレス通信サービスプロバイダ／システムなど、コンピューティング
システムおよび／または関連するサービスプロバイダ機能、ならびに／あるいはそれらの
任意の組合せを含み得る。
【０１６６】
　[00120]本明細書で提示された例に示された様々なデバイスおよびネットワーク、なら
びに本明細書でさらに説明されるプロセスおよび方法の全部または一部は、少なくとも部
分的に、ハードウェアおよび／またはファームウェアを使用して、またはさもなければ含
めて、場合によってはソフトウェア（実装可能な命令など）と組み合わせて実装され得る
ことを認識されたい。
【０１６７】
　[00121]したがって、限定ではなく例として、サーバ９００は、バス９２８を通じてメ
モリ９２２に動作可能に結合された少なくとも１つの処理ユニット９２０を含み得る。処
理ユニット９２０は、データコンピューティング手順またはプロセスの少なくとも一部分
を実行するように構成可能な１つまたは複数の回路を表し得る。限定ではなく例として、
処理ユニット９２０は、１つもしくは複数のプロセッサ、コントローラ、マイクロプロセ
ッサ、マイクロコントローラ、特定用途向け集積回路、デジタル信号プロセッサ、プログ
ラマブル論理デバイス、フィールドプログラマブルゲートアレイなど、またはそれらの任
意の組合せを含み得る。一実施形態では、処理ユニット９２０は単独で、または場合によ
っては位置決定ユニット９２４と組み合わせて、たとえば、本明細書で説明するように、
支援データを生成するように、またモバイルデバイスの位置について決定を行うように構
成され得る。
【０１６８】
　[00122]メモリ９２２は、何らかのデータ記憶機構を表し得る。たとえば、メモリ９２
２は、ランダムアクセスメモリ、読取り専用メモリなどを含み得る。この例では処理ユニ
ット９２０とは別個であるものとして示されているが、メモリ９２２の全部または一部は
、処理ユニット９２０内に設けられるか、またはさもなければ処理ユニット９２０と共設
／結合され得ることを理解されたい。
【０１６９】
　[00123]メモリ９２２は、いくつかの事例では、たとえば、ディスクドライブ、光ディ
スクドライブ、テープドライブ、ソリッドステートメモリドライブなど、１つまたは複数
のデータストレージデバイスまたはシステムを含み得る。いくつかの実装形態では、メモ
リ９２２は、非一時的コンピュータ可読媒体９４０を動作可能に受容可能であるか、また
はさもなければそれに結合するように構成可能であり得る。非一時的コンピュータ可読媒
体９４０は、たとえば、サーバ９００のために、または場合によってはモバイルデバイス
８００（図８）のためにアクセス可能なデータ、コード、命令、またはそれらの何らかの
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組合せを搬送および／または作成することができる任意の媒体を含み得る。非一時的コン
ピュータ可読媒体９４０はまた、記憶媒体と呼ばれ得る。
【０１７０】
　[00124]限定ではなく例として、通信インターフェース９３０は、ネットワークインタ
ーフェースデバイスまたはネットワークインターフェースカード、モデム、ルータ、スイ
ッチ、トランシーバなどを含み得る。サーバ９００はさらに、たとえば、入力／出力部９
３２を含み得る。入力／出力部９３２は、人間および／もしくは機械の入力を受け付ける
か、もしくはさもなければ導入するように構成可能であり得る１つもしくは複数のデバイ
スもしくは機能、ならびに／または人間および／もしくは機械の出力を配信するか、もし
くはさもなければ与えるように構成可能であり得る１つもしくは複数のデバイスもしくは
機能を表し得る。限定ではなく例として、入力／出力部９３２は、動作可能に構成された
ディスプレイ、スピーカー、キーボード、マウス、トラックボール、タッチスクリーン、
データポートなどを含み得る。
【０１７１】
　[00125]様々な実施形態では、サーバ９００は、モバイルデバイスの位置の決定を支援
するための手段を含み得る。たとえば、サーバ９００は、モバイルデバイスによって決定
された第１の測位信号と第２の測位信号との間の到着時間差の第１の測定を取得するため
の手段（たとえば、通信インターフェース９３０、処理ユニット９２０、位置決定ユニッ
ト９２４、および／またはメモリ９２２）を含み得る。サーバ９００は、測定記述を受信
するための手段（たとえば、通信インターフェース９３０、処理ユニット９２０、位置決
定ユニット９２４、および／またはメモリ９２２）をさらに含み得る。サーバ９００はま
た、周波数間バイアス補償を決定するための手段（たとえば、位置決定ユニット９２４）
と、第１の測定に周波数間バイアス補償を適用するための手段（たとえば、位置決定ユニ
ット９２４）と、モバイルデバイスの位置を決定する際に使用する手段（たとえば、位置
決定ユニット９２４）とを含み得る。
【０１７２】
　[00126]図４のプロセス４００を参照しながら上記で説明されたように、いくつかの実
装形態では、モバイルデバイスは、前述の周波数間関連遅延に対して測定を補償する能力
をサーバ（たとえば、サーバ１４６）が有するか否かを示すメッセージ（たとえば、ＬＰ
Ｐ能力提供メッセージ７０６）を受信するように構成され得る。ただし、いくつかの他の
実装形態では、サーバは、モバイルデバイスにそのような能力を示す必要がないことがあ
る。すなわち、そのような他の実装形態では、モバイルデバイスは、たとえば、サーバの
既知の能力に基づいて、補償されていないＲＳＴＤ測定を実行し得る。たとえば、モバイ
ルデバイス１３６は、ワイヤレス通信ネットワーク１３０において動作しているとき、モ
バイルデバイス１３６とロケーションサーバ１４６との間の追加シグナリング（たとえば
、ＬＰＰ能力提供メッセージ７０６）の必要なしに周波数間関連遅延に対して補償する能
力をロケーションサーバ１４６が含むと仮定するように構成され得る。例として、図１０
は、例示的な実装形態による、モバイルデバイスの位置を決定するモバイルデバイスにお
いて使用する例示的なプロセス１０００を示すフローチャートである。
【０１７３】
　[00127]プロセスブロック１００２において、モバイルデバイスが、第１の測位信号（
たとえば、測位信号２０２）と第２の測位信号（たとえば、測位信号２０４）とを獲得し
得る。一態様では、モバイルデバイスは、サーバ１４６によって提供された支援データ１
０２に応答して、第１および第２の測位信号を獲得する。上記で説明されたように、第１
の測位信号は、第１の周波数（たとえば、Ｆ１）で送信され、第２の測位信号は、第１の
周波数とは別個で区別可能である第２の周波数（たとえば、Ｆ２）（たとえば、Ｆ１≠Ｆ
２）で送信される。
【０１７４】
　[00128]プロセスブロック１００４において、モバイルデバイスは、第１および第２の
測位信号のペアの到着時間差の測定を実行し得る。一例では、測定を実行することは、第
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１および第２の測位信号の観測到着時間差（ＯＴＤＯＡ）測定を実行することを含む。プ
ロセスブロック１００４において、第１の周波数（たとえば、Ｆ１）、第２の周波数（た
とえば、Ｆ２）、または第１の周波数と第２の周波数の両方（たとえば、Ｆ１およびＦ２
）に対応するいかなる周波数間関連遅延（たとえば、群遅延）に対しても測定が補償され
ていない。したがって、プロセスブロック１００４においてモバイルデバイスによって行
われたいかなる最初のＲＳＴＤ決定も、第１の測位信号の第１の周波数と第２の測位信号
の第２の周波数との間の差に対する周波数間バイアス補償を含まず、したがって、第１お
よび／または第２の測位信号が遭遇し得る異なる群遅延に対して補償されていない。
【０１７５】
　[00129]プロセスブロック１００６において、モバイルデバイスは、測定（すなわち、
補償されていない）をサーバに送る。一態様では、プロセスブロック１００６に示されて
いるように、モバイルデバイスは、測定に加えて測定記述をサーバに送り得る。測定記述
は、とりわけ、周波数間関連遅延に対してモバイルデバイスにおいて測定が補償されてい
ない（たとえば、モバイルデバイスが測定に周波数間バイアス補償を適用していない）こ
とを示し得る。一実施形態では、測定記述をサーバに送ることは、ＬＴＥ測位プロトコル
（ＬＰＰ）メッセージを送ることを含む。ＬＰＰメッセージはフラグを含むことができ、
フラグの論理状態が、周波数間関連遅延に対して対応する測定が補償されていないことを
示す。上記で説明されたように、サーバ（たとえば、サーバ１４６）は次いで、サーバに
おいて測定の周波数間バイアス補償を決定し、少なくとも、モバイルデバイスの位置を決
定することができる。
【０１７６】
　[00130]他の例示的な実装形態では、モバイルデバイス１３６などのモバイルデバイス
が、ワイヤレス通信ネットワーク１３０において動作しているとき、周波数間関連遅延に
対して補償する能力をロケーションサーバ１４６が含まないと仮定するように構成され得
、したがって、モバイルデバイス１３６は、モバイルデバイス１３６とロケーションサー
バ１４６との間の追加シグナリング（たとえば、ＬＰＰ能力提供メッセージ７０６）の必
要なしに補償されたＲＳＴＤ測定を実行するように構成され得る。図１１は、例示的な実
装形態による、モバイルデバイスの位置を決定するモバイルデバイスにおいて使用するそ
のような例示的なプロセス１１００を示すフローチャートである。
【０１７７】
　[00131]プロセスブロック１１０２において、モバイルデバイスが、第１の測位信号（
たとえば、測位信号２０２）と第２の測位信号（たとえば、測位信号２０４）とを獲得し
得る。一態様では、モバイルデバイスは、サーバ１４６によって提供された支援データ１
０２に応答して第１および第２の測位信号を獲得し、ここで、第１の測位信号が第１の周
波数（たとえば、Ｆ１）で送信され、第２の測位信号が第１の周波数とは別個で区別可能
である第２の周波数（たとえば、Ｆ２）（たとえば、Ｆ１≠Ｆ２）で送信される。
【０１７８】
　[00132]プロセスブロック１１０４において、モバイルデバイスは、第１および第２の
測位信号のペアの到着時間差の測定を実行し得る。一例では、測定を実行することは、第
１および第２の測位信号の観測到着時間差（ＯＴＤＯＡ）測定を実行することを含む。プ
ロセスブロック１１０４において、第１の周波数（たとえば、Ｆ１）、第２の周波数（た
とえば、Ｆ２）、または第１の周波数と第２の周波数の両方（たとえば、Ｆ１およびＦ２
）に対応するいかなる周波数間関連遅延（たとえば、群遅延）に対しても第１の測定が補
償されていない。したがって、プロセスブロック１１０４においてモバイルデバイスによ
って行われたいかなる最初のＲＳＴＤ決定も、第１の測位信号の第１の周波数と第２の測
位信号の第２の周波数との間の差に対する周波数間バイアス補償を含まず、したがって、
第１および／または第２の測位信号が遭遇し得る異なる群遅延に対して補償されていない
。
【０１７９】
　[00133]プロセスブロック１１０６において、モバイルデバイスは、補償された測定を
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生成するために測定に周波数間バイアス補償を適用する。一例では、モバイルデバイスに
おいて測定に周波数間バイアス補償を適用することは、周波数間バイアス補償の値を決定
することを含む。いくつかの実装形態では、モバイルデバイスが、プロセスブロック１１
０６においてモバイルデバイスによって行われたＲＳＴＤ決定に対して適用され得る第１
および第２の周波数に関する周波数間バイアス補償に対応する較正テーブルまたは他の機
構を含み得る。別の実装形態では、モバイルデバイスは、プロセスブロック１１０６にお
いて周波数間バイアス補償を（動的に）計算し得る。すなわち、モバイルデバイスは、モ
バイルデバイスの推定位置と周波数間バイアス補償とを提供するために上記で説明された
式２１などの反復手順を実行することによって、計算された周波数間バイアス補償に基づ
いて周波数間関連遅延に対して測定を補正またはさもなければ調整することができる。い
くつかの例示的な実装形態では、モバイルデバイスは、たとえば、場合によっては、モバ
イルデバイスがより正確な較正テーブルまたは他の同様の能力を経時的に更新および維持
できるようにするために、将来のＲＳＴＤ測定において使用する１つまたは複数の決定さ
れた周波数間バイアス補償をローカルに（すなわち、モバイルデバイスにおいて）記憶す
るように随意に構成され得る。
【０１８０】
　[00134]プロセスブロック１１０８において、モバイルデバイスは次いで、補償された
測定をサーバに送り、サーバは、補償された測定に基づいてモバイルデバイスの位置を決
定し得る。モバイルデバイスはまた、補償された測定に加えて測定記述をサーバに送り得
る。プロセスブロック１１０８の測定記述は、とりわけ、周波数間関連遅延に対してモバ
イルデバイスにおいて補償された測定が補償されている（たとえば、モバイルデバイスが
第１の測定に周波数間バイアス補償を適用している）ことを示し得る。一実施形態では、
測定記述をサーバに送ることは、ＬＴＥ測位プロトコル（ＬＰＰ）メッセージを送ること
を含む。ＬＰＰメッセージはフラグを含むことができ、フラグの論理状態が、周波数間関
連遅延に対して対応する測定が補償されていることを示す。上記で説明されたように、サ
ーバ（たとえば、サーバ１４６）は次いで、補償された測定に基づいてモバイルデバイス
の位置を決定し得る。
【０１８１】
　[00135]上記のいくつかの態様と同様に、プロセスブロック１１０８において送られた
測定記述は、モバイルデバイスの位置を決定するのを助けるか、またはさもなければモバ
イルデバイスの位置を決定する際にサーバによって利用されるさらなる情報を含み得る。
たとえば、測定記述は、プロセスブロック１１０６においてモバイルデバイスによって測
定に適用された周波数間バイアス補償の値を示す情報をさらに含み得る。別の実装形態で
は、測定記述は、プロセスブロック１１０６においてモバイルデバイスによって測定に適
用された周波数間バイアス補償のタイプをさらに含み得る。例として、測定記述は、モバ
イルデバイスによって適用された周波数間バイアス補償が、（上記で説明された）較正テ
ーブルから取り出されたタイプのものであったか、または（たとえば、式２１によって）
動的に計算されたタイプのものであったことを示し得る。別の実装形態では、測定記述は
、プロセスブロック１１０６において測定に適用された周波数間バイアス補償の信頼性ま
たは正確性を示す、モバイルデバイスによって決定されたメトリックをさらに含み得る。
また別の実装形態では、測定記述は、プロセスブロック１１０６においてモバイルデバイ
スによって適用された周波数間バイアス補償の経過期間を示す。すなわち、経過期間は、
周波数間バイアス補償が較正テーブルに入れられた時および／または周波数間バイアス補
償がモバイルデバイスによって動的に計算された時を示し得る。さらなる実装形態では、
測定記述は、到着時間差の測定を実行するためにモバイルデバイスによって使用されたデ
ータの少なくとも一部分を含み得る。たとえば、測定を実行するためにモバイルデバイス
によって使用されたデータの一部分は、プロセスブロック３０２において獲得された第１
の測位信号の到着時間（たとえば、タイムスタンプ）および／または第２の測位信号の到
着時間（たとえば、タイムスタンプ）を含み得る。
【０１８２】
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　[00136]情報および信号は、多種多様な技術および技法のいずれかを使用して表され得
ることを当業者は諒解されよう。たとえば、上記の説明全体にわたって言及され得るデー
タ、命令、コマンド、情報、信号、ビット、シンボル、およびチップは、電圧、電流、電
磁波、磁界もしくは磁性粒子、光場もしくは光学粒子、またはそれらの任意の組合せによ
って表され得る。
【０１８３】
　[00137]さらに、本明細書で開示される実施形態に関連して説明される様々な例示的な
論理ブロック、モジュール、回路、およびアルゴリズムステップは、電子ハードウェア、
コンピュータソフトウェア、または両方の組合せとして実装され得ることを、当業者は諒
解されよう。ハードウェアとソフトウェアのこの互換性を明確に示すために、様々な例示
的な構成要素、ブロック、モジュール、回路、およびステップが、上記では概してそれら
の機能に関して説明された。そのような機能がハードウェアとして実装されるか、ファー
ムウェアとして実装されるか、ハードウェアおよび／またはファームウェアと組み合わせ
てソフトウェアとして実装されるかは、特定の適用例および全体的なシステムに課される
設計制約に依存する。当業者は、説明された機能を特定の適用例ごとに様々な方法で実装
し得るが、そのような実装の決定は、本開示の範囲からの逸脱を生じるものと解釈される
べきではない。
【０１８４】
　[00138]上記の開示は、例示的な実施形態を示すが、現在特許請求されている主題の範
囲から逸脱することなく、本明細書において様々な変更および修正が行われ得ることに留
意されたい。本明細書で説明された実施形態による方法クレームの機能、ステップおよび
／またはアクションは、特定の順序で実行されなくてもよい。さらに、要素は、単数形で
説明または特許請求されていることがあるが、単数形に限定することが明示的に述べられ
ていない限り、複数形が企図される。

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】



(46) JP 2018-510331 A 2018.4.12

【図１１】

【手続補正書】
【提出日】平成29年10月18日(2017.10.18)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　モバイルデバイスにおいて使用する方法であって、前記モバイルデバイスにおいて、
　第１の周波数で送信された第１の測位信号と前記第１の周波数とは異なる第２の周波数
で送信された第２の測位信号とを獲得することと、
　前記第１の測位信号と前記第２の測位信号との間の到着時間差の第１の測定を実行する
ことと、
　周波数間関連遅延に対して測定をサーバにおいて補償する能力を前記サーバが含むかど
うかを示すメッセージを前記サーバから受信することと、
　前記周波数間関連遅延に対して前記サーバにおいて測定を補償する前記能力を前記サー
バが含むことを示す前記メッセージに応答して、前記モバイルデバイスにおいて、前記第
１の周波数、前記第２の周波数、または前記第１の周波数と前記第２の周波数の両方に対
応する周波数間関連遅延に対して前記第１の測定に周波数間バイアス補償を適用しないこ
とを決定することと、
　前記第１の周波数、前記第２の周波数、または前記第１の周波数と前記第２の周波数の
両方に対応する周波数間関連遅延に対して前記第１の測定に前記周波数間バイアス補償を
適用しないことを決定することに応答して、
　　前記モバイルデバイスの位置を決定するために前記第１の測定と第１の測定記述とを
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前記サーバに送ることと、ここにおいて、前記第１の測定記述が、前記周波数間関連遅延
に対して前記モバイルデバイスにおいて前記第１の測定が補償されていないことを示す、
を備える方法。
【請求項２】
　前記周波数間関連遅延に対して前記サーバにおいて測定を補償する前記能力を前記サー
バが含まないことを示す前記メッセージに応答して、前記モバイルデバイスにおいて前記
第１の測定に前記周波数間バイアス補償を適用することを決定することと、
　前記モバイルデバイスにおいて、前記第１の周波数、前記第２の周波数、または前記第
１の周波数と前記第２の周波数の両方に対応する周波数間関連遅延に対して前記第１の測
定に前記周波数間バイアス補償を適用することを決定することに応答して、
　　補償された測定を生成するために前記第１の測定に前記周波数間バイアス補償を適用
することと、
　　前記モバイルデバイスの前記位置を決定するために前記補償された測定と第２の測定
記述とを前記サーバに送ることと、ここにおいて、前記第２の測定記述が、前記周波数間
関連遅延に対して前記モバイルデバイスにおいて前記補償された測定が補償されているこ
とを示す、
をさらに備える、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記メッセージを前記サーバから受信することは、ＬＴＥ測位プロトコル（ＬＰＰ）メ
ッセージを前記サーバから受信することを備える、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記周波数間バイアス補償を適用するとの前記決定に応答して、前記第１の測定に関し
て前記モバイルデバイスにおいて前記周波数間バイアス補償を決定すること
をさらに備える、請求項２に記載の方法。
【請求項５】
　前記周波数間バイアス補償を決定することは、前記周波数間バイアス補償を前記モバイ
ルデバイスにおいて動的に計算することを備える、請求項４に記載の方法。
【請求項６】
　前記モバイルデバイスにおいて動的に計算することは、前記モバイルデバイスの前記位
置と前記周波数間バイアス補償とを提供する反復手順を実行することを備える、請求項５
に記載の方法。
【請求項７】
　前記第２の測定記述は、
　前記モバイルデバイスによって前記第１の測定に適用される前記周波数間バイアス補償
の値、
　前記モバイルデバイスによって適用された前記周波数間バイアス補償のタイプ、
　前記モバイルデバイスによって適用された前記周波数間バイアス補償の信頼性もしくは
正確性を示す、前記モバイルデバイスによって決定されたメトリック、
　前記モバイルデバイスによって適用された前記周波数間バイアス補償の経過期間、また
は
　前記到着時間差の前記第１の測定を実行するために前記モバイルデバイスによって使用
されたデータの少なくとも一部分
のうちの少なくとも１つを示す情報をさらに含む、請求項４に記載の方法。
【請求項８】
　前記到着時間差の前記第１の測定を実行するために前記モバイルデバイスによって使用
されたデータの前記一部分は、前記第１の測位信号の到着時間および前記第２の測位信号
の到着時間のうちの少なくとも１つを含む、請求項７に記載の方法。
【請求項９】
　前記第１の測定を実行することは、前記第１および第２の測位信号の観測到着時間差（
ＯＴＤＯＡ）測定を実行することを備える、請求項１に記載の方法。
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【請求項１０】
　前記サーバは、ワイヤレス通信ネットワーク内にロケーションサーバを備える、請求項
１に記載の方法。
【請求項１１】
　前記第１の測定記述を前記サーバに送ることは、
　ＬＴＥ測位プロトコル（ＬＰＰ）メッセージを前記サーバに送ること
をさらに備える、請求項１に記載の方法。
【請求項１２】
　前記ＬＰＰメッセージを前記サーバに送ることは、前記周波数間関連遅延に対して前記
第１の測定が補償されていないことを示すように、前記ＬＰＰメッセージにおけるフラグ
の論理状態を制御することを含む、請求項１２に記載の方法。
【請求項１３】
　コンピューティングプラットフォームを備えるサーバにおいて使用する方法であって、
前記コンピューティングプラットフォームにおいて、
　前記周波数間関連遅延に対して測定を前記サーバにおいて補償する能力を前記サーバが
含むかどうかを示すメッセージをモバイルデバイスに送ることと、
　前記モバイルデバイスによって決定された第１の測位信号と第２の測位信号との間の到
着時間差の第１の測定を取得することと、前記第１の測位信号が第１の周波数で送信され
ており、前記第２の測位信号が前記第１の周波数とは異なる第２の周波数で送信されてい
る、
　前記モバイルデバイスから測定記述を取得することと、
　前記第１の周波数、前記第２の周波数、または前記第１の周波数と前記第２の周波数の
両方に対応する周波数間関連遅延に対して前記モバイルデバイスによって前記第１の測定
が補償されていないことを前記測定記述が示すとの決定に応答して、
　　前記第１の測定に対応する前記周波数間関連遅延に対する周波数間バイアス補償を決
定することと、
　　補償された測定を生成するために前記第１の測定に前記周波数間バイアス補償を適用
することと、
　　少なくとも部分的に、前記補償された測定に少なくとも部分的に基づいて前記モバイ
ルデバイスの位置を決定することと
を備える方法。
【請求項１４】
　前記メッセージを前記モバイルデバイスに送ることは、ＬＴＥ測位プロトコル（ＬＰＰ
）メッセージを前記モバイルデバイスに送ることを備える、請求項１３に記載の方法。
【請求項１５】
　前記周波数間バイアス補償を決定することは、前記周波数間バイアス補償を前記コンピ
ューティングプラットフォームにおいて動的に計算することを備える、請求項１３に記載
の方法。
【請求項１６】
　前記コンピューティングプラットフォームにおいて動的に計算することは、前記モバイ
ルデバイスの前記位置と前記周波数間バイアス補償とを提供する反復手順を実行すること
を備える、請求項１５に記載の方法。
【請求項１７】
　前記第１の周波数、前記第２の周波数、または前記第１の周波数と前記第２の周波数の
両方に対応する前記周波数間関連遅延に対して前記モバイルデバイスによって前記第１の
測定が補償されていることを前記測定記述が示すとの決定に応答して、
　　少なくとも部分的に、前記第１の測定に少なくとも部分的に基づいて前記モバイルデ
バイスの前記位置を決定すること
をさらに備える、請求項１３に記載の方法。
【請求項１８】
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　少なくとも部分的に、前記第１の測定に少なくとも部分的に基づいて前記モバイルデバ
イスの前記位置を決定することは、
　前記第１の測定に対応する前記周波数間関連遅延に対する新しい周波数間バイアス補償
を決定することと、
　補償されていない測定を生成するために、前記モバイルデバイスによって前記第１の測
定に適用された周波数間バイアス補償を無効にすることと、
　前記補償されていない測定に前記新しい周波数間バイアス補償を適用することと
をさらに備える、請求項１７に記載の方法。
【請求項１９】
　前記測定記述は、前記モバイルデバイスによって前記第１の測定に適用された前記周波
数間バイアス補償の値をさらに示し、前記モバイルデバイスによって適用された前記周波
数間バイアス補償を無効にすることが、前記測定記述において示された前記周波数間バイ
アス補償の前記値に基づく、請求項１８に記載の方法。
【請求項２０】
　前記測定記述は、
　前記モバイルデバイスによって適用された前記周波数間バイアス補償のタイプ、
　前記モバイルデバイスによって適用された前記周波数間バイアス補償の信頼性もしくは
正確性を示す、前記モバイルデバイスによって決定されたメトリック、または
　前記モバイルデバイスによって適用された前記周波数間バイアス補償の経過期間のうち
の少なくとも１つを示す情報をさらに含み、前記方法が、前記測定記述に含まれる前記情
報に基づいて、前記コンピューティングプラットフォームにおいて前記新しい周波数間バ
イアス補償を決定するか否かを決定することをさらに備える、請求項１８に記載の方法。
【請求項２１】
　前記測定記述は、前記到着時間差の前記第１の測定を実行するために前記モバイルデバ
イスによって使用されたデータの少なくとも一部分をさらに含み、前記周波数間関連遅延
に対する前記周波数間バイアス補償を決定することが、前記測定記述において示される前
記モバイルデバイスによって使用された前記データに基づく、請求項１３に記載の方法。
【請求項２２】
　前記モバイルデバイスから前記測定記述を取得することは、
　前記モバイルデバイスからＬＴＥ測位プロトコル（ＬＰＰ）メッセージを受信すること
をさらに備える、請求項１３に記載の方法。
【請求項２３】
　前記モバイルデバイスから受信された前記ＬＰＰメッセージは、前記ＬＰＰメッセージ
にフラグを含み、前記フラグの論理状態が、前記周波数間関連遅延に対して前記第１の測
定が補償されているか否かを示す、請求項２２に記載の方法。
【請求項２４】
　前記第１の測位信号と前記第２の測位信号との間の前記到着時間差の前記第１の測定は
、前記第１の測位信号と前記第２の測位信号との間の観測到着時間差（ＯＴＤＯＡ）測定
を備える、請求項１３に記載の方法。
【請求項２５】
　ワイヤレス通信ネットワークにおけるモバイルデバイスの位置の決定を支援するための
モバイルデバイスであって、
　プログラムコードを記憶するように適応されたメモリと、
　　第１の周波数で送信された第１の測位信号と前記第１の周波数とは異なる第２の周波
数で送信された第２の測位信号とを獲得することと、
　　前記第１の測位信号と前記第２の測位信号との間の到着時間差の第１の測定を実行す
ることと、
　　周波数間関連遅延に対して測定をサーバにおいて補償する能力を前記サーバが含むか
どうかを示すメッセージを前記サーバから受信することと、
　　前記周波数間関連遅延に対して前記サーバにおいて測定を補償する前記能力を前記サ
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ーバが含むことを示す前記メッセージに応答して、前記モバイルデバイスにおいて、前記
第１の周波数、前記第２の周波数、または前記第１の周波数と前記第２の周波数の両方に
対応する周波数間関連遅延に対して前記第１の測定に周波数間バイアス補償を適用しない
ことを決定することと、
　　前記第１の周波数、前記第２の周波数、または前記第１の周波数と前記第２の周波数
の両方に対応する周波数間関連遅延に対して前記第１の測定に周波数間バイアス補償を適
用しないとの前記モバイルデバイスにおける前記決定に応答して、
　　　前記モバイルデバイスの前記位置を決定するために前記第１の測定と第１の測定記
述とを前記サーバに送ることと、ここにおいて、前記第１の測定記述が、前記周波数間関
連遅延に対して前記モバイルデバイスにおいて前記第１の測定が補償されていないことを
示す、
　を行うよう前記モバイルデバイスに指示するための前記プログラムコードに含まれる命
令にアクセスし、前記命令を実行するために前記メモリに結合された処理ユニットと
を備えるモバイルデバイス。
【請求項２６】
　前記プログラムコードは、
　前記周波数間関連遅延に対して前記サーバにおいて測定を補償する前記能力を前記サー
バが含まないことを示す前記メッセージに応答して、前記モバイルデバイスにおいて前記
第１の測定に前記周波数間バイアス補償を適用することを決定することと、
　前記第１の周波数、前記第２の周波数、または前記第１の周波数と前記第２の周波数の
両方に対応する周波数間関連遅延に対して前記第１の測定に前記周波数間バイアス補償を
適用するとの前記モバイルデバイスにおける前記決定に応答して、
　　補償された測定を生成するために前記第１の測定に前記周波数間バイアス補償を適用
することと、
　　前記モバイルデバイスの前記位置を決定するために前記補償された測定と第２の測定
記述とを前記サーバに送ることと、ここにおいて、前記第２の測定記述が、前記周波数間
関連遅延に対して前記モバイルデバイスにおいて前記補償された測定が補償されているこ
とを示す、
を行うよう前記モバイルデバイスに指示するための命令をさらに備える、請求項２５に記
載のモバイルデバイス。
【請求項２７】
　前記メッセージを前記サーバから受信するための前記命令は、ＬＴＥ測位プロトコル（
ＬＰＰ）メッセージを前記サーバから受信するための命令を備える、請求項２５に記載の
モバイルデバイス。
【請求項２８】
　前記プログラムコードは、前記周波数間バイアス補償を適用するとの前記決定に応答し
て、前記第１の測定に関して前記モバイルデバイスにおいて前記周波数間バイアス補償を
決定するための命令をさらに備える、請求項２５に記載のモバイルデバイス。
【請求項２９】
　前記周波数間バイアス補償を決定するための前記命令は、前記周波数間バイアス補償を
前記モバイルデバイスにおいて動的に計算するための命令を備える、請求項２８に記載の
モバイルデバイス。
【請求項３０】
　前記モバイルデバイスにおいて動的に計算するための前記命令は、前記モバイルデバイ
スの前記位置と前記周波数間バイアス補償とを提供する反復手順を実行するための命令を
備える、請求項２９に記載のモバイルデバイス。
【請求項３１】
　前記第１の測定記述を前記サーバに送るための前記命令は、ＬＴＥ測位プロトコル（Ｌ
ＰＰ）メッセージを前記サーバに送るための命令をさらに備える、請求項２５に記載のモ
バイルデバイス。
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【請求項３２】
　前記ＬＰＰメッセージを前記サーバに送るための前記命令は、前記周波数間関連遅延に
対して前記第１の測定が補償されていないことを示すように、前記ＬＰＰメッセージにお
けるフラグの論理状態を制御するための命令を含む、請求項３１に記載のモバイルデバイ
ス。
【請求項３３】
　ワイヤレス通信ネットワークにおけるモバイルデバイスの位置の決定を支援するための
サーバであって、
　プログラムコードを記憶するように適応されたメモリと、
　　前記周波数間関連遅延に対して測定を前記サーバにおいて補償する能力を前記サーバ
が含むかどうかを示すメッセージを前記モバイルデバイスに送ることと、
　　前記モバイルデバイスによって決定された第１の測位信号と第２の測位信号との間の
到着時間差の第１の測定を取得することと、前記第１の測位信号が第１の周波数で送信さ
れており、前記第２の測位信号が前記第１の周波数とは異なる第２の周波数で送信されて
いる、
　　前記モバイルデバイスから測定記述を取得することと、
　　前記第１の周波数、前記第２の周波数、または前記第１の周波数と前記第２の周波数
の両方に対応する周波数間関連遅延に対して前記モバイルデバイスによって前記第１の測
定が補償されていないことを前記測定記述が示すとの決定に応答して、
　　　前記第１の測定に対応する前記周波数間関連遅延に対する周波数間バイアス補償を
決定することと、
　　　補償された測定を生成するために前記第１の測定に前記周波数間バイアス補償を適
用することと、
　　　少なくとも部分的に、前記補償された測定に少なくとも部分的に基づいて前記モバ
イルデバイスの前記位置を決定すること
　を行うよう前記サーバに指示するための前記プログラムコードに含まれる命令にアクセ
スし、前記命令を実行するために前記メモリに結合された処理ユニットと
を備えるサーバ。
【請求項３４】
　前記メッセージを前記モバイルデバイスに送るための前記命令は、ＬＴＥ測位プロトコ
ル（ＬＰＰ）メッセージを前記モバイルデバイスに送るための命令を備える、請求項３３
に記載のサーバ。
【請求項３５】
　前記周波数間バイアス補償を決定するための前記命令は、前記周波数間バイアス補償を
前記サーバにおいて動的に計算するための命令を備える、請求項３３に記載のサーバ。
【請求項３６】
　前記サーバにおいて動的に計算するための前記命令は、前記モバイルデバイスの前記位
置と前記周波数間バイアス補償とを提供する反復手順を実行するための命令を備える、請
求項３５に記載のサーバ。
【請求項３７】
　前記プログラムコードは、
　前記第１の周波数、前記第２の周波数、または前記第１の周波数と前記第２の周波数の
両方に対応する前記周波数間関連遅延に対して前記モバイルデバイスによって前記第１の
測定が補償されていることを前記測定記述が示すとの決定に応答して、
　　少なくとも部分的に、前記第１の測定に少なくとも部分的に基づいて前記モバイルデ
バイスの前記位置を決定する
ための命令をさらに備える、請求項３３に記載のサーバ。
【請求項３８】
　少なくとも部分的に、前記第１の測定に少なくとも部分的に基づいて前記モバイルデバ
イスの前記位置を決定するための前記命令は、
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　前記第１の測定に対応する前記周波数間関連遅延に対する新しい周波数間バイアス補償
を決定することと、
　補償されていない測定を生成するために、前記モバイルデバイスによって前記第１の測
定に適用された周波数間バイアス補償を無効にすることと、
　前記補償されていない測定に前記新しい周波数間バイアス補償を適用することと
を行うための命令をさらに備える、請求項３７に記載のサーバ。
【請求項３９】
　前記測定記述は、前記モバイルデバイスによって前記第１の測定に適用された前記周波
数間バイアス補償の値をさらに示し、前記モバイルデバイスによって適用された前記周波
数間バイアス補償を無効にするための前記命令が、前記測定記述において示された前記周
波数間バイアス補償の前記値に基づいて前記周波数間バイアス補償を無効にするための命
令を備える、請求項３８に記載のサーバ。
【請求項４０】
　前記測定記述は、
　前記モバイルデバイスによって適用された前記周波数間バイアス補償のタイプ、
　前記モバイルデバイスによって適用された前記周波数間バイアス補償の信頼性もしくは
正確性を示す、前記モバイルデバイスによって決定されたメトリック、または
　前記モバイルデバイスによって適用された前記周波数間バイアス補償の経過期間のうち
の少なくとも１つを示す情報をさらに含み、前記プログラムコードが、前記測定記述に含
まれる前記情報に基づいて、前記コンピューティングプラットフォームにおいて前記新し
い周波数間バイアス補償を決定するか否かを決定するための命令をさらに備える、請求項
３８に記載のサーバ。
【請求項４１】
　前記モバイルデバイスから前記測定記述を取得するための前記命令は、前記モバイルデ
バイスからＬＴＥ測位プロトコル（ＬＰＰ）メッセージを受信するための命令をさらに備
える、請求項３３に記載のサーバ。
【請求項４２】
　前記モバイルデバイスから受信された前記ＬＰＰメッセージは、前記ＬＰＰメッセージ
にフラグを含み、前記フラグの論理状態が、前記周波数間関連遅延に対して前記第１の測
定が補償されているか否かを示す、請求項４１に記載のサーバ。
【請求項４３】
　ワイヤレス通信ネットワークにおけるモバイルデバイスの位置の決定を支援するための
モバイルデバイスであって、
　第１の周波数で送信された第１の測位信号と前記第１の周波数とは異なる第２の周波数
で送信された第２の測位信号とを獲得するための手段と、
　前記第１の測位信号と前記第２の測位信号との間の到着時間差の第１の測定を実行する
ための手段と、
　周波数間関連遅延に対して測定をサーバにおいて補償する能力を前記サーバが含むかど
うかを示すメッセージを前記サーバから受信するための手段と、
　前記周波数間関連遅延に対して前記サーバにおいて測定を補償する前記能力を前記サー
バが含むことを示す前記メッセージに応答して、前記モバイルデバイスにおいて、前記第
１の周波数、前記第２の周波数、または前記第１の周波数と前記第２の周波数の両方に対
応する周波数間関連遅延に対して前記第１の測定に周波数間バイアス補償を適用しないこ
とを決定するための手段と、
　前記第１の周波数、前記第２の周波数、または前記第１の周波数と前記第２の周波数の
両方に対応する周波数間関連遅延に対して前記第１の測定に周波数間バイアス補償を適用
しないとの前記モバイルデバイスにおける前記決定に応答して、前記モバイルデバイスの
前記位置を決定するために前記第１の測定と第１の測定記述とをサーバに送るための手段
と、ここにおいて、前記第１の測定記述が、前記周波数間関連遅延に対して前記モバイル
デバイスにおいて前記第１の測定が補償されていないことを示す、
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を備えるモバイルデバイス。
【請求項４４】
　前記周波数間関連遅延に対して前記サーバにおいて測定を補償する前記能力を前記サー
バが含まないことを示す前記メッセージに応答して、前記モバイルデバイスにおいて前記
第１の測定に前記周波数間バイアス補償を適用することを決定するための手段と、
　前記第１の周波数、前記第２の周波数、または前記第１の周波数と前記第２の周波数の
両方に対応する周波数間関連遅延に対して前記第１の測定に前記周波数間バイアス補償を
適用するとの前記モバイルデバイスにおける前記決定に応答して、補償された測定を生成
するために前記第１の測定に前記周波数間バイアス補償を適用するための手段と、
　前記第１の測定に前記周波数間バイアス補償を適用するとの前記決定に応答して、前記
モバイルデバイスの前記位置を決定するために前記補償された測定と第２の測定記述とを
前記サーバに送るための手段と、ここにおいて、前記第２の測定記述が、前記周波数間関
連遅延に対して前記モバイルデバイスにおいて前記補償された測定が補償されていること
を示す、
をさらに備える、請求項４３に記載のモバイルデバイス。
【請求項４５】
　ワイヤレス通信ネットワークにおけるモバイルデバイスの位置の決定を支援するための
サーバであって、
　前記周波数間関連遅延に対して測定を前記サーバにおいて補償する能力を前記サーバが
含むかどうかを示すメッセージを前記モバイルデバイスに送るための手段と、
　前記モバイルデバイスによって決定された第１の測位信号と第２の測位信号との間の到
着時間差の第１の測定を取得するための手段と、前記第１の測位信号が第１の周波数で送
信されており、前記第２の測位信号が前記第１の周波数とは異なる第２の周波数で送信さ
れている、
　前記モバイルデバイスから測定記述を取得するための手段と、
　前記第１の周波数、前記第２の周波数、または前記第１の周波数と前記第２の周波数の
両方に対応する周波数間関連遅延に対する周波数間バイアス補償を、前記周波数間関連遅
延に対して前記モバイルデバイスによって前記第１の測定が補償されていないことを前記
測定記述が示すとの決定に応答して決定するための手段と、
　前記第１の測定が補償されていないことを前記測定記述が示すとの前記決定に応答して
、補償された測定を生成するために前記第１の測定に前記周波数間バイアス補償を適用す
るための手段と、
　前記第１の測定が補償されていないことを前記測定記述が示すとの前記決定に応答して
、少なくとも部分的に、前記補償された測定に少なくとも部分的に基づいて前記モバイル
デバイスの前記位置を決定するための手段と
を備えるサーバ。
【請求項４６】
　前記第１の周波数、前記第２の周波数、または前記第１の周波数と前記第２の周波数の
両方に対応する前記周波数間関連遅延に対して前記モバイルデバイスによって前記第１の
測定が補償されていることを前記測定記述が示すとの決定に応答して、少なくとも部分的
に、前記第１の測定に少なくとも部分的に基づいて前記モバイルデバイスの前記位置を決
定するための手段
をさらに備える、請求項４５に記載のサーバ。
【請求項４７】
　少なくとも部分的に、前記第１の測定に少なくとも部分的に基づいて前記モバイルデバ
イスの前記位置を決定するための前記手段は、
　前記第１の測定に対応する前記周波数間関連遅延に対する新しい周波数間バイアス補償
を決定するための手段と、
　補償されていない測定を生成するために、前記モバイルデバイスによって前記第１の測
定に適用された周波数間バイアス補償を無効にするための手段と、
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　前記補償されていない測定に前記新しい周波数間バイアス補償を適用するための手段と
をさらに備える、請求項４６に記載のサーバ。
【請求項４８】
　前記モバイルデバイスから前記測定記述を取得するための前記手段は、
　前記モバイルデバイスからＬＴＥ測位プロトコル（ＬＰＰ）メッセージを受信するため
の手段
をさらに備える、請求項４５に記載のサーバ。
【請求項４９】
　ワイヤレス通信ネットワークにおけるモバイルデバイスの位置を決定する際に使用する
、そこに記憶されたプログラムコードを含む非一時的コンピュータ可読媒体であって、前
記プログラムコードは、
　第１の周波数で送信された第１の測位信号と前記第１の周波数とは異なる第２の周波数
で送信された第２の測位信号とを獲得することと、
　前記第１の測位信号と前記第２の測位信号との間の到着時間差の第１の測定を実行する
ことと、
　周波数間関連遅延に対して測定をサーバにおいて補償する能力を前記サーバが含むかど
うかを示すメッセージを前記サーバから受信することと、
　前記周波数間関連遅延に対して前記サーバにおいて測定を補償する前記能力を前記サー
バが含むことを示す前記メッセージに応答して、前記モバイルデバイスにおいて、前記第
１の周波数、前記第２の周波数、または前記第１の周波数と前記第２の周波数の両方に対
応する周波数間関連遅延に対して前記第１の測定に周波数間バイアス補償を適用しないこ
とを決定することと、
　前記第１の周波数、前記第２の周波数、または前記第１の周波数と前記第２の周波数の
両方に対応する周波数間関連遅延に対して前記第１の測定に前記周波数間バイアス補償を
適用しないとの前記モバイルデバイスにおける前記決定に応答して、
　　前記モバイルデバイスの前記位置を決定するために前記第１の測定と第１の測定記述
とをサーバに送ることと、ここにおいて、前記第１の測定記述が、前記周波数間関連遅延
に対して前記モバイルデバイスにおいて前記第１の測定が補償されていないことを示す、
を行うための命令を備える、非一時的コンピュータ可読媒体。
【請求項５０】
　前記プログラムコードは、
　前記周波数間関連遅延に対して前記サーバにおいて測定を補償する前記能力を前記サー
バが含まないことを示す前記メッセージに応答して、前記モバイルデバイスにおいて前記
第１の測定に前記周波数間バイアス補償を適用することを決定することと、
　前記第１の周波数、前記第２の周波数、または前記第１の周波数と前記第２の周波数の
両方に対応する前記周波数間関連遅延に対して前記第１の測定に前記周波数間バイアス補
償を適用するとの前記モバイルデバイスにおける前記決定に応答して、
　補償された測定を生成するために前記第１の測定に前記周波数間バイアス補償を適用す
ることと、
　前記モバイルデバイスの前記位置を決定するために前記補償された測定と第２の測定記
述とを前記サーバに送ることと、ここにおいて、前記第２の測定記述が、前記周波数間関
連遅延に対して前記モバイルデバイスにおいて前記補償された測定が補償されていること
を示す、
を行うための命令をさらに備える、請求項４９に記載の非一時的コンピュータ可読媒体。
【請求項５１】
　ワイヤレス通信ネットワークにおけるモバイルデバイスの位置を決定する際に使用する
、そこに記憶されたプログラムコードを含む非一時的コンピュータ可読媒体であって、前
記プログラムコードは、
　前記周波数間関連遅延に対して測定をサーバにおいて補償する能力を前記サーバが含む
かどうかを示すメッセージを前記サーバから前記モバイルデバイスに送ることと、
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　前記サーバにおいて、前記モバイルデバイスによって決定された第１の測位信号と第２
の測位信号との間の到着時間差の第１の測定を取得することと、前記第１の測位信号が第
１の周波数で送信されており、前記第２の測位信号が前記第１の周波数とは異なる第２の
周波数で送信されている、
　前記サーバにおいて、前記モバイルデバイスから測定記述を取得することと、
　前記第１の周波数、前記第２の周波数、または前記第１の周波数と前記第２の周波数の
両方に対応する周波数間関連遅延に対して前記モバイルデバイスによって前記第１の測定
が補償されていないことを前記測定記述が示すとの決定に応答して、
　　前記第１の測定に対応する前記周波数間関連遅延に対する周波数間バイアス補償を決
定することと、
　　補償された測定を生成するために前記第１の測定に前記周波数間バイアス補償を適用
することと、
　　少なくとも部分的に、前記補償された測定に少なくとも部分的に基づいて前記モバイ
ルデバイスの前記位置を決定することと
を行うための命令を備える、非一時的コンピュータ可読媒体。
【請求項５２】
　前記プログラムコードは、
　前記第１の周波数、前記第２の周波数、または前記第１の周波数と前記第２の周波数の
両方に対応する前記周波数間関連遅延に対して前記モバイルデバイスによって前記第１の
測定が補償されていることを前記測定記述が示すとの決定に応答して、
　少なくとも部分的に、前記第１の測定に少なくとも部分的に基づいて前記モバイルデバ
イスの前記位置を決定する
ための命令をさらに備える、請求項５８に記載の非一時的コンピュータ可読媒体。
【請求項５３】
　少なくとも部分的に、前記第１の測定に少なくとも部分的に基づいて前記モバイルデバ
イスの前記位置を決定するための前記命令は、
　前記第１の測定に対応する前記周波数間関連遅延に対する新しい周波数間バイアス補償
を決定することと、
　補償されていない測定を生成するために、前記モバイルデバイスによって前記第１の測
定に適用された周波数間バイアス補償を無効にすることと、
　前記補償されていない測定に前記新しい周波数間バイアス補償を適用することと
を行うための命令をさらに備える、請求項６０に記載の非一時的コンピュータ可読媒体。
【請求項５４】
　モバイルデバイスにおいて使用する方法であって、前記モバイルデバイスにおいて、
　第１の周波数で送信された第１の測位信号と前記第１の周波数とは異なる第２の周波数
で送信された第２の測位信号とを獲得することと、
　前記第１の測位信号と前記第２の測位信号との間の到着時間差の測定を実行することと
、
　前記測定に対して前記モバイルデバイスにおいて周波数間バイアス補償を決定すること
と、ここにおいて、前記周波数間バイアス補償を決定することは、前記モバイルデバイス
の位置と前記周波数間バイアス補償とを提供する反復手順を実行することを備える、
　補償された測定を生成するために前記測定に前記周波数間バイアス補償を適用すること
と、前記周波数間バイアス補償が、前記第１の周波数、前記第２の周波数、または前記第
１の周波数と前記第２の周波数の両方に対応する周波数間関連遅延を減らす、
　前記補償された測定と測定記述とをロケーションサーバに送ることと、ここにおいて、
前記測定記述が、前記周波数間関連遅延に対して前記モバイルデバイスにおいて前記補償
された測定が補償されていることを示す、
を備える方法。
【請求項５５】
　モバイルデバイスにおいて使用する装置であって、
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　第１の周波数で送信された第１の測位信号と前記第１の周波数とは異なる第２の周波数
で送信された第２の測位信号とを獲得するための手段と、
　前記第１の測位信号と前記第２の測位信号との間の到着時間差の測定を実行するための
手段と、
　前記測定に対して前記モバイルデバイスにおいて周波数間バイアス補償を決定するため
の手段と、ここにおいて、前記周波数間バイアス補償を決定するための手段は、前記モバ
イルデバイスの位置と前記周波数間バイアス補償とを提供する反復手順を実行するための
手段を備える、
　補償された測定を生成するために前記測定に前記周波数間バイアス補償を適用するため
の手段と、前記周波数間バイアス補償が、前記第１の周波数、前記第２の周波数、または
前記第１の周波数と前記第２の周波数の両方に対応する周波数間関連遅延を減らす、
　前記補償された測定と測定記述とをロケーションサーバに送るための手段と、ここにお
いて、前記測定記述が、前記周波数間関連遅延に対して前記モバイルデバイスにおいて前
記補償された測定が補償されていることを示す、
を備える装置。
【請求項５６】
　モバイルデバイスにおいて使用する装置であって、
　プログラムコードを記憶するように適応されたメモリと、
　　第１の周波数で送信された第１の測位信号と前記第１の周波数とは異なる第２の周波
数で送信された第２の測位信号とを獲得することと、
　　前記第１の測位信号と前記第２の測位信号との間の到着時間差の測定を実行すること
と、
　　前記測定に対して前記モバイルデバイスにおいて周波数間バイアス補償を決定するこ
とと、ここにおいて、前記周波数間バイアス補償を決定するための命令は、前記モバイル
デバイスの位置と前記周波数間バイアス補償とを提供する反復手順を実行するための命令
を備える、
　　補償された測定を生成するために前記測定に周波数間バイアス補償を適用することと
、前記周波数間バイアス補償が、前記第１の周波数、前記第２の周波数、または前記第１
の周波数と前記第２の周波数の両方に対応する周波数間関連遅延を減らす、
　　前記補償された測定と測定記述とをロケーションサーバに送ることと、ここにおいて
、前記測定記述が、前記周波数間関連遅延に対して前記モバイルデバイスにおいて前記補
償された測定が補償されていることを示す、
　を行うよう前記モバイルデバイスに指示するための前記プログラムコードに含まれる命
令にアクセスし、前記命令を実行するために前記メモリに結合された処理ユニットと
を備える装置。
【請求項５７】
　ワイヤレス通信ネットワークにおけるモバイルデバイスの位置を決定する際に使用する
、そこに記憶されたプログラムコードを含む非一時的コンピュータ可読媒体であって、前
記プログラムコードは、
　第１の周波数で送信された第１の測位信号と前記第１の周波数とは異なる第２の周波数
で送信された第２の測位信号とを獲得することと、
　前記第１の測位信号と前記第２の測位信号との間の到着時間差の測定を実行することと
、
　前記測定に対して前記モバイルデバイスにおいて周波数間バイアス補償を決定すること
と、ここにおいて、前記周波数間バイアス補償を決定するための命令は、前記モバイルデ
バイスの前記位置と前記周波数間バイアス補償とを提供する反復手順を実行する命令を備
える、
　補償された測定を生成するために前記測定に前記周波数間バイアス補償を適用すること
と、前記周波数間バイアス補償が、前記第１の周波数、前記第２の周波数、または前記第
１の周波数と前記第２の周波数の両方に対応する周波数間関連遅延を減らす、
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　前記補償された測定と測定記述とをロケーションサーバに送ることと、ここにおいて、
前記測定記述が、前記周波数間関連遅延に対して前記モバイルデバイスにおいて前記補償
された測定が補償されていることを示す、
を行うための命令を備える、非一時的コンピュータ可読媒体。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１８４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１８４】
　[00138]上記の開示は、例示的な実施形態を示すが、現在特許請求されている主題の範
囲から逸脱することなく、本明細書において様々な変更および修正が行われ得ることに留
意されたい。本明細書で説明された実施形態による方法クレームの機能、ステップおよび
／またはアクションは、特定の順序で実行されなくてもよい。さらに、要素は、単数形で
説明または特許請求されていることがあるが、単数形に限定することが明示的に述べられ
ていない限り、複数形が企図される。
　以下に本願の出願当初の特許請求の範囲に記載された発明を付記する。
［Ｃ１］
　モバイルデバイスにおいて使用する方法であって、前記モバイルデバイスにおいて、
　第１の周波数で送信された第１の測位信号と前記第１の周波数とは異なる第２の周波数
で送信された第２の測位信号とを獲得することと、
　前記第１の測位信号と前記第２の測位信号との間の到着時間差の第１の測定を実行する
ことと、
　前記第１の周波数、前記第２の周波数、または前記第１の周波数と前記第２の周波数の
両方に対応する周波数間関連遅延に対して前記第１の測定に周波数間バイアス補償を適用
しないとの前記モバイルデバイスにおける決定に応答して、
　　前記モバイルデバイスの位置を決定するために前記第１の測定と第１の測定記述とを
サーバに送ることと、ここにおいて、前記第１の測定記述が、前記周波数間関連遅延に対
して前記モバイルデバイスにおいて前記第１の測定が補償されていないことを示す、
を備える方法。
［Ｃ２］
　前記第１の周波数、前記第２の周波数、または前記第１の周波数と前記第２の周波数の
両方に対応する周波数間関連遅延に対して前記第１の測定に前記周波数間バイアス補償を
適用するとの前記モバイルデバイスにおける決定に応答して、
　　補償された測定を生成するために前記第１の測定に前記周波数間バイアス補償を適用
することと、
　　前記モバイルデバイスの前記位置を決定するために前記補償された測定と第２の測定
記述とを前記サーバに送ることと、ここにおいて、前記第２の測定記述が、前記周波数間
関連遅延に対して前記モバイルデバイスにおいて前記補償された測定が補償されているこ
とを示す、
をさらに備える、Ｃ１に記載の方法。
［Ｃ３］
　前記周波数間関連遅延に対して測定を前記サーバにおいて補償する能力を前記サーバが
含むかどうかを示すメッセージを前記サーバから受信することと、
　前記周波数間関連遅延に対して前記サーバにおいて測定を補償する前記能力を前記サー
バが含まないことを示す前記メッセージに応答して、前記モバイルデバイスにおいて前記
第１の測定に前記周波数間バイアス補償を適用することを決定することと、
　前記周波数間関連遅延に対して前記サーバにおいて測定を補償する前記能力を前記サー
バが含むことを示す前記メッセージに応答して、前記モバイルデバイスにおいて前記第１
の測定に前記周波数間バイアス補償を適用しないことを決定することと
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をさらに備える、Ｃ２に記載の方法。
［Ｃ４］
　前記メッセージを前記サーバから受信することは、ＬＴＥ測位プロトコル（ＬＰＰ）メ
ッセージを前記サーバから受信することを備える、Ｃ３に記載の方法。
［Ｃ５］
　前記周波数間バイアス補償を適用するとの前記決定に応答して、前記第１の測定に関し
て前記モバイルデバイスにおいて前記周波数間バイアス補償を決定すること
をさらに備える、Ｃ２に記載の方法。
［Ｃ６］
　前記周波数間バイアス補償を決定することは、前記周波数間バイアス補償を前記モバイ
ルデバイスにおいて動的に計算することを備える、Ｃ５に記載の方法。
［Ｃ７］
　前記モバイルデバイスにおいて動的に計算することは、前記モバイルデバイスの前記位
置と前記周波数間バイアス補償とを提供する反復手順を実行することを備える、Ｃ６に記
載の方法。
［Ｃ８］
　前記第２の測定記述は、
　前記モバイルデバイスによって前記第１の測定に適用される前記周波数間バイアス補償
の値、
　前記モバイルデバイスによって適用された前記周波数間バイアス補償のタイプ、
　前記モバイルデバイスによって適用された前記周波数間バイアス補償の信頼性もしくは
正確性を示す、前記モバイルによって決定されたメトリック、
　前記モバイルデバイスによって適用された前記周波数間バイアス補償の経過期間、また
は
　前記到着時間差の前記第１の測定を実行するために前記モバイルデバイスによって使用
されたデータの少なくとも一部分
のうちの少なくとも１つを示す情報をさらに含む、Ｃ５に記載の方法。
［Ｃ９］
　前記到着時間差の前記第１の測定を実行するために前記モバイルデバイスによって使用
されたデータの前記一部分は、前記第１の測位信号の到着時間および前記第２の測位信号
の到着時間のうちの少なくとも１つを含む、Ｃ８に記載の方法。
［Ｃ１０］
　前記第１の測定を実行することは、前記第１および第２の測位信号の観測到着時間差（
ＯＴＤＯＡ）測定を実行することを備える、Ｃ１に記載の方法。
［Ｃ１１］
　前記サーバは、ワイヤレス通信ネットワーク内にロケーションサーバを備える、Ｃ１に
記載の方法。
［Ｃ１２］
　前記第１の測定記述を前記サーバに送ることは、
　ＬＴＥ測位プロトコル（ＬＰＰ）メッセージを前記サーバに送ること
をさらに備える、Ｃ１に記載の方法。
［Ｃ１３］
　前記ＬＰＰメッセージを前記サーバに送ることは、前記周波数間関連遅延に対して前記
第１の測定が補償されていないことを示すように、前記ＬＰＰメッセージにおけるフラグ
の論理状態を制御することを含む、Ｃ１２に記載の方法。
［Ｃ１４］
　コンピューティングプラットフォームを備えるサーバにおいて使用する方法であって、
前記コンピューティングプラットフォームにおいて、
　モバイルデバイスによって決定された第１の測位信号と第２の測位信号との間の到着時
間差の第１の測定を取得することと、前記第１の測位信号が第１の周波数で送信されてお
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り、前記第２の測位信号が前記第１の周波数とは異なる第２の周波数で送信されている、
　前記モバイルデバイスから測定記述を取得することと、
　前記第１の周波数、前記第２の周波数、または前記第１の周波数と前記第２の周波数の
両方に対応する周波数間関連遅延に対して前記モバイルデバイスによって前記第１の測定
が補償されていないことを前記測定記述が示すとの決定に応答して、
　　前記第１の測定に対応する前記周波数間関連遅延に対する周波数間バイアス補償を決
定することと、
　　補償された測定を生成するために前記第１の測定に前記周波数間バイアス補償を適用
することと、
　　少なくとも部分的に、前記補償された測定に少なくとも部分的に基づいて前記モバイ
ルデバイスの位置を決定することと
を備える方法。
［Ｃ１５］
　前記周波数間関連遅延に対して測定を前記サーバにおいて補償する能力を前記サーバが
含むかどうかを示すメッセージを前記モバイルデバイスに送ることをさらに備える、Ｃ１
４に記載の方法。
［Ｃ１６］
　前記メッセージを前記モバイルデバイスに送ることは、ＬＴＥ測位プロトコル（ＬＰＰ
）メッセージを前記モバイルデバイスに送ることを備える、Ｃ１５に記載の方法。
［Ｃ１７］
　前記周波数間バイアス補償を決定することは、前記周波数間バイアス補償を前記コンピ
ューティングプラットフォームにおいて動的に計算することを備える、Ｃ１４に記載の方
法。
［Ｃ１８］
　前記コンピューティングプラットフォームにおいて動的に計算することは、前記モバイ
ルデバイスの前記位置と前記周波数間バイアス補償とを提供する反復手順を実行すること
を備える、Ｃ１７に記載の方法。
［Ｃ１９］
　前記第１の周波数、前記第２の周波数、または前記第１の周波数と前記第２の周波数の
両方に対応する前記周波数間関連遅延に対して前記モバイルデバイスによって前記第１の
測定が補償されていることを前記測定記述が示すとの決定に応答して、
　　少なくとも部分的に、前記第１の測定に少なくとも部分的に基づいて前記モバイルデ
バイスの前記位置を決定すること
をさらに備える、Ｃ１４に記載の方法。
［Ｃ２０］
　少なくとも部分的に、前記第１の測定に少なくとも部分的に基づいて前記モバイルデバ
イスの前記位置を決定することは、
　前記第１の測定に対応する前記周波数間関連遅延に対する新しい周波数間バイアス補償
を決定することと、
　補償されていない測定を生成するために、前記モバイルデバイスによって前記第１の測
定に適用された周波数間バイアス補償を無効にすることと、
　前記補償されていない測定に前記新しい周波数間バイアス補償を適用することと
をさらに備える、Ｃ１９に記載の方法。
［Ｃ２１］
　前記測定記述は、前記モバイルデバイスによって前記第１の測定に適用された前記周波
数間バイアス補償の値をさらに示し、前記モバイルデバイスによって適用された前記周波
数間バイアス補償を無効にすることが、前記測定記述において示された前記周波数間バイ
アス補償の前記値に基づく、Ｃ２０に記載の方法。
［Ｃ２２］
　前記測定記述は、
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　前記モバイルデバイスによって適用された前記周波数間バイアス補償のタイプ、
　前記モバイルデバイスによって適用された前記周波数間バイアス補償の信頼性もしくは
正確性を示す、前記モバイルによって決定されたメトリック、または
　前記モバイルデバイスによって適用された前記周波数間バイアス補償の経過期間のうち
の少なくとも１つを示す情報をさらに含み、前記方法が、前記測定記述に含まれる前記情
報に基づいて、前記コンピューティングプラットフォームにおいて前記新しい周波数間バ
イアス補償を決定するか否かを決定することをさらに備える、Ｃ２０に記載の方法。
［Ｃ２３］
　前記測定記述は、前記到着時間差の前記第１の測定を実行するために前記モバイルデバ
イスによって使用されたデータの少なくとも一部分をさらに含み、前記周波数間関連遅延
に対する前記周波数間バイアス補償を決定することが、前記測定記述において示される前
記モバイルデバイスによって使用された前記データに基づく、Ｃ１４に記載の方法。
［Ｃ２４］
　前記モバイルデバイスから前記測定記述を取得することは、
　前記モバイルデバイスからＬＴＥ測位プロトコル（ＬＰＰ）メッセージを受信すること
をさらに備える、Ｃ１４に記載の方法。
［Ｃ２５］
　前記モバイルデバイスから受信された前記ＬＰＰメッセージは、前記ＬＰＰメッセージ
にフラグを含み、前記フラグの論理状態が、前記周波数間関連遅延に対して前記第１の測
定が補償されているか否かを示す、Ｃ２４に記載の方法。
［Ｃ２６］
　前記第１の測位信号と前記第２の測位信号との間の前記到着時間差の前記第１の測定は
、前記第１の測位信号と前記第２の測位信号との間の観測到着時間差（ＯＴＤＯＡ）測定
を備える、Ｃ１４に記載の方法。
［Ｃ２７］
　ワイヤレス通信ネットワークにおけるモバイルデバイスの位置の決定を支援するための
モバイルデバイスであって、
　プログラムコードを記憶するように適応されたメモリと、
　　第１の周波数で送信された第１の測位信号と前記第１の周波数とは異なる第２の周波
数で送信された第２の測位信号とを獲得することと、
　　前記第１の測位信号と前記第２の測位信号との間の到着時間差の第１の測定を実行す
ることと、
　　前記第１の周波数、前記第２の周波数、または前記第１の周波数と前記第２の周波数
の両方に対応する周波数間関連遅延に対して前記第１の測定に周波数間バイアス補償を適
用しないとの前記モバイルデバイスにおける決定に応答して、
　　　前記モバイルデバイスの前記位置を決定するために前記第１の測定と第１の測定記
述とをサーバに送ることと、ここにおいて、前記第１の測定記述が、前記周波数間関連遅
延に対して前記モバイルデバイスにおいて前記第１の測定が補償されていないことを示す
、
　を行うよう前記モバイルデバイスに指示するための前記プログラムコードに含まれる命
令にアクセスし、前記命令を実行するために前記メモリに結合された処理ユニットと
を備えるモバイルデバイス。
［Ｃ２８］
　前記プログラムコードは、
　前記第１の周波数、前記第２の周波数、または前記第１の周波数と前記第２の周波数の
両方に対応する周波数間関連遅延に対して前記第１の測定に前記周波数間バイアス補償を
適用するとの前記モバイルデバイスにおける決定に応答して、
　　補償された測定を生成するために前記第１の測定に前記周波数間バイアス補償を適用
することと、
　　前記モバイルデバイスの前記位置を決定するために前記補償された測定と第２の測定
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記述とを前記サーバに送ることと、ここにおいて、前記第２の測定記述が、前記周波数間
関連遅延に対して前記モバイルデバイスにおいて前記補償された測定が補償されているこ
とを示す、
を行うよう前記モバイルデバイスに指示するための命令をさらに備える、Ｃ２７に記載の
モバイルデバイス。
［Ｃ２９］
　前記プログラムコードは、
　前記周波数間関連遅延に対して測定を前記サーバにおいて補償する能力を前記サーバが
含むかどうかを示すメッセージを前記サーバから受信することと、
　前記周波数間関連遅延に対して前記サーバにおいて測定を補償する前記能力を前記サー
バが含まないことを示す前記メッセージに応答して、前記モバイルデバイスにおいて前記
第１の測定に前記周波数間バイアス補償を適用することを決定することと、
　前記周波数間関連遅延に対して前記サーバにおいて測定を補償する前記能力を前記サー
バが含むことを示す前記メッセージに応答して、前記モバイルデバイスにおいて前記第１
の測定に前記周波数間バイアス補償を適用しないことを決定することと
を行うための命令をさらに備える、Ｃ２８に記載のモバイルデバイス。
［Ｃ３０］
　前記メッセージを前記サーバから受信するための前記命令は、ＬＴＥ測位プロトコル（
ＬＰＰ）メッセージを前記サーバから受信するための命令を備える、Ｃ２９に記載のモバ
イルデバイス。
［Ｃ３１］
　前記プログラムコードは、前記周波数間バイアス補償を適用するとの前記決定に応答し
て、前記第１の測定に関して前記モバイルデバイスにおいて前記周波数間バイアス補償を
決定するための命令をさらに備える、Ｃ２９に記載のモバイルデバイス。
［Ｃ３２］
　前記周波数間バイアス補償を決定するための前記命令は、前記周波数間バイアス補償を
前記モバイルデバイスにおいて動的に計算するための命令を備える、Ｃ３１に記載のモバ
イルデバイス。
［Ｃ３３］
　前記モバイルデバイスにおいて動的に計算するための前記命令は、前記モバイルデバイ
スの前記位置と前記周波数間バイアス補償とを提供する反復手順を実行するための命令を
備える、Ｃ３２に記載のモバイルデバイス。
［Ｃ３４］
　前記第１の測定記述を前記サーバに送るための前記命令は、ＬＴＥ測位プロトコル（Ｌ
ＰＰ）メッセージを前記サーバに送るための命令をさらに備える、Ｃ２７に記載のモバイ
ルデバイス。
［Ｃ３５］
　前記ＬＰＰメッセージを前記サーバに送るための前記命令は、前記周波数間関連遅延に
対して前記第１の測定が補償されていないことを示すように、前記ＬＰＰメッセージにお
けるフラグの論理状態を制御するための命令を含む、Ｃ３４に記載のモバイルデバイス。
［Ｃ３６］
　ワイヤレス通信ネットワークにおけるモバイルデバイスの位置の決定を支援するための
サーバであって、
　プログラムコードを記憶するように適応されたメモリと、
　　前記モバイルデバイスによって決定された第１の測位信号と第２の測位信号との間の
到着時間差の第１の測定を取得することと、前記第１の測位信号が第１の周波数で送信さ
れており、前記第２の測位信号が前記第１の周波数とは異なる第２の周波数で送信されて
いる、
　　前記モバイルデバイスから測定記述を取得することと、
　　前記第１の周波数、前記第２の周波数、または前記第１の周波数と前記第２の周波数
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の両方に対応する周波数間関連遅延に対して前記モバイルデバイスによって前記第１の測
定が補償されていないことを前記測定記述が示すとの決定に応答して、
　　　前記第１の測定に対応する前記周波数間関連遅延に対する周波数間バイアス補償を
決定することと、
　　　補償された測定を生成するために前記第１の測定に前記周波数間バイアス補償を適
用することと、
　　　少なくとも部分的に、前記補償された測定に少なくとも部分的に基づいて前記モバ
イルデバイスの前記位置を決定すること
　を行うよう前記サーバに指示するための前記プログラムコードに含まれる命令にアクセ
スし、前記命令を実行するために前記メモリに結合された処理ユニットと
を備えるサーバ。
［Ｃ３７］
　前記プログラムコードは、前記周波数間関連遅延に対して測定を前記サーバにおいて補
償する能力を前記サーバが含むかどうかを示すメッセージを前記モバイルデバイスに送る
ための命令をさらに備える、Ｃ３６に記載のサーバ。
［Ｃ３８］
　前記メッセージを前記モバイルデバイスに送るための前記命令は、ＬＴＥ測位プロトコ
ル（ＬＰＰ）メッセージを前記モバイルデバイスに送るための命令を備える、Ｃ３７に記
載のサーバ。
［Ｃ３９］
　前記周波数間バイアス補償を決定するための前記命令は、前記周波数間バイアス補償を
前記サーバにおいて動的に計算するための命令を備える、Ｃ３６に記載のサーバ。
［Ｃ４０］
　前記サーバにおいて動的に計算するための前記命令は、前記モバイルデバイスの前記位
置と前記周波数間バイアス補償とを提供する反復手順を実行するための命令を備える、Ｃ
３９に記載のサーバ。
［Ｃ４１］
　前記プログラムコードは、
　前記第１の周波数、前記第２の周波数、または前記第１の周波数と前記第２の周波数の
両方に対応する前記周波数間関連遅延に対して前記モバイルデバイスによって前記第１の
測定が補償されていることを前記測定記述が示すとの決定に応答して、
　　少なくとも部分的に、前記第１の測定に少なくとも部分的に基づいて前記モバイルデ
バイスの前記位置を決定する
ための命令をさらに備える、Ｃ３６に記載のサーバ。
［Ｃ４２］
　少なくとも部分的に、前記第１の測定に少なくとも部分的に基づいて前記モバイルデバ
イスの前記位置を決定するための前記命令は、
　前記第１の測定に対応する前記周波数間関連遅延に対する新しい周波数間バイアス補償
を決定することと、
　補償されていない測定を生成するために、前記モバイルデバイスによって前記第１の測
定に適用された周波数間バイアス補償を無効にすることと、
　前記補償されていない測定に前記新しい周波数間バイアス補償を適用することと
を行うための命令をさらに備える、Ｃ４１に記載のサーバ。
［Ｃ４３］
　前記測定記述は、前記モバイルデバイスによって前記第１の測定に適用された前記周波
数間バイアス補償の値をさらに示し、前記モバイルデバイスによって適用された前記周波
数間バイアス補償を無効にするための前記命令が、前記測定記述において示された前記周
波数間バイアス補償の前記値に基づいて前記周波数間バイアス補償を無効にするための命
令を備える、Ｃ４２に記載のサーバ。
［Ｃ４４］



(63) JP 2018-510331 A 2018.4.12

　前記測定記述は、
　前記モバイルデバイスによって適用された前記周波数間バイアス補償のタイプ、
　前記モバイルデバイスによって適用された前記周波数間バイアス補償の信頼性もしくは
正確性を示す、前記モバイルによって決定されたメトリック、または
　前記モバイルデバイスによって適用された前記周波数間バイアス補償の経過期間のうち
の少なくとも１つを示す情報をさらに含み、前記プログラムコードが、前記測定記述に含
まれる前記情報に基づいて、前記コンピューティングプラットフォームにおいて前記新し
い周波数間バイアス補償を決定するか否かを決定するための命令をさらに備える、Ｃ４２
に記載のサーバ。
［Ｃ４５］
　前記モバイルデバイスから前記測定記述を取得するための前記命令は、前記モバイルデ
バイスからＬＴＥ測位プロトコル（ＬＰＰ）メッセージを受信するための命令を備える、
Ｃ３６に記載のサーバ。
［Ｃ４６］
　前記モバイルデバイスから受信された前記ＬＰＰメッセージは、前記ＬＰＰメッセージ
にフラグを含み、前記フラグの論理状態が、前記周波数間関連遅延に対して前記第１の測
定が補償されているか否かを示す、Ｃ４５に記載のサーバ。
［Ｃ４７］
　ワイヤレス通信ネットワークにおけるモバイルデバイスの位置の決定を支援するための
モバイルデバイスであって、
　第１の周波数で送信された第１の測位信号と前記第１の周波数とは異なる第２の周波数
で送信された第２の測位信号とを獲得するための手段と、
　前記第１の測位信号と前記第２の測位信号との間の到着時間差の第１の測定を実行する
ための手段と、
　前記第１の周波数、前記第２の周波数、または前記第１の周波数と前記第２の周波数の
両方に対応する周波数間関連遅延に対して前記第１の測定に周波数間バイアス補償を適用
しないとの前記モバイルデバイスにおける決定に応答して、前記モバイルデバイスの前記
位置を決定するために前記第１の測定と第１の測定記述とをサーバに送るための手段と、
ここにおいて、前記第１の測定記述が、前記周波数間関連遅延に対して前記モバイルデバ
イスにおいて前記第１の測定が補償されていないことを示す、
を備えるモバイルデバイス。
［Ｃ４８］
　前記第１の周波数、前記第２の周波数、または前記第１の周波数と前記第２の周波数の
両方に対応する周波数間関連遅延に対して前記第１の測定に前記周波数間バイアス補償を
適用するとの前記モバイルデバイスにおける決定に応答して、補償された測定を生成する
ために前記第１の測定に前記周波数間バイアス補償を適用するための手段と、
　前記第１の測定に前記周波数間バイアス補償を適用するとの前記決定に応答して、前記
モバイルデバイスの前記位置を決定するために前記補償された測定と第２の測定記述とを
前記サーバに送るための手段と、ここにおいて、前記第２の測定記述が、前記周波数間関
連遅延に対して前記モバイルデバイスにおいて前記補償された測定が補償されていること
を示す、
をさらに備える、Ｃ４７に記載のモバイルデバイス。
［Ｃ４９］
　前記周波数間関連遅延に対して測定を前記サーバにおいて補償する能力を前記サーバが
含むかどうかを示すメッセージを前記サーバから受信するための手段と、
　前記周波数間関連遅延に対して前記サーバにおいて測定を補償する前記能力を前記サー
バが含まないことを示す前記メッセージに応答して、前記モバイルデバイスにおいて前記
第１の測定に前記周波数間バイアス補償を適用することを決定するための手段と、
　前記周波数間関連遅延に対して前記サーバにおいて測定を補償する前記能力を前記サー
バが含むことを示す前記メッセージに応答して、前記モバイルデバイスにおいて前記第１
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の測定に前記周波数間バイアス補償を適用しないことを決定するための手段と
をさらに備える、Ｃ４８に記載のモバイルデバイス。
［Ｃ５０］
　ワイヤレス通信ネットワークにおけるモバイルデバイスの位置の決定を支援するための
サーバであって、
　前記モバイルデバイスによって決定された第１の測位信号と第２の測位信号との間の到
着時間差の第１の測定を取得するための手段と、前記第１の測位信号が第１の周波数で送
信されており、前記第２の測位信号が前記第１の周波数とは異なる第２の周波数で送信さ
れている、
　前記モバイルデバイスから測定記述を取得するための手段と、
　前記第１の周波数、前記第２の周波数、または前記第１の周波数と前記第２の周波数の
両方に対応する周波数間関連遅延に対する周波数間バイアス補償を、前記周波数間関連遅
延に対して前記モバイルデバイスによって前記第１の測定が補償されていないことを前記
測定記述が示すとの決定に応答して決定するための手段と、
　前記第１の測定が補償されていないことを前記測定記述が示すとの前記決定に応答して
、補償された測定を生成するために前記第１の測定に前記周波数間バイアス補償を適用す
るための手段と、
　前記第１の測定が補償されていないことを前記測定記述が示すとの前記決定に応答して
、少なくとも部分的に、前記補償された測定に少なくとも部分的に基づいて前記モバイル
デバイスの前記位置を決定するための手段と
を備えるサーバ。
［Ｃ５１］
　前記周波数間関連遅延に対して測定を前記サーバにおいて補償する能力を前記サーバが
含むかどうかを示すメッセージを前記モバイルデバイスに送るための手段をさらに備える
、Ｃ５０に記載のサーバ。
［Ｃ５２］
　前記第１の周波数、前記第２の周波数、または前記第１の周波数と前記第２の周波数の
両方に対応する前記周波数間関連遅延に対して前記モバイルデバイスによって前記第１の
測定が補償されていることを前記測定記述が示すとの決定に応答して、少なくとも部分的
に、前記第１の測定に少なくとも部分的に基づいて前記モバイルデバイスの前記位置を決
定するための手段
をさらに備える、Ｃ５０に記載のサーバ。
［Ｃ５３］
　少なくとも部分的に、前記第１の測定に少なくとも部分的に基づいて前記モバイルデバ
イスの前記位置を決定するための前記手段は、
　前記第１の測定に対応する前記周波数間関連遅延に対する新しい周波数間バイアス補償
を決定するための手段と、
　補償されていない測定を生成するために、前記モバイルデバイスによって前記第１の測
定に適用された周波数間バイアス補償を無効にするための手段と、
　前記補償されていない測定に前記新しい周波数間バイアス補償を適用するための手段と
をさらに備える、Ｃ５２に記載のサーバ。
［Ｃ５４］
　前記モバイルデバイスから前記測定記述を取得するための前記手段は、
　前記モバイルデバイスからＬＴＥ測位プロトコル（ＬＰＰ）メッセージを受信するため
の手段
をさらに備える、Ｃ５０に記載のサーバ。
［Ｃ５５］
　ワイヤレス通信ネットワークにおけるモバイルデバイスの位置を決定する際に使用する
プログラムコードが記憶されている非一時的コンピュータ可読媒体であって、前記プログ
ラムコードは、
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　第１の周波数で送信された第１の測位信号と前記第１の周波数とは異なる第２の周波数
で送信された第２の測位信号とを獲得することと、
　前記第１の測位信号と前記第２の測位信号との間の到着時間差の第１の測定を実行する
ことと、
　前記第１の周波数、前記第２の周波数、または前記第１の周波数と前記第２の周波数の
両方に対応する周波数間関連遅延に対して前記第１の測定に周波数間バイアス補償を適用
しないとの前記モバイルデバイスにおける決定に応答して、
　　前記モバイルデバイスの前記位置を決定するために前記第１の測定と第１の測定記述
とをサーバに送ることと、ここにおいて、前記第１の測定記述が、前記周波数間関連遅延
に対して前記モバイルデバイスにおいて前記第１の測定が補償されていないことを示す、
を行うための命令を備える、非一時的コンピュータ可読媒体。
［Ｃ５６］
　前記プログラムコードは、
　前記第１の周波数、前記第２の周波数、または前記第１の周波数と前記第２の周波数の
両方に対応する前記周波数間関連遅延に対して前記第１の測定に前記周波数間バイアス補
償を適用するとの前記モバイルデバイスにおける決定に応答して、
　補償された測定を生成するために前記第１の測定に前記周波数間バイアス補償を適用す
ることと、
　前記モバイルデバイスの前記位置を決定するために前記補償された測定と第２の測定記
述とを前記サーバに送ることと、ここにおいて、前記第２の測定記述が、前記周波数間関
連遅延に対して前記モバイルデバイスにおいて前記補償された測定が補償されていること
を示す、
を行うための命令をさらに備える、Ｃ５５に記載の非一時的コンピュータ可読媒体。
［Ｃ５７］
　前記プログラムコードは、
　前記周波数間関連遅延に対して測定を前記サーバにおいて補償する能力を前記サーバが
含むかどうかを示すメッセージを前記サーバから受信することと、
　前記周波数間関連遅延に対して前記サーバにおいて測定を補償する前記能力を前記サー
バが含まないことを示す前記メッセージに応答して、前記モバイルデバイスにおいて前記
第１の測定に前記周波数間バイアス補償を適用することを決定することと、
　前記周波数間関連遅延に対して前記サーバにおいて測定を補償する前記能力を前記サー
バが含むことを示す前記メッセージに応答して、前記モバイルデバイスにおいて前記第１
の測定に前記周波数間バイアス補償を適用しないことを決定することと
を行うための命令をさらに備える、Ｃ５６に記載の非一時的コンピュータ可読媒体。
［Ｃ５８］
　ワイヤレス通信ネットワークにおけるモバイルデバイスの位置を決定する際に使用する
プログラムコードが記憶されている非一時的コンピュータ可読媒体であって、前記プログ
ラムコードは、
　サーバにおいて、前記モバイルデバイスによって決定された第１の測位信号と第２の測
位信号との間の到着時間差の第１の測定を取得することと、前記第１の測位信号が第１の
周波数で送信されており、前記第２の測位信号が前記第１の周波数とは異なる第２の周波
数で送信されている、
　前記サーバにおいて、前記モバイルデバイスから測定記述を取得することと、
　前記第１の周波数、前記第２の周波数、または前記第１の周波数と前記第２の周波数の
両方に対応する周波数間関連遅延に対して前記モバイルデバイスによって前記第１の測定
が補償されていないことを前記測定記述が示すとの決定に応答して、
　　前記第１の測定に対応する前記周波数間関連遅延に対する周波数間バイアス補償を決
定することと、
　　補償された測定を生成するために前記第１の測定に前記周波数間バイアス補償を適用
することと、
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　　少なくとも部分的に、前記第１の測定に少なくとも部分的に基づいて前記モバイルデ
バイスの前記位置を決定することと
を行うための命令を備える、非一時的コンピュータ可読媒体。
［Ｃ５９］
　前記プログラムコードは、前記周波数間関連遅延に対して測定を前記サーバにおいて補
償する能力を前記サーバが含むかどうかを示すメッセージを前記モバイルデバイスに送る
ための命令をさらに備える、Ｃ５８に記載の非一時的コンピュータ可読媒体。
［Ｃ６０］
　前記プログラムコードは、
　前記第１の周波数、前記第２の周波数、または前記第１の周波数と前記第２の周波数の
両方に対応する前記周波数間関連遅延に対して前記モバイルデバイスによって前記第１の
測定が補償されていることを前記測定記述が示すとの決定に応答して、
　少なくとも部分的に、前記第１の測定に少なくとも部分的に基づいて前記モバイルデバ
イスの前記位置を決定する
ための命令をさらに備える、Ｃ５８に記載の非一時的コンピュータ可読媒体。
［Ｃ６１］
　少なくとも部分的に、前記第１の測定に少なくとも部分的に基づいて前記モバイルデバ
イスの前記位置を決定するための前記命令は、
　前記第１の測定に対応する前記周波数間関連遅延に対する新しい周波数間バイアス補償
を決定することと、
　補償されていない測定を生成するために、前記モバイルデバイスによって前記第１の測
定に適用された周波数間バイアス補償を無効にすることと、
　前記補償されていない測定に前記新しい周波数間バイアス補償を適用することと
を行うための命令をさらに備える、Ｃ６０に記載の非一時的コンピュータ可読媒体。
［Ｃ６２］
　モバイルデバイスにおいて使用する方法であって、前記モバイルデバイスにおいて、
　第１の周波数で送信された第１の測位信号と前記第１の周波数とは異なる第２の周波数
で送信された第２の測位信号とを獲得することと、
　前記第１の測位信号と前記第２の測位信号との間の到着時間差の測定を実行することと
、
　前記測定と測定記述とをロケーションサーバに送ることと、ここにおいて、前記測定記
述が、前記第１の周波数、前記第２の周波数、または前記第１の周波数と前記第２の周波
数の両方に対応する周波数間関連遅延に対して前記モバイルデバイスにおいて前記測定が
補償されていないことを示す、
を備える方法。
［Ｃ６３］
　モバイルデバイスにおいて使用する方法であって、前記モバイルデバイスにおいて、
　第１の周波数で送信された第１の測位信号と前記第１の周波数とは異なる第２の周波数
で送信された第２の測位信号とを獲得することと、
　前記第１の測位信号と前記第２の測位信号との間の到着時間差の測定を実行することと
、
　補償された測定を生成するために前記測定に周波数間バイアス補償を適用することと、
前記周波数間バイアス補償が、前記第１の周波数、前記第２の周波数、または前記第１の
周波数と前記第２の周波数の両方に対応する周波数間関連遅延を減らす、
　前記補償された測定と測定記述とをロケーションサーバに送ることと、ここにおいて、
前記測定記述が、前記周波数間関連遅延に対して前記モバイルデバイスにおいて前記補償
された測定が補償されていることを示す、
を備える方法。
［Ｃ６４］
　モバイルデバイスにおいて使用する装置であって、
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　第１の周波数で送信された第１の測位信号と前記第１の周波数とは異なる第２の周波数
で送信された第２の測位信号とを獲得するための手段と、
　前記第１の測位信号と前記第２の測位信号との間の到着時間差の測定を実行するための
手段と、
　前記測定と測定記述とをロケーションサーバに送るための手段と、ここにおいて、前記
測定記述が、前記第１の周波数、前記第２の周波数、または前記第１の周波数と前記第２
の周波数の両方に対応する周波数間関連遅延に対して前記モバイルデバイスにおいて前記
測定が補償されていないことを示す、
を備える装置。
［Ｃ６５］
　モバイルデバイスにおいて使用する装置であって、
　第１の周波数で送信された第１の測位信号と前記第１の周波数とは異なる第２の周波数
で送信された第２の測位信号とを獲得するための手段と、
　前記第１の測位信号と前記第２の測位信号との間の到着時間差の測定を実行するための
手段と、
　補償された測定を生成するために前記測定に周波数間バイアス補償を適用するための手
段と、前記周波数間バイアス補償が、前記第１の周波数、前記第２の周波数、または前記
第１の周波数と前記第２の周波数の両方に対応する周波数間関連遅延を減らす、
　前記補償された測定と測定記述とをロケーションサーバに送るための手段と、ここにお
いて、前記測定記述が、前記周波数間関連遅延に対して前記モバイルデバイスにおいて前
記補償された測定が補償されていることを示す、
を備える装置。
［Ｃ６６］
　モバイルデバイスであって、
　プログラムコードを記憶するように適応されたメモリと、
　　第１の周波数で送信された第１の測位信号と前記第１の周波数とは異なる第２の周波
数で送信された第２の測位信号とを獲得することと、
　　前記第１の測位信号と前記第２の測位信号との間の到着時間差の測定を実行すること
と、
　　前記測定と測定記述とをロケーションサーバに送ることと、ここにおいて、前記測定
記述が、前記第１の周波数、前記第２の周波数、または前記第１の周波数と前記第２の周
波数の両方に対応する周波数間関連遅延に対して前記モバイルデバイスにおいて前記測定
が補償されていないことを示す、
　を行うよう前記モバイルデバイスに指示するための前記プログラムコードに含まれる命
令にアクセスし、前記命令を実行するために前記メモリに結合された処理ユニットと
を備えるモバイルデバイス。
［Ｃ６７］
　モバイルデバイスにおいて使用する装置であって、
　プログラムコードを記憶するように適応されたメモリと、
　　第１の周波数で送信された第１の測位信号と前記第１の周波数とは異なる第２の周波
数で送信された第２の測位信号とを獲得することと、
　　前記第１の測位信号と前記第２の測位信号との間の到着時間差の測定を実行すること
と、
　　補償された測定を生成するために前記測定に周波数間バイアス補償を適用することと
、前記周波数間バイアス補償が、前記第１の周波数、前記第２の周波数、または前記第１
の周波数と前記第２の周波数の両方に対応する周波数間関連遅延を減らす、
　　前記補償された測定と測定記述とをロケーションサーバに送ることと、ここにおいて
、前記測定記述が、前記周波数間関連遅延に対して前記モバイルデバイスにおいて前記補
償された測定が補償されていることを示す、
　を行うよう前記モバイルデバイスに指示するための前記プログラムコードに含まれる命
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令にアクセスし、前記命令を実行するために前記メモリに結合された処理ユニットと
を備える装置。
［Ｃ６８］
　ワイヤレス通信ネットワークにおけるモバイルデバイスの位置を決定する際に使用する
プログラムコードが記憶されている非一時的コンピュータ可読媒体であって、前記プログ
ラムコードは、
　第１の周波数で送信された第１の測位信号と前記第１の周波数とは異なる第２の周波数
で送信された第２の測位信号とを獲得することと、
　前記第１の測位信号と前記第２の測位信号との間の到着時間差の測定を実行することと
、
　前記測定と測定記述とをロケーションサーバに送ることと、ここにおいて、前記測定記
述が、前記第１の周波数、前記第２の周波数、または前記第１の周波数と前記第２の周波
数の両方に対応する周波数間関連遅延に対して前記モバイルデバイスにおいて前記測定が
補償されていないことを示す、
を行うための命令を備える、非一時的コンピュータ可読媒体。
［Ｃ６９］
　ワイヤレス通信ネットワークにおけるモバイルデバイスの位置を決定する際に使用する
プログラムコードが記憶されている非一時的コンピュータ可読媒体であって、前記プログ
ラムコードは、
　第１の周波数で送信された第１の測位信号と前記第１の周波数とは異なる第２の周波数
で送信された第２の測位信号とを獲得することと、
　前記第１の測位信号と前記第２の測位信号との間の到着時間差の測定を実行することと
、
　補償された測定を生成するために前記測定に周波数間バイアス補償を適用することと、
前記周波数間バイアス補償が、前記第１の周波数、前記第２の周波数、または前記第１の
周波数と前記第２の周波数の両方に対応する周波数間関連遅延を減らす、
　前記補償された測定と測定記述とをロケーションサーバに送ることと、ここにおいて、
前記測定記述が、前記周波数間関連遅延に対して前記モバイルデバイスにおいて前記補償
された測定が補償されていることを示す、
を行うための命令を備える、非一時的コンピュータ可読媒体。
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